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   事 務 局 長  冨 永   誠 

議 事 係 長  三 好 祐 介 
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１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （１０番 竹﨑幸仁、１１番 小玉忠重） 

 ２ 会期の決定 

  （１１月２７日～１２月１８日 ２２日間） 

 ３ 承認第１０号 専決処分第９号の承認を求

めることについて 

 ４ 議案第１１９号 西予市建設残土処理場管理

条例制定について 

   議案第１２０号 西予市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例制定

について 

   議案第１２１号 西予市介護保険条例等の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１２２号 西予市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第１２３号 西予市国民健康保険診療所

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１２４号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１２５号 西予市生活交通バス条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１２６号 西予市有料駐車場条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１２７号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１２８号 西予市地域福祉基金条例を

廃止する条例制定について 

   議案第１２９号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第１３０号 西予市卯之町駅前複合施設

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第１３１号 令和２年度西予市一般会計

補正予算(第９号) 

   議案第１３２号 令和２年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算(第

４号) 

   議案第１３３号 令和２年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第１３４号 令和２年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第３号) 

   議案第１３５号 令和２年度西予市病院事業

会計補正予算（第４号） 

   議案第１３６号 財産の無償貸付について 

議案第１３７号 西予市明浜農産物集出荷施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１３８号 西予市城川高品質堆肥セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

 ５ 報告第２０号 専決処分事項の報告につい

て 

６ 意見書案第 ３号 小規模事業者に対する支援

及び支援体制の拡充•強化

に関する意見書（案）の提

出について 

追加 議案第１３９号 西予市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１４０号 西予市特別職の職員で常勤

のものの給与等に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１４１号 西予市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条

例制定について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 承認第１０号 専決処分第９号の承認を求

めることについて 

 ４ 議案第１１９号 西予市建設残土処理場管理

条例制定について 

   議案第１２０号 西予市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例制定

について 

   議案第１２１号 西予市介護保険条例等の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１２２号 西予市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第１２３号 西予市国民健康保険診療所

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１２４号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１２５号 西予市生活交通バス条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１２６号 西予市有料駐車場条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１２７号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１２８号 西予市地域福祉基金条例を

廃止する条例制定について 

   議案第１２９号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第１３０号 西予市卯之町駅前複合施設

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第１３１号 令和２年度西予市一般会計

補正予算(第９号) 

   議案第１３２号 令和２年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算(第

４号) 

   議案第１３３号 令和２年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第１３４号 令和２年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第３号) 

   議案第１３５号 令和２年度西予市病院事業

会計補正予算（第４号） 

   議案第１３６号 財産の無償貸付について 

議案第１３７号 西予市明浜農産物集出荷施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１３８号 西予市城川高品質堆肥セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

 ５ 報告第２０号 専決処分事項の報告につい

て 

６ 意見書案第 ３号 小規模事業者に対する支援

及び支援体制の拡充•強化

に関する意見書（案）の提

出について 

追加 議案第１３９号 西予市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１４０号 西予市特別職の職員で常勤

のものの給与等に関する条

例の一部を改正する条例制

定について 

   議案第１４１号 西予市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条

例制定について 
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  開会 午前10時00分 

○議長 

おはようございます。 

ただいまの出席議員は18名であります。 

これより令和２年第４回西予市議会定例会を開

会いたします。 

管家市長より今定例会招集の挨拶があります。 

管家市長。 

○管家市長 

令和２年西予市議会第４回定例会の開会に当た

りまして一言御挨拶を申し上げます。 

去る11月23日に第169回乙亥大相撲が乙亥会館

で開催されました。今年は、新型コロナウイルス

感染症の影響によりまして、１日のみで、プロの

力士や県内外の選手の招聘を見送るなど、規模を

縮小して開催することといたしておりましたが、

昨今の愛媛県下における感染症拡大の状況を踏ま

え、さらに規模を縮小し無観客での開催となりま

した。多くの方が楽しみにしておられたかと存じ

ますが、私も残念でたまりません。来年こそは関

取を招聘し、例年どおりの内容で盛大に開催でき

ますことを祈るところであります。 

今年も残すところ１カ月余りとなりましたが、

振り返りますと、今年はまさに新型コロナウイル

スの対応に追われた１年でした。 

感染予防対策の強化に取り組む一方で、感染症

拡大に伴い、イベントの中止や外出制限などの行

動自粛が続き、社会経済活動が低迷、停滞し、学

校現場をはじめ、飲食業、中小事業所など様々な

分野で多大かつ深刻な影響が生じました。国・

県、また市におきましても、各世帯への特別定額

給付金、中小企業・事業体への持続化給付金、Ｇ

ｏ Ｔｏキャンペーン事業など、生活支援や経済

対策として、様々な事業に取り組み、地域経済の

下支え、回復に努めてきたところです。今後にお

きましても、さらに追加の支援策を展開する予定

といたしております。 

このような取組により、少しずつ回復の兆しが

見え始めたと感じておりましたが、冒頭でも触れ

ましたが、11月に入り、全国的に感染拡大が進

み、現在県下でも縮小期から警戒期に移行し、こ

れまでにない感染者数が連日発表されておりま

す。改めて、感染回避行動を確実に実践するな

ど、感染予防対策の徹底に努めていただきますよ

うお願いをいたします。 

コロナ禍におきまして、計画どおりの事業推進

ができなかった面はありますが、それでも平成

30年７月豪雨からの復旧・復興は着実に進めるこ

とができました。復興のシンボルともいうべき乙

亥会館の改修、先般、合同落成式をとり行いまし

たせいよ東学校給食センター及び新野村保育所の

移転新築など、懸案であった大型施設については

おおむね完成することができました。関係者の皆

様、施工業者の皆様には格別の御理解と御協力を

いただき厚く御礼を申し上げます。今後も災害公

営住宅等の整備、肱川河川整備に合わせた野村復

興まちづくり事業をはじめ、膨大な箇所数のため

進捗に遅れが生じております災害復旧工事につき

ましても、可能な限り早期着工、完成を目指して

取り組んでまいりますので、御理解と御協力をお

願いいたします。 

復旧・復興事業以外でも、本年は市の将来を見

据えた事業に取りかかった年でもありました。 

令和４年４月オープンを予定しております四国

西予ジオミュージアム、卯之町駅周辺の再整備を

行う卯之町「はちのじ」まちづくり事業、野村支

所庁舎の改築など、今後の市施策の推進拠点の整

備に具体的に着手いたしました。また、人口減少

社会に対応できる持続可能な地域基盤を形成する

ため、小規模多機能自治の推進に向け、具体的な

取組を進めました。一部の公民館において、地域

づくり活動センター化を目指した試行と実証を行

いつつ、市民検討委員会での協議を進めていただ

いているところであり、検討委員会からは来年４

月に答申をいただく予定と伺っております。今

後、委員会からの答申及び実証結果等を踏まえ、

センター機能及び今後の進め方を整理しつつ、円

滑な導入に努めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解、御協力をお願いいたします。 

本年は、私に取りましても、議員各位におかれ

ましても、新たな任期のスタートの年でもありま

した。先ほども触れましたが、コロナ禍にあって

思うような取組ができなかった部分もあったと思

いますが、それでも着実なスタートを切ったので

はないかと感じております。 

今後も取り組むべき行政課題は山積しておりま

すが、まずは、新型コロナウイルス感染症が１日

も早く終息し、日常に戻ることと社会経済が回復
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することを願うところであります。 

さて、本定例会でございますが、専決処分の承

認１件、条例制定１件、条例改正及び廃止９件、

補正予算５件など合計22の案件を上程し、御審議

をお願い申し上げるものでございます。議案等の

提案理由につきましては、上程の際に御説明を申

し上げますので、何とぞ慎重に御審議をいただき

御承認、御決定賜りますようお願い申し上げまし

て招集の挨拶といたします。 

○議長 

次に、前定例会以降における諸般の報告は、御

手元に配信のとおりでありますので、お目通し願

います。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は御手元に配信のとおりであり

ます。 

 （日程１） 

○議長 

まず、日程第１、会議録署名議員の指名を行い

ます。 

今回の会議録署名議員に10番竹﨑幸仁君、11番

小玉忠重君の両名を指名いたします。 

 （日程２） 

○議長 

次に、日程第２、会期の決定を議題といたしま

す。 

お諮りいたします。 

今回の会期は、本日から12月18日までの22日間

といたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、今回の会期は、

本日から12月18日までの22日間と決定いたしまし

た。 

 （日程３） 

○議長 

次に、日程第３、承認第10号「専決処分第９号

の承認を求めることについて」を議題といたしま

す。 

理事者の説明を求めます。 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

承認第10号「専決処分第９号の承認を求めるこ

とについて」提案理由の御説明を申し上げます。 

この承認第10号は、小規模住宅地区等改良事業

用地の取得についての議決の一部変更について、

専決処分の承認を求めるものであります。 

小規模住宅地区等改良事業用地の取得につきま

しては、令和２年西予市議会第３回定例会におい

て議決をいただき、野村町野村４号３番１外

54筆、36名の地権者と買収総面積1万1251.95平方

メートル、買収金額合計1億8057万9809円で土地

売買契約を締結しております。 

しかしながら、所有権移転登記を進める過程に

おいて、１件買収面積及び買収金額に誤りが生じ

ていることが判明いたしました。このことによ

り、買収総面積が1万1251.96平方メートルで

0.01平方メートルの増、買収金額合計が 1億

8058万18円で209円の増額となりました。 

本事業による用地買収の相手方の中には、浸水

被害に遭われた多数の被災者がおられ、生活再建

を進める上で用地費の支払いは急務であることか

ら、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がな

いものと認め、令和２年11月４日に専決処分をし

たものであります。 

よろしく御審議の上、御承認くださいますよう

お願い申し上げます。 

なお、配付しております議案の別紙につきまし

ては、全て議決事項ではありますが、個人情報が

含まれておりますので、取扱いには十分御留意い

ただきますようお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

承認第10号は、会議規則第37条第３項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 
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 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

承認第10号「専決処分第９号の承認を求めるこ

とについて」は、原案のとおり承認することに御

異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、承認第10号は原

案のとおり承認することに決定いたしました。 

 （日程４） 

○議長 

次に、日程第４、議案第119号「西予市建設残

土処理場管理条例制定について」から、議案第

138号「西予市城川高品質堆肥センターの指定管

理者の指定について」までの20件を一括議題とい

たします。 

理事者の説明を求めます。 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

議案第119号「西予市建設残土処理場管理条例

制定について」提案理由の御説明を申し上げま

す。 

本議案は、野村町阿下に西予市建設残土処理場

を設置するに当たり、その管理及び運営に関する

条例を定めるものであります。 

当残土処理場は、公共工事で発生する建設残土

を受け入れることにより、平成30年７月豪雨をは

じめ、梅雨前線・集中豪雨等により被災した道

路、橋梁、河川等の災害復旧事業の早期完了と公

共事業のさらなる推進を目的として設置するもの

であります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

議案第120号「西予市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例制定について」提案理由の御説

明を申し上げます。 

今回の改正は、地方税法施行令の一部を改正す

る政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省

令が令和２年９月に公布され、国民健康保険税の

一部改正部分につきまして、令和３年１月１日か

ら施行されることによるものでございます。 

主な内容につきましては、低所得者に対する保

険税の軽減措置について、７割・５割・２割の軽

減判定所得を引き上げる基準の見直しを行うもの

でございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

議案第121号「西予市介護保険条例等の一部を

改正する条例制定について」提案理由の御説明を

申し上げます。 

今回の改正は、地方税法の一部改正による延滞

金の特例割合を定める規定の改正に伴い、同法を

引用して定めている西予市介護保険条例、西予市

林業振興事業分担金徴収条例、西予市道路占用料

徴収条例、西予市公共下水道事業受益者負担金徴

収条例、西予市後期高齢者医療に関する条例、以

上５条例につきまして、同様に名称等、関係規定

の整理を行うとともに、所要の整備を行うもので

あります。 

続きまして、議案第122号「西予市指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例制定について」

提案理由の御説明を申し上げます。 

今回の改正は、指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令の改正に伴い、本条例の一部を

改正するものであります。 

主な内容といたしましては、平成30年度介護報

酬改定において設けられた居宅介護支援事業所に

おける管理者要件について、人材確保に関する状

況等を考慮し、適用期限を猶予するとともに、主

任介護支援専門員の確保が著しく困難である等や

むを得ない理由がある場合について、介護支援専

門員を管理者とする取扱いを可能とするため、改

正省令に準じ、所要の整備を行うものでありま

す。 

続きまして、議案第123号「西予市国民健康保

険診療所条例の一部を改正する条例制定につい
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て」提案理由の御説明を申し上げます。 

本市では、国民健康保険法に基づき、西予市国

民健康保険直営診療所を市内３カ所に開設し、ま

た、廃止になった惣川・遊子川地区については、

移動診療車による診療を実施するなど、地域住民

の医療の確保に努めているところでございます。 

今回の改正は、今後も安定した医療サービスを

提供し、診療体制のさらなる拡充を図るため、業

務の委託に関する規定等を整備するものでござい

ます。 

続きまして、議案第124号「西予市乳幼児及び

児童医療費助成条例の一部を改正する条例制定に

ついて」提案理由の御説明を申し上げます。 

子どもに係る医療費の助成につきましては、医

療費に係る保護者負担の軽減を図るため、これま

で段階的に拡充してきたところでございます。近

年、長引く景気の低迷により、子どもの医療費は

保護者にとって大きな負担となっており、令和３

年４月から県内20市町の全てが中学校修了までの

医療費の無料化を目指しているところでございま

す。 

今回の改正は、このような状況を踏まえ、医療

費助成の対象年齢を中学生まで拡充し、子育て家

庭へのさらなる経済的支援の充実を図るととも

に、子どもの健全な育成を支援するため、本条例

の一部を改正するものであります。 

以上４議案、よろしく御審議の上、御決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

議案第125号「西予市生活交通バス条例の一部

を改正する条例制定について」提案理由の御説明

を申し上げます。 

今回の改正は、利用者が減少傾向にある中、地

域公共交通機能を効率的に形成し、運行経費の削

減と利便性の向上を図ることで、今後も持続的に

公共交通を運営していくため、生活交通バス路線

の見直しを行うものであります。 

主な内容としましては、野村地区生活交通バス

路線の内、河成大久保線につきまして、三島・大

久保間をデマンド乗合タクシーによる運行に切り

替えることから終点を変更するとともに、乗り継

ぎに係る料金の設定を行うほか、中通川線、瀬間

行線、西栗木線につきまして、運行経路の一体的

な見直しにより、当該３路線を２路線に集約する

ため、本条例の一部を改正するものであります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

議案第126号「西予市有料駐車場条例の一部を

改正する条例制定について」提案理由の御説明を

申し上げます。 

西予市有料駐車場は、自動車を利用する外来者

の一時的な利便に供し、地域の発展に寄与するこ

とを目的として、宇和町商店街の中に３つの駐車

場を整備したもので、現在、宇和町駐車場管理組

合に管理委託して運営をしております。その中の

西予市宇和第３駐車場につきましては、市が土地

所有者と土地賃貸借契約を締結して駐車場として

利用してまいりました。 

今回の改正は、土地所有者の申出により、当該

契約は、令和２年度末をもって更新を行わない結

論になったことから、西予市宇和第３駐車場を廃

止するため、本条例の一部を改正するものであり

ます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

佐藤消防長。 

○佐藤消防本部消防長 

議案第127号「西予市火災予防条例の一部を改

正する条例制定について」提案理由の御説明を申

し上げます。 

本市では、電気自動車等を充電するための急速

充電設備につきまして、火災予防上必要な措置を

講じるため、本条例によりその設置に関する基準

を定めているところでございます。近年、電気自

動車の走行距離の延伸を図るために、大容量の電

池の開発が進められており、経済産業省において

は、次世代自動車充電インフラ事業が推進される

など、今後高出力の急速充電設備の普及がさらに

加速すると予測されております。 

今回の改正は、全国統一的な基準として、対象

火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気

器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準
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を定める省令の一部が改正されることに伴い、急

速充電設備の全出力の上限が200キロワットに拡

大されるとともに、あわせて火災予防上必要な措

置が改められることから、同様の措置を講じるた

め、本条例の一部を改正するものであります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

議案第128号「西予市地域福祉基金条例を廃止

する条例制定について」提案理由の御説明を申し

上げます。 

西予市地域福祉基金は、平成16年の合併時に各

旧町から基金を持ち寄り、地域における高齢者保

健福祉の増進を図ることを目的に設置された基金

であります。これまで温泉巡回バスの購入及びせ

いよチャレンジ・スペース整備事業の一部に基金

を活用し、基金全額の取崩しを終えたことから、

本条例を廃止するものであります。 

続きまして、議案第129号「西予市惣川高齢者

生活福祉センターの指定管理者の指定について」

提案理由の御説明を申し上げます。 

当施設は、高齢者福祉の増進並びに福祉サービ

スの向上を図ることを目的に整備された施設であ

り、現在、社会福祉法人西予市野城総合福祉協会

に管理委託し運営しております。 

このたび、当施設の指定管理者候補として、非

公募により社会福祉法人西予市野城総合福祉協会

を選定いたしましたので、その指定について、議

会の議決を求めるものであります。 

選定に当たりましては、西予市生活福祉施設指

定管理者審査委員会による審査を行い、これまで

の実績から蓄積された運営ノウハウ、施設の利用

促進と安定的な管理運営、地域との連携等を総合

的に勘案し、当施設の管理を引き続き行わせるこ

とが適当と判断したものであります。 

なお、西予市野城総合福祉協会の概要及び施設

の運営計画概要につきましては、別添の参考資料

を御参照ください。 

以上２議案、よろしく御審議の上、御決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

議案第130号「西予市卯之町駅前複合施設の指

定管理者の指定について」提案理由を御説明申し

上げます。 

当施設は、卯之町駅前の立地を活用した人・

物・サービスの交流の場を提供することにより、

交流人口の拡大を図り、あわせて観光及び商工の

活性化に資することを目的として、令和３年度の

早い時期の供用開始を予定し、整備に取り組んで

いるところでございます。 

このたび、当施設の指定管理者候補として、株

式会社西予まちづくりサービスを選定いたしまし

たので、その指定について、議会の議決を求める

ものであります。 

選定に当たりましては、西予市卯之町駅前複合

施設の設置及び管理に関する条例第６条に基づ

き、ＰＦＩ事業契約者を指定管理者候補者とする

ものでございます。 

なお、指定管理者候補者の概要及び施設の運営

方針等につきましては、添付の議案参考資料を御

参照ください。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

議案第131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」について提案理由の御説明を申

し上げます。 

初めに、国の来年度予算の概算要求規模と地方

財政の課題及び第３次補正予算並びに当市の来年

度予算の編成につきまして一言触れさせていただ

きたいと存じます。 

国の来年度予算に対する各省庁の概算要求が９

月30日に締め切られ、一般会計の要求総額は

105兆円を超え過去最大となっています。財務省

は、概算要求に際し、新型コロナウイルス感染症

への対策経費については別枠扱いとし、各省庁か

らは、感染終息が見通せないことから、金額を示

さない事項要求が相次ぎ、歳出の膨張が懸念され

ています。 

一方、新型コロナウイルス感染症の影響による

景気の悪化で、税収が減るのは確実で、国の財政

再建の道のりは険しさを増しています。 



 

- 9 - 

 

こうした中、総務省が公表した令和３年度の地

方財政の課題では、その第１に「感染症拡大への

対応と地域経済の活性化の両立や防災・減災、国

土強靱化等の重要課題への対応」が挙げられ、現

下の状況にあって、地方団体の果たす役割は大き

いことから、地方として積極的に政策的な取組が

着実に推進されるよう安定的な税財政基盤を確保

することが重要であるとしています。 

第２に「地方の一般財源総額の確保」では、新

経済・財政再生計画を受けて、「特に地方交付税

については、極めて厳しい地方財政の現状等を踏

まえ、本来の役割である財源調整機能と財源保障

機能が適切に発揮されるよう、総額を適切に確

保」と記載され、たとえ国税・地方税の減収があ

ったとしても、地方交付税の総額確保に向けて、

所要となる地方財源を確保する姿勢が強調されて

います。 

第３に「次世代型行政サービスの推進と財政マ

ネジメントの強化」では、「情報システムの標準

化をはじめとする自治体デジタルトランスフォー

メーションなど次世代型行政サービスを強力に推

進」と記載され、デジタル化への対応が強調され

ております。 

次に、政府は11月10日、追加経済対策を盛り込

んだ第３次補正予算案の編成に着手いたしまし

た。令和３年度当初予算と一体的な15カ月予算と

して打ち出すことで、新型コロナウイルス感染症

の影響による景気の落ち込みや雇用情勢の悪化に

対応するもので、経済対策の柱として、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大防止、ポストコロナ

に向けた経済構造の転換・好循環の実現、防災減

災・国土強靱化の推進を挙げています。 

当市においても、当初予算編成に合わせて、地

方創生臨時交付金、医療機関向けの緊急包括支援

交付金の増額及びインフラ老朽化対策の公共事業

交付金の創設などに即応できるように事務を進め

てまいります。 

さて、当市におきましては、令和２年度当初予

算では、平成30年７月豪雨災害からの復旧・復興

を最優先事項として、国・県支出金、地方債を活

用するとともに、財政調整基金約11億3200万円を

取崩し財源を確保し、当初予算を編成いたしまし

た。この後、国・県と歩調を合わせた新型コロナ

ウイルス感染症対策に関わる数次の補正予算対応

により、第３回定例会に上程し、補正予算第８号

として議決いただきました、補正後の一般会計の

予算総額は371億4854万1000円となっておりま

す。 

令和３年度におきましても、予算編成の基本方

針として、引き続き、復興まちづくり計画に基づ

く豪雨災害からの復旧・復興事業を最優先事項と

する。第２次西予市総合計画に基づき、市独自の

地方創生に係る政策を積極的に企画立案、実行す

る。また、新型コロナウイルス感染症への対策と

して、地域経済の活性化、新たな日常の構築に取

り組むこととします。 

一方、普通交付税が一本算定となり、市税を含

めた一般財源の伸び悩みが懸念される中、社会保

障関連経費と公債費の後年度負担増により収入不

足を基金の取崩しによる補填対応が続いている状

態であることから、健全な行財政運営を維持する

ために、歳入見合いの事業量と予算規模の実現に

取り組むことを基本方針といたします。 

具体的な取組としては、歳入において、地方債

の発行総額は、令和３年度の元金償還額以下とす

ることとし、要求額が超過する場合には、事業の

廃止・延期を含めて調整を行うこととします。歳

出につきましては、決算においての不用額調査に

基づいて、消耗品など需用費、通信運搬費、コピ

ー使用料等の一般行政経費の削減率を設定し、非

効率的な事務事業の廃止などを含めた職員の意識

改革と無駄を徹底的に抑制するための歳出改革に

取り組みます。また、各種団体に対する補助金に

ついては、市の補助金支出が法令等で義務づけら

れているもの以外については、前年度比５％程度

の一律削減を行い、自主財源の確保に努めます。 

今後の財政状況及び財政方針について情報提供

に努め、市民の皆様並びに議員の皆様の理解が得

られるよう努めていく所存でございますので、御

理解を賜りますようお願い申し上げます。 

それでは、今回の補正予算案でございますが、

新型コロナウイルス感染症対応として、地方創生

臨時交付金を活用した生活支援事業及び感染症の

影響により中止・延期となりました事業の減額調

整、その他緊急を要する経費を計上するものであ

ります。 

その主な内容でありますが、予算書の款別に御

説明申し上げます。 
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総務費では、令和２年７月豪雨により発生した

ＪＲ内子線の斜面崩落等の災害復旧工事費の一部

を愛媛県と予讃線沿線自治体が支援する負担金を

計上し、民生費では、国のコロナウイルス感染症

緊急経済対策として実施された特別定額給付金の

給付対象外とされた新生児を持つ世帯に対して、

新生児１人につき5万円を給付する経費、また、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けています

ひとり親世帯の子育て支援として１世帯に対し

5万円を給付する経費を計上し、衛生費では、平

成30年７月豪雨により被災した南予水道企業団の

吉田浄水場の復旧事業に関わる企業債の元利償還

金に対しての負担金を計上し、土木費では、公共

工事で発生する建設残土を受入れます西予市建設

残土処理場の管理経費を、また、令和２年９月の

台風10号の影響により、線形がずれた三瓶湾大桟

橋のアンカーチェーン調整等に要する経費を計上

し、教育費では、新型コロナウイルス感染症の拡

大により、日常生活の影響を受けております大学

生等に対しての給付金及び特産品送付に要する経

費を、家庭学習のための通信機器整備支援事業を

活用した家庭学習用のモバイルルーター導入等に

要する経費を計上するものであります。 

これらの経費の財源につきましては、それぞれ

の歳出に見合う国・県支出金、地方債等の特定財

源を計上し、収支均衡を図るものであります。 

これによりまして、歳入歳出予算の補正は既決

いただいております歳入歳出予算の総額に、それ

ぞれ3億7516万5000円を増額し、歳入歳出予算の

総額を375億2370万6000円と定めるものでありま

す。 

また、債務負担行為の追加として、令和３年度

に実施予定の事業及び指定管理施設の管理運営事

業など８事業につきまして限度額を設定しており

ます。 

地方債補正では、災害復旧事業債の限度額の変

更を行っております。 

以上が今回の補正予算の概要でありまして、詳

細な点につきましては、担当課長から補足説明を

させますので、よろしく御審議の上、御決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

宇都宮財政課長。 

○宇都宮財政課長 

それでは、予算書に沿って、歳出から補足説明

を申し上げます前に、まず、新型コロナウイルス

感染症の影響により中止・延期となりました事業

費の減額と新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金の事業予算について御説明いたしま

す。 

まず、事業費の減額調整でありますが、議会運

営事業、観光イベント事業ほか全体で77の事務事

業において、中止、または次年度以降への延期に

より、総額で1億3726万2000円を減額し、歳入で

は、財政調整基金繰入金等を減額するものでござ

います。 

次に、地方創生臨時交付金を財源とした事業で

ありますが、既に事業化をしています交付金対象

事業の執行状況及び現下の社会情勢等を踏まえま

して、当市の新たな支援策として、大学生等生活

応援事業など、合わせて３つの事業で、事業費総

額8584万8000円を計上し、財源といたしまして

は、臨時交付金を1519万8000円増額し、既存事業

の執行状況等によりまして、病院事業会計繰出事

業、中小企業者等経営安定支援事業から、合わせ

まして6206万5000円を減額して、財源の充当替え

を行うものでございます。 

それでは、予算書の18ページをお開き願いま

す。 

2款総務費、8項1目地域振興費、地域振興各種

負担金事業112万1000円でありますが、ＪＲ内子

線の五十崎駅から喜多山駅間の災害復旧事業が鉄

道軌道整備法第８条第４項の規定に基づく国の災

害復旧事業費補助の適用を受け、県と県内の予讃

線沿線自治体の12市町が基幹的な公共輸送機関で

ある内子線の運行確保のため、工事費の一部を負

担することとなり、当市の負担金を計上するもの

でございます。災害復旧に要する経費は約3億

6600万円、負担割合は、ＪＲ四国が２分の１、国

が４分の１、県と市町がそれぞれ８分の１、県市

町の負担金は、２分の１が特別交付税に関する省

令第５条に基づき、財政措置をされます。 

21ページをお開き願います。 

3款民生費、2項1目児童福祉総務費、子育て応

援臨時特別給付金給付事業917万円であります

が、国の特別定額給付金では、基準日の４月27日

の翌日以降に生まれた新生児は対象外となってお

り、今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受
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けている家庭の子育て支援と若者定住の促進及び

児童福祉の増進を図るため、給付金を計上するも

のであります。給付対象者は、令和２年４月28日

から令和３年３月31日に生まれた乳児を監護また

は養育している保護者で、支給額は、乳児１人に

つき5万円となります。 

22ページをお開き願います。 

3目母子福祉費、ひとり親世帯臨時特別給付金

給付事業1417万8000円でありますが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、ひとり親世帯に収

入の減少や子育て負担の増加等が生じていること

から、支援給付金を計上するものであります。給

付対象者は、令和２年12月分の児童扶養手当の支

給を受けている方で、支給額は１世帯5万円とな

ります。 

24ページをお開き願います。 

4款衛生費、4項1目水道費、南予水道企業団補

助・出資事業1,000円でありますが、南予水道企

業団の構成団体であります宇和島市・八幡浜市・

西予市・伊方町の３市１町が、企業団規約に基づ

き、吉田浄水場の災害復旧事業の財源として、借

入れをした地方公営企業災害復旧事業債の元利償

還額に対しての負担金を計上するものでありま

す。当市の負担割合は10.3％、負担金の２分の１

が特別交付税に関する省令第３条に基づき財政措

置されます。また、地方公営企業災害復旧事業債

の償還期限は令和12年度末となりますので、令和

３年度から令和12年度までの負担金につきまして

は、限度額1億4656万5000円の債務負担行為を設

定しております。 

27ページをお開き願います。 

8款土木費、1項1目土木総務費、建設残土処理

場管理事業170万円でありますが、災害復旧工事

の早期完了及び公共事業推進を目的として、野村

町阿下に整備をします建設残土処理場の管理委託

料を計上するものであります。残土の受入れ想定

量は約11万2000立方メートルの予定となっており

ます。財源として、建設残土処理場使用料を充て

ています。 

30ページをお開き願います。 

10款教育費、1項6目諸費、大学生等生活応援事

業6250万円でありますが、新型コロナウイルス感

染症拡大により、世帯収入の減、アルバイト収入

の減など、日常生活への影響を受けた大学生等に

対して、経済的な負担軽減と修学継続を支援する

ため、給付金と当市の特産品を詰め合わせたふる

さとの小包を送付する経費を計上するものであり

ます。給付対象者は、学校教育法の規定に基づ

き、設置をされた大学、短期大学、高等専門学

校、専修学校に在学をしている学生、またはこれ

に準ずる大学等に在学をしている学生であり、令

和２年11月１日の基準日において、西予市住民基

本台帳に記録されている者に扶養されている学生

となります。支給額は１人につき5万円と5,000円

相当のふるさとの小包となります。 

31ページをお開き願います。 

2項小学校費、2目教育振興費、小学校情報教育

振興事業415万2000円、同ページ、3項中学校費、

2目教育振興費、中学校情報教育振興事業216万

3000円でありますが、国のＧＩＧＡスクール構想

に基づくデジタル技術を活用した教育の推進や災

害や感染症等による臨時休業等の緊急時における

学びの継続のため、公立学校情報機器整備費国庫

補助金を財源として、家庭学習用のモバイルルー

ター導入等に要する経費を計上するものでありま

す。 

38ページをお開き願います。 

11款災害復旧費、1項1目農地災害復旧費、農地

災害復旧事業（過年度）7400万円、2目農業用施

設災害復旧費、農業用施設災害復旧事業（過年

度）3億円でありますが、平成30年７月豪雨によ

り被災した農地と農業用施設の災害復旧につきま

しては、入札において、隣接した工事を地域内で

合冊して発注するなど、事業の早期執行に取り組

んでいるところでございますが、地元建設業者の

手持ち工事が多い状態にあることから不調に終わ

る工事があり、令和元年度から令和２年度へ繰越

しを行った事業については、今回、令和２年度の

現年度予算として措置をすることで、災害復旧事

業費国庫負担金についての繰越承認を受けて、災

害復旧事業の完成を目指すものであります。 

同ページ、5項2目社会福祉施設災害復旧費であ

りますが、野村保育所の災害復旧事業に係る国庫

負担率については、激甚災害に対処するための特

別の財政援助等に関する法律に基づき、負担率が

50％から63.5％へかさ上げされたことを受けて、

社会福祉施設災害復旧費県補助金を増額し、災害

復旧事業債を減額するものでございます。 
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予算書は７ページにお戻りください。 

債務負担行為として、議会だより印刷製本費か

ら、西予市スクールバス運行業務委託まで、今年

度中に契約相手先を決定する必要があるもの、合

計８件について、期間及び限度額を設定いたして

おります。 

上から７つ目の市道石城地区101号線道路改良

事業に係る工事請負費及び工事委託1億9000万円

でありますが、令和３年度の完成に向けて、ＪＲ

四国との踏切内工事委託契約及び市道拡幅工事に

ついて設定するものであります。 

８ページをお開き願います。 

地方債の補正として、災害復旧事業債、過疎対

策事業債をそれぞれ減額して、補正後の限度額を

38億5697万2000円と定めるものであります。 

以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

議案第132号「令和２年度西予市国民健康保険

特別会計補正予算（第４号）」について、提案理

由の御説明を申し上げます。 

今回の補正の主な内容につきましては、前年度

の愛媛県国民健康保険給付費等交付金の返還額が

確定したことにより、償還金を増額するととも

に、財政調整基金積立金事業を減額調整するもの

であります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算に、それぞれ963万2000円を増額し、

事業勘定予算の歳入歳出予算の総額を54億3286万

9000円と定めるものであります。 

続きまして、議案第133号「令和２年度西予市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」に

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。 

今回の補正は、保険基盤安定負担金が確定した

ことにより、後期高齢者医療広域連合納付金を増

額するものであります。 

これによりまして、既決いただいております歳

入歳出予算に、それぞれ230万3000円を増額し、

歳入歳出予算の総額を6億8515万6000円と定める

ものであります。 

続きまして、議案第134号「令和２年度西予市

介護保険特別会計補正予算（第３号）」について

提案理由の御説明を申し上げます。 

今回の補正の主な内容につきましては、介護保

険保険者努力支援交付金及び災害等臨時特例補助

金の内示額確定等に伴い、介護給付費準備基金繰

入金を減額するものであります。歳出において

は、歳入の補正に伴う充当財源の組替えを行うも

ので、これによります歳出予算総額の増減はござ

いません。 

以上３議案、よろしく御審議の上、御決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

議案第135号「令和２年度西予市病院事業会計

補正予算（第４号）」について提案理由の御説明

を申し上げます。 

今回の補正の主なものは、新型コロナウイルス

感染症対応及びマイナンバー活用による健康保険

証のオンライン資格確認の整備に係る財源及び経

費の補正を行うものでございます。 

第２条の業務の予定量の補正では、主な建設改

良事業の増額を行うものでございます。 

第３条の収益的収入及び支出の補正につきまし

ては、今年度から創設された不採算地区の中核的

な公立病院に対する財源措置として、一般会計負

担金の計上及び感染症対策に係る財源の調整とし

て、医業外収益1億3972万9000円を増額し、総額

を42億4848万3000円といたしております。支出に

つきましては、医業費用を151万4000円増額し、

総額を46億3720万2000円といたしております。 

第４条の資本的収入及び支出の補正につきまし

ては、資本的収入額を3272万2000円増額し、総額

を7億6249万5000円とし、資本的支出額では

4431万8000円を増額し、総額を9億780万2000円と

いたしております。 

第５条の債務負担行為の補正では、令和３年４

月から開始する西予市民病院院内清掃業務委託費

として限度額を2180万円と定めております。 

その他、第６条では、一般会計から受ける補助

金の額を表のとおり改めております。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

酒井生活福祉部産廃処理施設担当部長。 

○酒井生活福祉部産廃処理施設担当部長 
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議案第136号「財産の無償貸付について」提案

理由の御説明を申し上げます。 

南予エコ株式会社及び株式会社コパンが所有し

ておりました宇和町郷内の産業廃棄物関連施設に

つきましては、令和２年10月に相手方と不動産無

償譲渡契約を締結し、現在は市有財産として管理

をしております。当該施設の管理においては、当

該施設用地が南予重機株式会社の敷地に囲まれて

いることから、南予重機株式会社の敷地内道路を

通行する必要があり、協議の結果、市の通行権を

設定して通行しているところでございます。 

今回貸付を行う建物につきましては、譲渡を受

けた施設の内、株式会社コパンが所有しておりま

した事務所及び作業所であります。 

貸付につきましては、立地条件から、公共施設

としての利活用が難しい建物であることのほか、

今後の建物の維持管理において、当該建物の敷地

を囲む南予重機株式会社が一体的に維持管理する

ことが合理的であることから、地方自治法第96条

第１項第６号の規定に基づき、議会の同意を得る

ものでございます。 

なお、貸付後は、事務所及び倉庫として活用さ

れる予定となっております。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

議案第137号「西予市明浜農産物集出荷施設の

指定管理者の指定について」提案理由の御説明を

申し上げます。 

西予市明浜農産物集出荷施設は、西予市明浜地

域における有機農業による農産物を産地直送によ

り消費者へ届け、消費者のニーズに対応し、顔の

見える販売体制を確立し、地域産品の多様な利活

用を図るとともに、交流を主体に地域農業の活性

化を促進することを目的に、農林水産省補助によ

り平成６年３月に整備された施設でございます。 

今回、本施設の指定管理者として公募を行った

ところ、１社から申請書の提出があり、西予市産

業部指定管理者審査委員会での審査の結果、農事

組合法人無茶々園を指定管理者の候補者として選

定いたしましたので、その指定について、議会の

議決を求めるものであります。 

その理由といたしましては、まず、無茶々園

が、平成23年度から令和２年度まで指定管理者と

して10年間の堅実な実績があること。さらに、無

茶々園は、地域振興及び地域の発展を図ることを

経営の基本理念ととらえており、公の施設として

の効用が最大限発揮できることなど、農事組合法

人無茶々園が施設の効率的、効果的な管理運営を

実現できる人的、物的能力を有し、指定管理者と

しての能力を十分有していると判断したものであ

ります。 

続きまして、議案第138号「西予市城川高品質

堆肥センターの指定管理者の指定について」提案

理由の御説明を申し上げます。 

本施設は平成９年度に地域農業基盤確立農業構

造改善事業で建設されたもので、家畜のふん尿な

どを受入れ、畜産堆肥の製造・販売を行うことに

より、地域の環境保全はもとより、耕種・畜産農

家の連携を強め、農業経営の安定化に寄与するこ

とを目的として整備された施設であります。 

今回、本施設の指定管理者として、非公募によ

り、東宇和農業協同組合を選定いたしましたの

で、その指定について、議会の議決を求めるもの

であります。 

その理由といたしまして、まず、施設の建設に

当たり、東宇和農業協同組合が管理運営を行うこ

とで国庫補助事業の補助許可が出ており、これま

での管理運営から堅実な実績があること。次に、

生産資材等の物販業務を行っており、流通コスト

の低減、堆肥原料の確保と堆肥利用の連携が容易

であり、耕畜連携による農業振興対策の強化が図

られることなどを総合的に判断し、この施設の管

理運営を引き続き行わせることが適当と判断した

ものであります。 

以上２議案、よろしく御審議の上、御決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

 （日程５） 

○議長 

次に、日程第５、報告第20号「専決処分事項の

報告について」を議題といたします。 

理事者の報告を求めます。 

山住総務部長。 

○山住総務部長 
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報告第20号「専決処分事項の報告について」提

案理由の御説明を申し上げます。 

この専決処分の報告につきましては、地方自治

法第180条第１項の規定に基づき、議会の議決に

より指定されました市の義務に属する損害賠償の

額の決定及び和解につきまして、別紙のとおり４

件の専決処分をいたしましたので、同条第２項の

規定により御報告申し上げるものでございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の報告は終わりました。 

 （日程６） 

○議長 

次に、日程第６、意見書案第３号「小規模事業

者に対する支援及び支援体制の拡充・強化に関す

る意見書（案）の提出について」を議題といたし

ます。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

16番兵頭学君。 

兵頭学君。 

○16番兵頭学君 

小規模事業者に対する支援及び支援体制の拡

充・強化に関する意見書（案）の提出について、

提案理由の御説明を申し上げます。 

我が国に存在する357.8万者の中小企業の内、

85.2％、304.8万者に及ぶ小規模企業は、地域経

済や雇用及び生活を支える存在として重要な役割

を果たしており、その成長及び持続的な発展によ

って、我が国の経済全体を発展させる重要な意義

を有しております。現下の新型コロナウイルス感

染症拡大及びその影響の長期化により、小規模事

業者の売上げは急減し、このままでは事業継続が

危ぶまれる状況にあります。 

一方で、新たな生活様式への対応、危機的状況

下での事業継続、事業承継の推進、ＩＴ化の推進

など、今後、小規模事業者の成長及び持続的発展

のために取り組むべき課題も山積しております。 

このような課題の解決を図るためには、小規模

事業者の自助努力も必要でありますが、小規模事

業者にとって身近な経営相談機関である商工会に

よる適切な助言及び支援を行うことが極めて重要

であります。 

しかしながら、商工会においては人員が不足し

ているため、施策の迅速かつ円滑な対応に支障が

出ている状況です。 

よって、国においては、我が国経済を支えてい

る小規模事業者を支援するため、次の事項の実現

について強く要望いたします。 

１．新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長

期化していることから、売上げ回復や雇用維持を

はじめとする小規模事業者に対する支援の拡充・

延長を図ること。 

２．商工会の人員を増員し、小規模事業者支援

体制の抜本的強化を図ること。 

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書

を提出するものであります。 

なお、意見書案は御手元に配信のとおりであり

ますので御確認ください。 

以上、提案理由の説明といたします。 

○議長 

提案理由の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

本案については、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

意見書案第３号「小規模事業者に対する支援及

び支援体制の拡充・強化に関する意見書（案）の

提出について」は、原案のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、意見書案第３号
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は原案のとおり決定いたしました。 

ただいま議決されました意見書案の字句、数

字、その他整理を要するものについては、その整

理を議長に委任願いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、字句、数字、そ

の他の整理は議長に委任することに決しました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午前11時22分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前11時40分） 

お諮りいたします。 

ただいま市長から提出されました議案第139号

「西予市職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」から、議案第141号「西予

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制定について」までの３

件を本日の日程に追加し、追加日程として議題に

いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、本案３件を本日

の日程に追加し、追加日程とすることに決定いた

しました。 

 （追加） 

○議長 

追加日程第１、議案第139号「西予市職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」から、議案第141号「西予市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例制定について」までの３件を一括議題とい

たします。 

理事者の説明を求めます。 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

議案第139号「西予市職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例制定について」、議案第

140号「西予市特別職の職員で常勤のものの給与

等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」、議案第141号「西予市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例制定について」関連がございますので、一括し

て提案理由の御説明を申し上げます。 

今回の改正は、人事院及び愛媛県人事委員会の

勧告に準じて、それぞれの条例の一部を改正する

ものでございます。 

改正内容でございますが、新型コロナウイルス

感染症拡大により、民間の給与水準が低下したこ

とを踏まえ、期末手当につきまして、民間の支給

割合との均衡を図るため、年間0.05月分引下げを

行うものであります。 

今回の改正では、令和２年度の12月期支給割合

を0.05月分引下げ1.25月分とし、期末・勤勉手当

の年間支給割合を4.45月分としており、令和３年

度以降においては、６月期と12月期に振り分け、

それぞれ1.275月分といたしております。 

また、市の特別職、議会議員の給与等につきま

しても、国・県の給与改定に準じ、期末手当を年

間で0.05月分の引下げを行うものであります。 

以上３議案、よろしく御審議の上、御決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案３件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第139号から議案第141号までの３件は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会付託を省

略したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしまし

た。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第139号「西予市職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例制定について」から、議案
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第141号「西予市議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて」までの３件は原案のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、議案第139号か

ら議案第141号までの３件は原案のとおり決定い

たしました。 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

12月３日は午前９時より一般質問を行います。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午前11時45分 

 



 

 

 

 

第 ２ 日 

 

12月３日（木曜日） 
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  開会 午前９時00分 

○議長 

おはようございます。 

本日は、このように傍聴にお越しいただき誠に

ありがとうございます。 

ただいまの出席議員は18名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は御手元に配信のとおりであり

ます。 

 （日程１） 

○議長 

日程第１、一般質問を行います。 

質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

それでは通告順に発言を許可いたします。 

まず、４番宇都宮俊文君。 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

おはようございます。 

議席番号４番宇都宮俊文です。 

一問一答で質問させていただきます。よろしく

お願いします。 

喫煙のことについて、私の考えを含めて御質問

させていただきます。 

今朝もちょうど駐車場付近で職員の方、大勢の

方がごみ拾いされてまして、そこで聞きますと、

やはりかなり吸い殻が落ちているということで、

それも含めまして質問させていただきます。 

国内の喫煙に対する環境については、改正健康

増進法の段階的な施行やたばこ税の増税、また、

喫煙規制強化の動きが拡大しており、喫煙者にと

っては非常に厳しい状況にあると思います。ま

た、愛媛県内においても、調べたところによりま

すと、愛媛県庁本館及び議員棟では屋上に喫煙所

を設置していると。一方、県内20市町の本庁舎を

調べましたら、松山市などを含め６自治体が敷地

内禁煙、その中に西予市も含まれているのだろう

と思いますが、残り14自治体が屋外に喫煙所を設

置しているというところでございます。 

ところで西予市の状況、本庁及び支所における

喫煙所の設置状況についてまずお尋ねいたしま

す。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

改めまして、皆さんおはようございます。 

本日は一般質問に当たりまして早朝より傍聴に

おいでいただきまして、心から感謝を申し上げま

す。今日から土日を挟んで３日間にわたりまし

て、９名の議員の皆様から一般質問をお受けする

ことになっております。それぞれの御質問に対し

まして真摯に回答させていただきたいと考えてい

ますのでどうかよろしくお願い申し上げます。 

市政運営の根幹に関わる御質問には私が回答す

ることといたしまして、それ以外の専門的分野な

どの質問に対しましては、各部長を中心としまし

て回答させていただきたいと考えておりますので

御理解いただきますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは私から庁舎におけます喫煙所の設置状

況につきまして答弁させていただきます。 

議員からもございましたが、健康増進法の一部

を改正する法律が平成30年７月に成立いたしてお

ります。 

改正の趣旨は、望まない受動喫煙の防止を図る

ため、多数の者が利用する施設等の区分に応じま

して、当該施設等の一定の場所を除き、喫煙を禁

止するとともに、当該施設等の管理について権限

を有する者が講ずべき措置等について定めるもの

でございます。基本的な考え方は、第１に、望ま

ない受動喫煙をなくす。第２に、受動喫煙による

健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮す

る。第３に、施設の類型、場所ごとに対策を実施

すると明記をされております。 

この改正健康増進法によりまして、第一種施設

に該当する本庁舎及び支所の庁舎につきまして

は、令和元年７月１日から敷地内禁煙となってお

ります。ただし、屋外で受動喫煙防止するための

必要な措置がとられた場所に、特定屋外喫煙場所

が設置されている場合におきましては、その中で

のみ喫煙することができます。 

本庁舎につきましては、この敷地内において、

現在、卯之町はちのじまちづくり事業の関連工事

が進められております。現状では、先ほど申し上

げました特定屋外喫煙場所の設置に適した場所が
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ないという判断をいたしております。そのため、

第二種施設であります宇和文化会館の２階屋外ス

ペースを職員の喫煙場所として指定をしていると

ころでございます。各支所につきましては、受動

喫煙を防ぐことができる場所にそれぞれ特定屋外

喫煙場所を設置いたしております。なお、職員の

喫煙につきましては、勤務中の執務時間を除く時

間といたしておりまして、就業前、就業後、そし

て昼の休憩時間のみの喫煙ができるといった取扱

いとさせていただいておるところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

本庁舎及び支所の状況はわかったんですが、そ

の他、公民館など市役所の施設について、どのよ

うな状況かお尋ねいたします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

その他の公共施設でございますけれども、消防

署また消防支署につきましては、第一種施設とな

りますので、敷地内禁煙といたしておりまして、

それぞれ特定屋外喫煙場所を設置いたしておりま

す。公民館等の第二種施設におきましても、令和

２年４月１日、本年度から改正健康増進法が全面

施行となっておりますので、全て屋内は禁煙とな

っております。なお、屋外では喫煙が可能となっ

ておりますので、ほとんどの公民館では敷地内に

喫煙場所を設けている状況でございます。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

市内の状況はわかりました。 

たばこ税についてですが、これ本当に市町村に

とって大事な税収であると思います。私調べたと

ころによりますと、たばこ税の内、国たばこ税が

43.6％、それから地方たばこ税が50.1％、約半分

です。その内、都道府県に分担されるのが７％、

残り43％が、たばこ税の内43％がその自治体に交

付されるということになっております。西予市に

現在でも2億1000万円の税収があります。本当に

たばこを吸ってもらう方のおかげでこれだけの税

収がある。これはもう何にも変えることはできな

い大事な税収であると思いますが、これを市民の

皆さんがどうとらえるのか、当然たばこを吸うこ

とはいいことではないんですが、これだけの税収

というものは本当に日本の税金の中でもたばこ税

が一番高いということで、本当の高額納税者の方

がいてもらったらいいなと私は正直思います。こ

の分がもしなければ、どこからこの財源を確保で

きるのか。こういうことを言いますと当然批判さ

れるかと思いますが、この税収についてもう少し

詳しくお知らせいただきたいと思います。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

西予市におけますたばこ税の収入の状況につい

て答弁させていただきます。 

国内におきましては、喫煙による健康への影響

等によりまして、喫煙者が年々減少いたしており

ます。本市におきましては、事業所から報告のあ

ります売渡し本数におきましては、平成27年度に

4546万3000本であったものが、令和元年度では

3752万本に減っております。年間約800万本が減

っているといった状況でございます。 

税収におきましては、平成27年度決算におきま

しては2億2864万6000円、令和元年度におきまし

ては2億1157万8000円の税収となっており、比較

をいたしますと1706万8000円の減収となっており

ます。令和元年度の決算の歳入の市税が約30億円

ございますけれども、その割合としましては約

７％がこの市町村たばこ税という状況となってお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

次に、葉たばこの生産ですが、西予市でも昔か

ら宇和町・野村町を中心に、葉たばこの生産、そ

れによって経営をしていた農家がかなりあったと

私認識しておるんですが、この頃たばこの消費が

減って生産者も減ったということで、これももと

もとは重要な産業ではあったんですが、多分今は

ほとんどない状態ではないかなと思いますが、そ

の推移をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長 
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酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

西予市内の葉たばこの生産農家数につきまして

は、平成23年の日本たばこ産業の廃作募集によ

り、平成23年の26戸から平成24年では６戸に大幅

に減少し、その後は横ばいの状況でございました

が、平成30年には５戸になり、今年度は生産農家

がゼロとなっております。 

また、葉たばこの生産額につきましては、平成

23年に1億800万円であったものが、平成24年度か

らは、農家数が大幅に減ったことにより3000万円

となり、今年度はゼロとなりました。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

ありがとうございます。 

葉たばこの生産ゼロということで、私としては

産業の立場から見ると残念だなと思います。これ

は仕方ないことですが、これから喫煙に対する私

の考え方を申し上げたいと思います。 

私は喫煙しません。おまけにちょっと酒も飲め

ないわけなんですが、市役所で、公共施設で「敷

地内全面禁煙です」と書いて、今、文化会館の、

言えば他所の土地へ行ってたばこを吸う、この行

為を、例えば子どもたちが見てどう思うか。やは

りこれ格好がいいことじゃないと思います。今世

の中、都合の悪いことは目をつぶって他所行っ

て、特に、市役所、公共機関に限ってそうです。

自分のところでは吸うなと、外へ行って吸ってく

ださい。それに関しては個人の責任ですという世

の中の流れ、私はこれはおかしいと思います。や

っぱり公共施設だからこそちゃんと分煙してやる

ことが当たり前なんで、胸張って喫煙所を構える

ことが当たり前だと私は思ってます。たばこを吸

う人にも権利もありますし自由もあります。こう

いうことを言うことは職員からはできませんし、

議員でもこういうこと言えば批判されると思うん

ですが、先ほど冒頭にも言いましたように、喫煙

所がないから駐車場のほうで吸ってポイ捨てす

る、これは当たり前のことで、例えば各家庭で、

お父さん外行って吸いなさいと言えば、今、世の

中お母さんのほうが偉いんで言うこと聞いて外で

吸いますが、仮にお客さんが来た場合にそんなこ

とが言えますかと私は言うんですが。だからそこ

のところをちゃんとした考えで判断してもらえれ

ば、分煙化することが私は当たり前ではないかな

と思います。 

それから、飲食店、宿泊業をされてる方も公共

施設でそういうちゃんとした方針を持っていれ

ば、その方たちもしっかりと喫煙所を構えて応対

ができるし、対応もできるという私考え持ってお

るんですが、これについてお考えを聞きたいと思

います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

喫煙の影響についてお答えをさせていただきま

す。 

先ほどの地方たばこ税についての質問で答弁を

させていただきましたが、喫煙者が年々減少して

おり、市内事業所の売渡し本数におきましては、

平成27年度に4546万3000本あったものが、令和元

年度では3752万本に減っております。また、市内

のたばこ販売店舗におきましても、現在111店舗

ありますが、年々減少する傾向にあると聞いてお

ります。 

次に、健康増進法の一部を改正する法律では、

今年４月１日以降、飲食店などの第二種施設は、

可燃式たばこを含めて、受動喫煙をなくすために

原則屋内禁煙となっております。利用者の意見と

いたしましては、「今の時代仕方がなく、店内に

灰皿がなくても済ませており、指定された場所で

喫煙する協力をしている」と聞き及んでおりま

す。議員の御意見と少々店舗内、飲食店等を利用

される喫煙者の考え方が違った形になっているん

ではないのかなと思いますが、喫煙される方が諦

めているという状況であるのはもう間違いないと

思っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

やはり答えにくいことかなと思われます。 

今回、四国たばこ販売協同組合の方からも公共

施設における喫煙所の設置について陳情が出てお

ります。私もこの意見に賛同でございましたん

で、今回ちょうど同じタイミングとなったわけで
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すが、先ほどから言いますように、分煙してちゃ

んと喫煙所を作るということは、私は正しいと、

そうしなければいけないという考えを持っており

ますし、特に明浜町はコンビニがありません。そ

の中でたばこを販売している店が数件あります。

この店にとって、たばこの売上げというのは本当

に大事なところです。店が存続するために、やは

りたばこを吸われる方は地元でたばこを買っても

らって、そういう意識をみんなで持ってもらう。

たばこを吸うこと自体は健康によくないことだろ

うと思いますが、これも嗜好品なんで、個人の自

由で好きな方は吸ってもらう。昼休みでも敷地内

でちゃんとした喫煙所の中で吸ってもらって、そ

れで気分転換をしていい仕事をしてもらったら、

私はそれのほうがいいと思います。何か後ろめた

い気持ちで文化会館の前まで行って、職員の方ぞ

ろぞろ行かれるのは、何回も言いますが、これは

よくないと。多分皆さん思われとると思うんです

が、そこのところ市長の考えを本当に言いづらい

かもしれませんが、そういう市があってもいいん

ではないか。分煙することによって、冒頭に言っ

たように吸い殻もなくなるし、きれいなまちにな

るんではないかなと思われます。ＪＲ卯之町駅降

りてどこにも喫煙場所がなかったり、市役所の敷

地内でも吸われなかったら誰でも路上で吸ったり

駐車場で吸う。それを大体側溝の中へ捨てたり、

ポイ捨てするのが世の中当たり前、きれいごと言

ったって当たり前です。 

前でたばこ吸われる理事者の方はちょっとにこ

にこして笑ってもらっておるようなんですが、言

いにくいことは私が言いますが、ただ市長の考え

を率直に述べてもらいたいと思います。多分これ

はっきり言えば市長もご迷惑かかるかもしれませ

んが、それが当たり前のことを今言えない世の中

が私はおかしいんではないかなと思います。市長

よろしくお願いします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

ただいま宇都宮俊文議員からの御質問がありま

した喫煙所の設置、分煙化を図っていくというこ

とでございますが、先ほど各部長から答弁があり

ましたように、改正健康増進法の趣旨は、望まな

い受動喫煙の防止であり、喫煙者、非喫煙者双方

に配慮した上で分煙化を図っていくことが重要で

あるというふうに私も考えております。 

そして、国の動向等を見てみますと、令和２年

度の与党税制改正大綱におきまして「望まない受

動喫煙対策や今後の地方たばこ税の安定的な確保

の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公

共団体が積極的に屋外分煙施設等の整備を図るよ

う促すこととする」とされておりまして、これを

踏まえまして令和２年１月23日付けで総務省自治

税務局から発出された通知文書におきましても

「望まない受動喫煙を防止するためには、公共施

設における分煙環境の整備や駅前・商店街などの

場所における屋外分煙施設の設置等が考えられる

と。また、こうした取組が今後の地方のたばこ税

の安定的な確保にも資すると見込まれることか

ら、屋外分煙施設等の整備を図るために、積極的

に地方のたばこ税の活用を検討」と示していると

ころであります。 

現在、本庁舎敷地内におきましては、駅前複合

施設を建設中であります。来年度は文化会館前の

駐車場を整備、また、宇和郵便局に貸与しており

ます庁舎第２別館についても解体、その後、立体

駐車場の建設を予定しているところでございま

す。これらの工事の進捗を見ながら、県内他市町

の状況も参考にしながら、受動喫煙防止を念頭に

置いた上で、特定屋外喫煙場所の設置について、

検討を行ってまいりたいと考えております。 

地方たばこ税を活用いたしました公共喫煙場所

を充実させることは、望まない受動喫煙の防止、

そして、先ほど議員も言われましたが、環境美化

の推進が期待をされますし、飲食店等の事業者へ

の設置支援は、改正健康増進法遵守の徹底にもつ

ながることが期待をされておりますので、今後関

係機関、そして、関係する団体とも協議を進めて

前向きに考えていきたいと思っているところでご

ざいます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

市長ありがとうございました。 

なかなか今の答弁は大変な御意見だろうと思い

ますが、やはり何度も言いますが、屋上のほうで

こそこそ喫煙所作るんではなく、しっかりとした
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喫煙所、玄関入られて喫煙所がそこにあるという

案内できるぐらいの対応をしていただく。私はそ

れが来客者に対するマナーではないかなと思いま

すので、ぜひ前向きにやっていただいて、他所の

自治体が参考にしてもらうような方針持っていた

だきたいと、私の考えですがよろしくお願いしま

す。 

続きまして、新型コロナウイルス感染症関連で

すが、今朝ほどのニュースでイギリスでしたか、

ワクチンの接種が始まるということでございま

す。ワクチンの接種をしなければもうどうにも収

まらない、世界中がパニックになる状態だろうと

思われます。 

愛媛県でも少しずつ少しずつ広がっておって、

どこに隠れた感染者がいるかもわからないという

ところでございますが、やはりこの感染してしま

った人には何も罪もないんで、これを悪いものの

ように言う今の風潮はおかしいなと思います。た

だ、それでもって気をつけることは大事ではない

かなと思われます。 

このような中で国の支援についてですが、持続

化給付金をはじめ、Ｇｏ Ｔｏトラベルなど様々

な補助金が思いつきもよらないような政策が出た

りして、担当者というか窓口は大変な思いされて

おります。どこからこの財源が出るのかなという

思いは、日本中皆さん持ってると思います。いず

れ子や孫の代になって、消費税で取るのか、どこ

で取るのか、打ち出の小づちのような財源が出て

対応されてますが、非常に私は不満を感じており

ます。 

ところで国からの新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金の配分額について、お知ら

せいただきたいと思います。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金の配分額につきまして答弁させてい

ただきます。 

この臨時交付金につきましては、令和２年４月

７日に閣議決定をされまして、地方公共団体が地

域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施

できるよう地方公共団体が作成いたしました臨時

交付金実施計画に基づく事業に要する費用に対

し、国が交付金を交付するもので、新型コロナウ

イルス感染症拡大の防止やその影響を受けている

地域経済、住民生活の支援、家賃支援を含む事業

継続や雇用維持等への対応、新しい生活様式を踏

まえた地域経済の活性化等への対応を通じた地方

創生を図ることを目的として創設されたものでご

ざいます。 

交付金の総額は、４月30日に成立いたしました

第１次補正予算では1兆円、６月12日に成立いた

しました第２次補正予算では2兆円、合わせて3兆

円が予算措置されております。地方公共団体への

交付金の配分は、第１次補正予算分では新型コロ

ナウイルス感染症に対する対応と新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響を受けた地域経済、住民生活

の支援について、人口を基礎として感染状況と医

療需要を勘案し、財政力で補正を行い、交付金の

限度額を算定しております。第２次補正予算分で

ございますが、家賃支援も含む事業継続や雇用維

持等への対応と新しい生活様式を踏まえた地域経

済の活性化等への対応について、人口と事業所数

を基礎として、感染者数の割合、年少者と高齢者

人口の割合、面積要因、財政力等で補正を行いま

して交付金の限度額を算定いたしております。 

当市への臨時交付金の配分額でございますが、

第１次補正予算分で2億1335万9000円、第２次補

正予算分で7億4399万8000円、合わせまして9億

5735万7000円の配分予定の通知があったところで

ございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

ありがとうございます。 

この交付金を使った事業については、よくニュ

ースで聞くことがあるんですが、県、市によって

は、用途外に使っているという時々ニュースを見

ております。 

市内においてその交付金を使った事業について

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは交付金を活用しました市内の事業につ

きまして答弁させていただきます。 
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まず、感染拡大の防止策として、庁舎等の窓口

カウンターで配置をしております消毒液、飛沫防

止衝立等の整備、会議等で利用いたします非接触

型体温計の整備、災害時の避難所運営で必要とな

る間仕切り等の整備を行っております。学校等へ

の支援につきましては、一斉臨時休業中におけま

す昼食支援、学校給食費の返還支援、また、放課

後児童クラブへの開所支援、修学旅行の負担増に

対する支援などを行っております。医療提供体制

の整備の面でございますけれども、市立病院、つ

くし苑での空気清浄機、発熱外来施設等の設置に

要する経費、オンライン面会用タブレット通信機

器の整備などを行っております。 

市内経済対策におきましては、木材価格緊急対

策事業といたしまして、木材単価下落に対する支

援、中小企業者等の経営安定給付金、地域経済の

回復と消費拡大を図るための買い物応援事業、そ

して市内観光関連事業者の支援のためのせいよＧ

ｏ Ｔｏジオツアーなどを行っておるところでご

ざいます。 

最後に、感染症の拡大防止と経済活動の両立を

図るための新しい生活様式に向けた取組といたし

まして、行政事務のＩＣＴ化を推進する業務体制

の構築、児童福祉施設等でのオンライン研修、相

談窓口開設のための機器端末の整備、小中学校・

公民館等の網戸の設置改修、そしてトイレの洋式

化、赤外線のサーマルカメラの整備などを行って

いるところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

ありがとうございます。 

西予市においては、交付金が出たらすぐに動い

てもらって、市民の方に伝えているなという感覚

を私は初めから持っております。本当に担当の方

御苦労さまでした。 

私も農業しながら、いろいろ補助金が出るたび

に、これは窓口がどこなんか、いろいろあったと

思います。市役所が窓口のものがあったり、普及

センターが窓口だったり、出るたびにわからな

い。担当窓口になったところは国に振り回されて

いるという感覚を受けます。 

先ほど言いました持続化給付金、個人事業者に

は100万円、それ以外、有限会社、法人に対して

は200万円、この補助金も「私こんなのが本当に

もらえるんかな」という感覚でおりました。私も

農業しておりますんで、試しに一人の方がインタ

ーネットで申告出したら１週間ほどですぐ100万

円が振り込まれたということがありますんで、私

も40人、50人の生産者に伝えて、申請したらほと

んど全員が100万円もらったというところです。

それに加えて今度は高収益作物次期作支援交付

金、これも追って出たんですが、細かいことは後

で説明してもらいますが、これについて今週11月

30日月曜日の愛媛新聞にも載っておりましたが、

本当に緩い条件で本当ばらまきではないかなとい

う申請要項だったんですが、それも全部が出し

て、愛媛県で45億円申請が出ていたというところ

で、特に、隣のＪＡ西宇和管内では13億2000万円

の補助金申請が出ていたそうです。これが突如厳

しくなったということで、多分１割もないような

状況になろうかと思うんですが、なぜこのような

出し方をされるのか。本当にこれ大丈夫かなと私

は思いますが、西予市のお考えをまず問いたいと

思います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

高収益作物次期作支援交付金につきましては、

新型コロナウイルスの影響による需要の減少によ

り、市場価格が低落するなどの影響を受けた野

菜・花卉・果樹・茶の高収益作物について、次期

作に前向きに取り組む生産者を支援することを目

的として創設をされました。 

西予市におきましては、本交付金を活用できる

よう農業者への周知を行い、10月中旬までに

502名の申請受付、交付予定金額は3億4000万円で

取りまとめを行うこととしていました。しかしな

がら、時期を同じくして10月12日に国から運用見

直しの通知があり、当初の内容では、国への申請

ができない状況となり、申請者を対象に運用見直

しの説明会を行い、再度12月７日から12月11日の

間で見直し内容での申請受付を実施し、12月25日

に国へ申請書を提出する予定となっております。 

なお、運用の見直しにつきましては、当初、対

象品目において、令和２年２月から４月に出荷実

績があり、農業者が次期作に取り組む全ての面積
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が対象となっておりました。これが見直しによ

り、対象品目の内、売上げが前年度より減少した

品目の作付面積で算定した金額と前年からの減収

額を比較し、少ない額を交付することになりまし

た。あわせて５月から６月に出荷実績があったタ

マネギ、ワサビ、花卉、茶などについても同じ条

件で対象となっております。また、追加措置とし

まして、交付予定額が減額またはゼロとなった農

家で、10月30日以前に次期作に向けて、新たに機

械・施設を整備したり、資材等を購入または発注

した農業者についても減額分を上限として交付対

象となりました。 

以上、答弁として作成しております。宇都宮議

員がおっしゃる市の考え方というのは、国の事業

で市も本当に困惑しているところでございますの

で答弁を避けさせていただきたいと思っておりま

す。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

酒井部長が言われたように担当はどうにも判断

がつかないと、一生懸命申請を受け付けて、気ま

ぐれで「やっぱやめました」これは、日本全国多

分大騒ぎになると思います。このままじゃ終わら

ない状態になるんではないかなと思います。それ

に加えて、その補助金を当てにして設備投資した

ものについては、幾らかの補填をしますというま

た苦し紛れのような政策出ておりますが、これも

本当におかしいなとはっきり言わせていただきま

す。国の考え方はわかりますが、もう少し慎重な

出し方をしないと、一旦出したものを引っ込め

る、これは、どう考えてもおかしいかなと私は思

います。 

それから先ほど持続化給付金のところで少し間

違って「有限会社」と言いましたが、「法人」が

200万円ということで訂正させていただきます。 

続きまして、経営継続補助金について同じよう

に説明をお願いいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

経営継続補助金につきましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響を克服するために、感染拡大

防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事業継

続・転換のための機械・設備の導入や人手不足解

消の取組を総合的に支援することによって、地域

を支える農林漁業者への経営の維持を図ることを

目的として創設をされました。 

本補助金は、農林漁業者が対象となっており、

支援機関の作成支援を受けながら経営計画を作成

し、全国農業会議所に提出する流れとなっており

ます。 

西予市の状況は、７月29日が受付締切りとなっ

た一次募集では176件が採択となっております。

また、11月19日受付締切りの第二次募集では

101件の申請を受け、現在国の審査中となってお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

それでは西予市独自の補助金について、質問と

いうより広報を兼ねて説明をお願いしたいと思い

ます。 

まず、市内の経済対策事業についてお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

市内の経済対策事業についてお答えをいたしま

す。 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、市内の

事業活動の継続、拡大を目標に、国と県の支援策

を見定めた上で、国の地方創生臨時交付金を活用

した市独自の支援策に取り組んでおります。 

まず取り組みましたのが中小企業等経営安定補

助金です。事業継続が困難となっている市内の中

小企業者に対し、資金調達への補助を行うもの

で、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染

症特別貸付及び特別利子補給制度の適用を受けた

中小企業者へ融資額の３分の１、上限50万円を補

助するものです。 

続きまして、中小企業等経営安定給付金です。

国では新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り、前年同月日で事業収入が50％以上減少した場

合が対象の持続化給付金制度がございますが、市

では、ひと月の売上げが前年同月日で20％以上か
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ら50％未満減少している中小企業者へ原則一律

20万円を支給するものでございます。 

続きまして、店舗リニューアル補助金は店舗環

境改善などの感染症予防対策に取り組む小売業

者、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス

業を含む事業者を対象に事業費の３分の２、上限

15万円を補助するものです。 

続きまして、事業継続が困難となっております

飲食業等事業者を支援するため、西予市商工会が

取り組む5,000円分を4,000円で購入できる商業振

興商品券（つながる西予！飲食応援前売り券）へ

助成の支援も行っております。 

続きまして、買い物応援事業（せいよＧｏ Ｔ

ｏ買い物キャンペーン）は、市内経済を活性化さ

せるため、市内に住所を有する世帯が参加事業者

で買い物などを行った場合、買い物額に応じた応

援金を支給（キャッシュバック）を行うもので

す。買い物などの証明書の合計が1万円以上から

5万円までを対象とし、その合計金額に応じて

25％以内の額を給付するもので、１世帯の上限は

1万2500円、買い物の対象期間は７月１日から８

月15日までとして取り組みました。 

続きまして、せいよＧｏ Ｔｏジオツアーは、

市内宿泊事業者、観光関連事業者の支援と合わせ

て、普段市内の宿泊施設に宿泊する機会が少ない

市民の皆様に、西予市の魅力を再発見していただ

くため、西予市民限定に、市内での宿泊を含む割

引ジオツアー制度です。この限定プランの発売は

８月の１カ月間として、市内旅行事業者が市内数

か所でのジオ体験メニューと宿泊セットにしたプ

ランを１人1万5000円から2万円までの料金設定で

作成し販売いただいたものに、市から１人1万円

を限定に割引するものでございます。 

その他、愛媛県が影響を受けている中小企業者

や小規模事業者を支援する新型コロナウイルス感

染症対策資金を創設し、その融資に対する利子を

県と市が補給する制度、また、国の雇用調整助成

金の決定を受けた事業者に対する県、市が連携し

上乗せをする助成制度も行っております。 

これまで関係団体との連携を含めた市単独事業

が６事業、県と連携した事業が２事業、総額が

4億8858万7000円の予算で事業を進めておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

とても細かい説明ありがとうございました。こ

れを本当に市民の方に伝えていただいて利用して

いただきたいと思います。 

私も買い物補助、25％補助だったかな、1万円

に対して2,000円、よく使っております。これか

ら年末にかけてなかなかコロナ禍で大変だろうと

思うんですが、是非、家族単位、友達単位で市内

で飲食してもらってその補助事業を使っていただ

ければありがたいかなと、私からもお願いしたい

と思います。 

時間が少なくなりました。次、２番目経営安定

補助金、買い物応援事業、せいよＧｏ Ｔｏジオ

ツアーについて現状を簡単に御報告願いたいと思

います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

初めに、経営安定補助金についてお答えをいた

します。 

中小企業者等経営安定補助金の補助対象者は個

人事業主、法人を問わず、全ての業種を対象と

し、西予市商工会、市役所及び各支所でも受付対

応をいたしました。事業は終了しましたが、申請

件数は、令和２年３月19日から９月30日までで

335件、補助金交付決定額は1億6155万7000円とな

りました。産業分類では、第一次産業が27件、補

助金1550万円、農業10件、林業１件、漁業16件、

残る308件が第二、第三次産業で補助金1億4605万

7000円となりました。事業効果につきましては、

中小企業者等の運転資金や商品仕入れなどに活用

いただいており、事業者支援に効果があったもの

と考えております。 

次に、買い物応援事業でありますが、市内

419店舗に事業参加店として登録をしていただ

き、買い物期間は７月１日から８月15日までで、

申請受付を庁舎１階ロビーの申請窓口及び各支所

において９月30日まで行いました。申請件数は

8,245件、補助金交付決定額9196万5900円、消費

額、レシート額でございますが、5億2208万

2152円となりました。この事業につきまして検証

を行うため、参加店舗にアンケートを行った結
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果、地元商店を対象とした点がよかったという声

や第２弾を要望される業者がたくさんおいでまし

た。 

次に、せいよＧｏ Ｔｏジオツアーでございま

すが、市内宿泊事業者と観光関連事業者を支援す

るため、市民を対象として、８月１日から31日ま

での１カ月間事業を実施いたしました。その結果

267人の方に市内に宿泊、ジオサイト見学、ジオ

体験をセットにした割引ツアーに参加をしていた

だきました。事業効果につきましては、参加者ア

ンケート結果によりますと、満足度の問いに「良

い・とても良い」と答えた方が98％、「また行き

たいと思う場所ができた」という人が93％、「市

外の家族や友人にお勧めしたい場所ができた」と

いう人が96％となりました。宿泊事業者や観光関

連事業者からも「想定より多くの人に来ていただ

き利益感もあった。良い企画だったので、また実

施してほしい」などの声をいただいております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

本当にいろいろやられてるなと感心します。御

苦労さまでございます。 

それでは、これからまだまだ続くコロナについ

て、今後考えられる対応をお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

現在新型コロナウイルス感染症拡大は、第３波

が懸念される中で、地域経済の停滞が心配される

ところでございます。 

感染拡大防止と社会経済活動を両立させる新し

い生活様式への対応として、今後も国や県の支援

をいただき、感染症拡大の状況を常に注視し、市

議会からの御意見、御協力をいただきながら、市

の実情に沿った支援策を検討して、地域経済への

きめ細やかな支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

ここでこの場をお借りしまして、11月16日から

進めております２つの事業について紹介をさせて

いただきます。 

ジオツアーの第２弾といたしまして、対象を愛

媛県民に拡大したＧｏ Ｔｏせいよジオツアーを

実施しております。市内旅行業者や観光関連事業

者、宿泊事業者を支援することはもちろん、県民

に西予市に宿泊していただくことで、海・里・山

の自然や体験のすばらしさを体感していただき、

西予ファンを増やすことを目的としております。

期間は来年１月31日までの予定でございます。条

件としまして、市内、県内の指定旅行事業者に申

込み、西予市内に宿泊することとしております

が、希望に応じて体験プログラムも追加できま

す。割引額は、自分で好きな宿や体験メニューを

選び、自家用車等でめぐって行く場合は、１人

8,000円を割引いたします。指定旅行事業者にお

いても、１人につき1万5000円を割り引いたバス

ツアーを作成・販売予定でございます。 

また、12月24日までの期間で、一般社団法人西

予市観光物産協会が取り組む冬の贈物お歳暮フェ

ア半額キャンペーンへの助成の支援を行うこと

で、市産品のＰＲ、販路拡大とあわせて地域経済

の回復につながるものと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮俊文君。 

○４番宇都宮俊文君 

今回本当に長い説明ありがとうございました。 

この場を借りて市民の皆さんに。これから年末

迎えます。コロナに気をつけながら市内でぜひお

金を落としていただきたい。みんなが助け合って

やっていくしかないと思います。気をつけてマス

クをして飲食は市内でやってもらう。それから、

たばこを吸われる方は市内で買ってもらって、ど

んどん吸ってもらったらいいと思います。 

またこれでどっかから批判されるかもしれませ

んが、市長も腹を据えていただいて、たばこを吸

ってもらう方は吸ってくださいと。その代わりち

ゃんとしたところで吸って、税金も払ってもらっ

たらいいんではないかなと思いますが、長々と、

また、ぎりぎりのところでしゃべらせていただき

ましたが、以上で終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前９時58分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前10時10分） 
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次に、８番佐藤恒夫君。 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

議席番号８番佐藤恒夫です。 

議長より発言の許可をいただきましたので、質

問通告書、議会規則及び申し合わせ事項に従い一

般質問をいたします。 

本日は、新型コロナウイルス感染症対策につい

て、公立高校について、復興まちづくり計画につ

いての３つの質問をいたします。 

まず初めに、新型コロナウイルス感染症対策に

ついて伺います。 

11月末頃から12月に入りまして、寒くなった影

響なのか、東京、大阪などの都市部だけでなく、

全国的に新型コロナウイルス感染症が広がってお

ります。愛媛県でも松山市を中心に、学校関係、

企業、県・市の職員にまで広がってきておりま

す。西予市においてもいつ感染者が発生するかわ

かりません。 

そこで、市役所内での新型コロナウイルス感染

症対策の取組についてお伺いをいたします。 

これはあくまで仮定であります。例えば、山住

部長のいる４階フロアで職員が感染した場合、新

型コロナウイルス陽性者が確認をされると職場は

休業しなければならないと思います。また、職員

が濃厚接触者であった場合、ＰＣＲ検査が陰性で

あっても２週間程度は経過観察が必要です。そう

なると業務に支障が出ると思いますが、その取

組、対応策をお聞きいたします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは佐藤議員御質問のコロナ対策における

業務の継続の考え方等についてお答えさせていた

だきます。 

当市におきましては、職員が新型コロナウイル

ス感染症に感染した場合に備えまして、暫定版で

はございますが、西予市業務継続計画、新型コロ

ナウイルス対応としたＢＣＰ計画を策定いたしま

して、緊急時におきましても市民の生命と健康を

守るために必要な行政機能を維持し、市民生活及

び経済活動への行政サービスが継続して提供でき

る業務体制を定めているところでございます。 

先ほど議員からもありましたけども、職員に感

染者が出た場合の想定でございますけども、現在

この西予市の庁舎、オープンスペースとなってお

ります。そういうことを踏まえまして、その職員

が所属する部署と隣接する部署を一つのゾーンと

して区分いたしまして、そこに関係する職員を当

面自宅待機とすることとしております。その間、

保健所の指示によりまして当該ゾーンの消毒を行

い、必要に応じまして、別の場所に臨時の業務窓

口等を開設するということといたしております。 

自宅待機といたしました職員が濃厚接触者でな

かった場合は、翌日からは勤務が可能であろうと

いうふうに考えておりますけども、先ほど議員か

らもありましたけれども、濃厚接触者となった場

合は、ＰＣＲ検査を受けた後、陰性であっても２

週間程度の経過観察が必要ということで、原則そ

のまま自宅待機ということといたしております。

この期間長期化すること等によりまして、業務へ

の支障が生じる可能性は当然あろうかというふう

に考えております。長期間、多数の職員が出勤で

きないような場合は、他部署等からの応援職員を

配置し、当面の対応に当たるということと予定を

いたしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

保健所の指示により消毒を行い、必要に応じて

別の場所で臨時の窓口を開設するなど、行政サー

ビスが継続して提供できる体制をするというふう

な回答でございました。 

そこでなんですが、一般の民間企業では、いろ

いろな団体がテレビ会議システムなどを用いて、

会議や打合せなどを自宅に居ながら行っていると

ころであります。私も勤めていた頃には、テレビ

会議システムを用いて会議や打合せをしておりま

した。私の場合は、松山と宇和島間でしたが、移

動時間を考えると本当にとても便利だったなと思

っております。市役所でも新型コロナウイルス感

染症対策の一環として、テレワークを導入してみ

る考えはあるのかないのか、市役所でのテレワー

クの取組についてお伺いをいたします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 
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当市におけますテレワークの考えはないかとい

う御質問でございますけれども、このテレワーク

も含めまして市の業務のＩＣＴ化はこのコロナ禍

におきまして進めているところでございます。 

議員からもありましたテレビ会議等につきまし

ても積極的に活用をし、直接集まらなくても、密

にならない状態でも十分会議等ができるような体

制は現在構築をしているところでございます。 

その中で、テレワークでございますけれども、

業務継続の手法といたしましては有効と認識をい

たしております。他自治体の事例等を参考に不測

の事態に備えた勤務体制としてのテレワークの導

入については検討を進めたいというふうに考えて

おります。当市におきましては、これまでも災害

時や新型コロナウイルスの影響などで自宅待機等

が必要になった職員については、業務用のパソコ

ンを貸与し、限られた範囲になるかと思いますけ

れども、自宅においても業務が行えるようにして

おります。 

当市で今考えているテレワークは、これを拡

大・拡充した形を想定しているところでございま

す。ネットワーク環境、また、ＰＣ端末など、ハ

ード面につきましては、ある程度整備ができてお

りますので、テレワークを認める場合の基準及び

執務上のルールなどの条件を整備する必要が今後

あるだろうというふうに考えております。 

今後の感染拡大の状況にもよりますが、感染リ

スクを回避するため、事務所内で密集、密接を避

ける必要もあることから、支所や公民館など、通

常の勤務場所以外での、いわゆる分散勤務につい

ても検討を進めてまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

業務継続の手法としては、テレワークというの

は非常に有効だということで、テレワークの導入

についても検討を進めたいというふうな回答でご

ざいました。 

新型コロナウイルスに感染しないのが一番でご

ざいますので、改めて職員の方々、我々市民も、

一人ひとりが感染リスクを避ける行動をとり、３

密を避け、マスクの着用とか、消毒といった基本

的な対策を続け、感染対策を徹底していく必要が

あるんじゃないかなと感じております。 

次に、外出自粛の雰囲気の中での孤立を防ぐ取

組についてお伺いをいたします。 

12月に入り、これからだんだんと寒さが厳しく

なってまいります。健常者でも外出が本当におっ

くうになり、家にこもりがちになることが多いよ

うでございます。コロナ禍において、健康維持、

孤立を防ぐ取組は現在どのような対策を講じてい

るのか。また、ひとり暮らしの方や障がい者の方

への孤立を防ぐ取組というのは、健常者以上に強

化すべきではないかと思っております。西予市の

対策をお聞きいたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

外出自粛の雰囲気の中で孤立を防ぎ、健康を保

持する取組についてお答えをいたします。 

今回のコロナ禍においては、高齢者や基礎疾患

のある方が感染しますと重篤化する傾向にあるこ

とから、緊急事態宣言解除後の関係事業再開に当

たっては、特に高齢者をはじめとする健康教育や

地域サロンで徹底した感染予防策を講じ、おおむ

ね通常活動に戻しているところでございます。 

６月の市議会定例会にも答弁させていただきま

したが、自粛になると外出を控え、家にこもりが

ちになることで、筋力の低下を招き、要介護状態

になることが心配されます。このことから、保健

師や栄養士・歯科衛生士等が地域包括支援センタ

ーと協力しながら、地域に出向いた機会を利用

し、体操指導やバランスのとれた食生活などをお

勧めして、加齢からくる心身の虚弱化につながら

ないようフレイル予防に取り組んでいるところで

す。また、これらが健康保持に有効な手段となる

よう自宅でできる元気だせいよ体操のＣＤ、ＤＶ

Ｄや食生活改善のレシピの配布などを行っており

ます。 

今後の感染拡大に備えて、引き続きケーブルテ

レビや市広報紙、チラシ等を利用した健康予防情

報が市民の隅々まで行き届き、意識と実践が結び

つくように準備を整えてまいります。 

次に、ひとり暮らしの方や障がい者の支援につ

きましては、自然災害時と同様に、コロナ禍の中

では、１人でいることの不安や感染した場合の不

安は一層大きくなると思われます。その不安を解
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消するための支援は不可欠であると考え、４月

16日からの緊急事態宣言下では、解除されるまで

の間、ひとり暮らしの方や障がいのある方で見守

り等が必要な方に対しましては、民生委員さんが

電話やお手紙での見守りや声かけを行っていただ

きました。 

今後におきましても、支援が必要な方に対し

て、地域を熟知されていらっしゃいます民生委員

さんをはじめ、社会福祉協議会や介護保険施設等

との多職種多機関と連携をしながらワンチームで

取り組んでいきたいと考えております。 

このように孤立を防ぐ取組は対面が基本と考え

ておりますが、コロナ禍の状況であることを踏ま

えて、相手の実情やプライバシーにも配慮し、電

話等の活用も含めた対応に努めてまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

孤立を防ぐ取組というのは、部長が言われまし

た対面が基本と考えておりますということでござ

いました。私もそのとおりだと思います。 

やっぱりしっかり向き合って対面して話をする

ということは非常に大事じゃないかなと思います

ので、その辺りしっかり対応していただきたいな

と思います。 

現在誰もがコロナ禍で普通の生活とは違った生

活を余儀なくされております。生活環境の変化で

様々な不安が出てきております。その不安の対応

について、心のケアの部分についての取組、産後

ケアの取組についてお伺いをいたします。 

出産後、女性の約10％の人が産後鬱になると報

告をされております。新型コロナウイルス感染症

拡大後、国内全体で産後鬱になった人が倍以上に

増えている可能性があると報道もされておりま

す。原因として、コロナ禍で里帰り出産がしづら

くなったり、両親学級などの集団指導が中止とな

り、母親へのサポートが減り、鬱の引き金になっ

ていると報告をされております。 

西予市としてどのような産後ケア事業をしてい

るのかお伺いをいたします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

ただいま佐藤議員から西予市の産後ケアの取組

についてのお尋ねにお答えをさせていただきたい

と思います。 

お尋ねの産後ケアについては、現在本市では、

産後ケア事業は実施をしておりませんけれども、

乳児全戸家庭訪問事業によりまして、出産退院

後、速やかに産婦、乳児のいる家庭を保健師が訪

問し、保健指導や育児に対する不安や悩みの相

談、子育て支援に対する情報提供などを行ってい

る現状がございます。また、出産した医療機関で

行われております産後２週間健診や１カ月健診に

おいて支援が必要と医療機関が判断した母子につ

いては、早期対応に努めております。 

これらはコロナ禍に特化したものではありませ

んけれども、感染不安による孤立を防ぐ観点から

も、必要な方には訪問等を継続しているところで

ございます。 

先ほど産後鬱等のお話もありましたけれども、

確かにお互い育児をされている方同士が情報交換

することによって、心が安らかになり、また、情

報の共有ができるということが減っているのは現

状であります。産後ケア事業につきましては、令

和３年度、来年から、訪問型産後ケア事業を、地

元産科の協力を得て計画しております。このこと

によりまして、今保健師が行っております事業と

あわせて、よりきめ細かい支援ができるよう体制

を整えてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

市長から、現在は産後ケア事業はしてないが、

令和３年度から、訪問型産後ケア事業を計画して

いるとの答弁でございました。 

そこで、県内各市町で産後ケアの事業があると

思いますが、県内各市の状況を教えていただいた

らと思います。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

県内の市町における産後ケアの取組の状況につ

いてお答えをいたします。 

産後ケアは、出産後１年未満の母子に対して心
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身のケアや育児のサポート等を行い、安心して子

育てができる体制を確保したきめ細かな支援を行

うものでございます。 

事業の対象者は、家族等から十分な家事や育児

などの援助が受けられない産婦としており、産後

ケア事業は、産婦人科等での宿泊型や通所型、居

宅訪問型など形態の違いはありますが、県内では

現在15の市町が取り組んでいるところでございま

す。 

ほとんどの事業実施市町は、事業を産婦人科や

助産所等に委託しており、助産師による母親への

身体的・心理的ケアや保健指導、子育て不安や乳

児に関する相談や助言を行っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

分かる範囲でかまわないのですが、来年、令和

３年度からの訪問型産後ケア事業の計画につい

て、説明ができるようであれば説明をお願いした

いと思います。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

西予市における産後ケアの計画についてお答え

をいたします。 

当市では、来年度、子育て世代包括支援センタ

ーの立ち上げを計画しているところでございま

す。子育てするなら西予を掲げ、これまで妊婦時

から乳幼児の発育の各ステージにおいて切れ目の

ないサポートを行ってきたところでございます

が、このセンター立ち上げにより、さらに体制を

整えることができると考えております。 

産後ケア事業は、このセンターが中心となり、

関係課や関係機関と連携して進めていきたいと考

えております。 

取組といたしましては、助産師の訪問型を検討

しておりますが、その内容は、母親の身体的ケア

及び保健指導、母親の心理的ケア、適切な授乳が

実施できるためのケア、育児の手技についての具

体的な指導及び相談、育児の発育・発達に関する

相談及び助言、必要な保健指導及び情報提供など

を考えております。産後の心身の不調や育児不安

などがある産婦や乳児がこの事業を利用され、助

産師による必要な保健指導や育児に対する指導が

母子とその家族の健やかな育児につながるよう支

援体制を整えてまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

子育て世代の包括支援センターの立ち上げを

し、訪問型産後ケア事業の計画で、切れ目のない

サポート体制ができることに期待をしておりま

す。どうかよろしくお願いをいたします。 

次に、国の給付する特別定額給付金の対象基準

について質問させていただきます。 

６月の議会においては、厚生常任委員会のほう

から定額給付金の対象外となった新生児への支援

の要望書を提出いたしました。 

その回答は、新型コロナウイルス感染症の影響

を受ける過程において重要な施策ではあるが、給

付支援は見送るとの回答でありました。 

現在、他市の状況を見ると、県内６市３町が独

自の制度を立ち上げて給付支援を行っておりま

す。子育てするなら西予を掲げている西予市で

は、どのような施策を考えているのかをお伺いい

たします。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

国の給付する特別定額給付金の対象外となった

新生児への支援等についてお答えをいたします。 

全国的に新型コロナウイルス感染症が感染拡大

している現状や影響を勘案いたしまして、西予市

独自の子育て支援といたしまして、本議会におい

て、子育て応援臨時特別給付金給付事業とひとり

親世帯臨時特別給付金給付事業の２事業を補正予

算として上程しております。 

１つ目の子育て応援臨時特別給付金給付事業

は、国の特別定額給付金の対象外となりました令

和２年４月28日以降に生まれた新生児に対し、１

人当たり5万円を支給し、子育て世帯への経済的

支援を行うものでございます。 

２つ目のひとり親世帯臨時特別給付金給付事業

は、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯を対

象として、１世帯5万円を支給し、子育てに必要

な生活費の負担増を抱えるひとり親への経済的支
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援を行うものでございます。なお、これらの事業

の財源として、国の新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金を充当いたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

今定例会で、補正事業として上程をされておる

ことはわかっておりますが、ここで見ると給付額

というのは、先ほども説明がありましたように、

乳児１人5万円となっております。この減額の理

由というのはどういったことでしょうか。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

子育て応援臨時特別給付金給付事業の給付金を

5万円とした理由についてお答えをいたします。 

この事業の実施に当たりましては、当初は新生

児１人当たり10万円を給付することも考えており

ましたが、検討を進める中で、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けている子育て世代とあわせ

て、全国的にも憂慮されておりますひとり親世帯

の負担を軽減するため、経済的に応援することも

重要であると考えまして、それぞれに5万円の支

給とさせていただいたものでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

各市町村いろいろな対応をされておるようでご

ざいます。県下の状況について説明をお願いいた

します。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

県下の実施状況についてお答えをいたします。 

国の特別定額給付金の対象外となった令和２年

４月28日以降の新生児への支援状況につきまして

は、現在、当市で把握しておりますのは、先ほど

議員からもありましたように６市３町であり、

5万円から10万円の現金給付や商品券配付など、

給付方法は様々でございます。 

また、ひとり親世帯への支援状況につきまして

は、現在把握しておりますのは３市３町で3万円

から5万円を現金で給付するとお聞きしておりま

す。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

各市町というのが、新型コロナウイルスの影響

が長期化しておりまして、１日違いで対象外にな

った子育て家庭にも支援が必要ということでされ

ておるわけなんですが、松山とか、久万高原、上

島町あたりが10万円を給付されているようでござ

います。子育てするなら西予を掲げている西予市

ですので、10万円の給付を私も望んではおりまし

たが、今部長の答弁でもありましたように、ひと

り親世帯への給付がありますので、限られた給付

金の中から給付をしていただいたということで理

解をしておきたいと思います。 

次に、各高校の魅力化についてお伺いをいたし

ます。 

６月議会において、信宮議員が高校の魅力化に

ついて一般質問をされました。その際にも、平成

29年度から３校合同プロジェクトとして、西予市

と連携して、地域活性化と各校の魅力化を目的に

活動していると答弁をされました。 

そのことについて、今回は具体的にどのような

活動を西予市として進めているのかをお伺いいた

します。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

３校合同プロジェクトにつきましては、西予市

内の３つの高校が市内各地域の協力及び支援を仰

ぎ、３校のコラボ活動と３校のオリジナル活動の

２つの柱で、地域活性化と各校の魅力化を目的と

し、平成30年度からの２カ年の計画で実施された

事業で、令和元年度に終了しているものと承知し

ております。この事業の中で、西予市との連携強

化事業といたしまして、公営塾の開設について要

望をいただいたところです。 

こうした動きを受け、市では、今年度から高校

魅力化事業に取り組み、市内にある３つの高校

を、学校・地域・行政が連携し、地域の子どもが

通いたい学校づくりに着手し始めました。 

高校魅力化事業の一つといたしまして、市が運
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営する公営塾を三瓶分校に設置、令和２年７月か

ら開塾し、塾生の学習支援などを実施して、魅力

向上に努めております。また、三瓶地域では、住

民有志による三瓶分校魅力化プロジェクトも発足

しておりまして、学校・地域・行政と連携した特

別授業を開催され、特色のある取組により、各マ

スコミに取上げられるなど、三瓶分校のＰＲとな

っているものと承知をしております。 

以上でございます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

市で運営する公営塾、また、三瓶地域では、住

民有志で三瓶分校魅力化プロジェクトも発足をし

たということでございました。学校・地域・行政

が連携した取組を今後も続けていただきたいと思

っております。 

次に、各高校への入学者を増やす対策について

お伺いをいたします。 

今年、西予市内の高校に入学した生徒というの

は、宇和高校普通科定員が80人に対して43人、生

物工学科定員40人に対して22人、野村高校普通科

の定員というのが80人に対して38人、畜産課が定

員40人に対して19人、三瓶分校は定員40人に対し

て６人の合計128人が西予市内の学校に入られて

おります。三瓶分校は、令和３年、令和４年の入

学生徒が31人以上いないと令和５年４月には募集

停止となります。これは非常に深刻な問題であり

ます。 

私は、市内の中学生が地元高校を希望しないの

であれば、市外、県内外からの募集をすべきでは

ないかと思っております。全国規模で募集をすべ

きではないでしょうか。そのためには、何らかの

専門性のある学科、特色のある高校でなければい

けないと思っております。農業、かんきつ、酪

農、スポーツなどの専門分野の学科の創設などを

行い、地域の特徴を生かせる高校をつくり、全国

募集をしたら、入学者を増やせれるのではないか

と思っております。 

市外から受け入れるとなると学生寮というのは

欠かせない条件になります。現在、学生寮がある

のは野村高校のみです。野村高校の寮には５名が

入居をしているようでございます。その他に、下

宿が３カ所ありますので、そこに６人の生徒が入

られているようであります。県外からは３名の子

が来てくれてると聞いております。宇和高校と三

瓶分校には学生寮はありません。三瓶分校には現

在、市外からの生徒がいないので下宿をしている

生徒もおりません。宇和高校では26名が市外から

入学をしてくれております。１年生が７名、２年

生12名、３年生が７名、下宿されてる生徒は２

名、これは広島から来ている生徒だそうです。ま

た家族で転居をして入学した生徒もいるようでご

ざいます。松山からも学生寮や下宿があれば、宇

和高校で部活動をしたいと言ってくれる生徒がい

るようでございます。学生寮や下宿先がないため

に断念をしている状態であります。 

西予市の宇和高校で学びたい、部活動をしたい

と言ってくれてるのに、受入れができないのは非

常に残念なことだと思います。このことから、生

徒を受け入れる寮の体制を整えるべきではないか

と思います。高校に学生寮を創設し、県内外から

募集を真剣に考える時期に来ているのではないか

と思います。早急に受入れ体制を整えるべきだと

思いますが、西予市として、市内の高校を存続さ

せるための対策は考えられているのかお聞きいた

します。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

野村高校におきましては平成30年度から、三瓶

分校につきましては令和元年度から全国募集を行

っておられると承知をしております。 

市といたしましては、今年度から両校に対し、

全国の中学生やその保護者を対象に説明会等の活

動を行っております地域みらい留学の取組に参画

をいたしまして、全国からの入学者確保に向けて

積極的に活動を行っていただけるよう支援を行っ

ているところでございます。 

宇和高校につきましては、入学者の全国募集を

行ってはいないものと承知をしておりますが、毎

年入学者が定員に満たないというような状況が続

いているものと承知しておりますので、できるだ

け早い段階で高校魅力化に取り組んでまいりたい

という必要があると感じております。 

そのため、高校魅力化に関する取組につきまし

ては、野村高校、宇和高校につきましても、関係

者の皆様の御協力を得ながら進めていく予定とし
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ております。ただ、御指摘のとおり、野村高校以

外に寮や寄宿舎は整備されておりません。なお、

三瓶分校では地域の協力を得て下宿先を確保する

努力をされておりまして、県外からの問合せに対

応できる体制づくりに努めていただいておりま

す。 

寮や寄宿舎の建設につきましては、様々な整備

も必要となってございますので、現状では、寮な

どの新設要望を市としては行っておりませんが、

今後の愛媛県教育委員会が設置しております愛媛

県県立学校振興計画検討委員会の動向も注視させ

ていただきまして、必要な要望を行っていくとい

うことも検討してまいりたいと考えております。 

いずれにいたしましても、市といたしまして

は、高校・地域住民・行政が一体となって、市内

３校の高校魅力化に関する取組を充実させ、市内

の中学生はもとより、市外の中学生にも行きた

い、学びたいと思える学校づくりを目指していき

たいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

愛媛県県立学校振興計画検討委員会の動向を見

ながら、必要な要望を行っていくというふうなこ

との回答でありました。検討委員会というのは多

分令和５年からだったと思います。三瓶分校は、

令和３年、令和４年の入学生徒が定員に満たない

と令和５年４月には募集停止となるわけです。余

り時間がないわけです。 

西予市の方向性を明確にして、地域の方々とと

もに、市内の高校が存続するために早急に対応す

ることを要望いたします。 

次に、復興まちづくり計画と災害復旧工事の進

捗状況についてお伺いをいたします。 

平成30年の豪雨災害により、河川の氾濫や土砂

災害が発生し、尊い命が奪い去られて２年５カ月

が経過をいたしました。西予市では、復旧・復興

の現実に向けて、市民と行政が共通認識を持って

まちづくりに取り組むために、復興まちづくり計

画を策定しております。復興まちづくり計画の計

画期間は、平成31年から平成36年の６年間とされ

ております。短期計画期間の平成33年度末には、

本計画を評価、検証し、必要に応じて計画の見直

しを行うとなっておりますが、現在の全体計画の

進捗状況をお尋ねいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

西予市復興まちづくり計画における復興事業の

進捗について御質問をいただきました。 

この12月で災害発生から２年５カ月が経過した

ところでございますが、多くの方々の御協力によ

りまして、着実に復旧・復興が進んでいることに

感謝を申し上げたいと思います。特に令和２年度

においては、乙亥会館や野村保育所、せいよ東学

校給食センターなど、多くの施設が次々と竣工と

なり、まちの風景や暮らしも変わりつつありま

す。また、長期にわたり避難指示を継続しており

ました明間四道地区においては、この11月27日に

避難指示解除となり、日常の暮らしが戻りつつあ

ります。これからさらに、野村町において、災害

公営住宅等の完成が後押しとなり、被災者の皆様

におかれましても、復旧・復興が目に見えて進ん

でいることを実感されるのではないかと考えてお

ります。 

その上で、災害復旧事業の進捗でございます

が、四半期ごとの取りまとめを行っておりまし

て、11月末時点の全体的な説明をはじめにさせて

いただきたいと思います。 

まず公共施設における進捗状況につきまして

は、計44施設ございますが、事業数で言いますと

189事業となります。その内183事業を発注してお

りまして、発注率は96.8％となります。また、発

注済事業の進捗率については99.7％となっており

ます。 

続きまして、市道・林道・河川・農地等におけ

る災害復旧事業ですが、総事業数507事業の内、

413事業を発注しておりまして、発注率は75.4％

となっており、発注済事業の進捗率は70.5％とい

う状況でございます。事業者の皆様におかれまし

ては、手持ちの事業が多い中、御協力をいただき

まして、そのおかげで多くの事業に着手すること

ができてございます。 

今後も引き続き、復興まちづくり計画に基づ

き、計画期間内の事業完了に努めてまいりますの

で、引き続き御支援を賜りますようお願いいたし

ます。 
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以上でございます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

災害復旧工事及び関連工事の進捗についてお伺

いをしたいと思います。 

これも昨年12月議会で、二宮議員が災害復旧工

事の見通しについて質問をされました。そのとき

には、昨年11月末での対象となる250万円以上の

工事の全体計画数は505件で、265件が発注済みと

いうことでございました。工事の発注率52％で、

残り240件は、農業分野での農地や農道、水路な

どが発注段階になると答弁をされておりました。 

そこで、１年経過した現状をお聞きいたしま

す。農地、農道、林道、水路工事等の発注状況と

完成率、今後の見通しについてお願いをいたしま

す。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

平成30年７月豪雨災害におきまして、農地・農

業用施設では283件中224件の契約を締結しており

ます。発注率は79％でございます。その内103件

が完成しており完成率は38％でございます。 

次に、林道災害の復旧工事の進捗状況につきま

しては、災害件数60件の内、59件の契約を締結し

ており、発注率は98％となっております。その内

45件が完成し、完成率は75％の状況です。 

今後の見通しにつきましては、残りの工事の発

注を進め、早期完成を目指していきたいと考えて

おります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

農地・農業用施設というのが、ちょっと私早口

で、酒井部長の数字が聞き取れなかったのです

が、発注率は79％、完成率は38％だったというこ

とだったんですが、この工事の発注をすれば仕事

は終了と考えるのか、工事が完成して終了と考え

るのかで、復旧しているかの見方も変わってくる

と思います。例えば、もう発注したから、後は業

者さんがやるから市としては関係ないよと思う

か、しっかり完成をして、完成したのよというふ

うなことで見るのかでの違いが出てくると思いま

す。産業部としては、どちらを重視しているかと

いうのをお聞きいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

もちろん工事が完成して終了ということで職員

みんな頑張っているところでございます。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

発注をしたら後はもう業者がするからというふ

うな解釈ではないということでお聞きをして、ち

ょっと安心をしたところであります。農地の場合

というのは、河川工事が進まないと工事も発注が

できないとかというふうなところがあるんじゃな

いかと思います。非常に難しいのではないかと思

いますが、例えば、農地と河川のセットで発注を

するとかという形で調整をするとかというふうな

建設部との調整というのはできているのかどうか

をお聞きいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

河川の工事につきましては、業者様ももう本当

に難しい工事が多くて苦心しておられるところだ

と思います。我々もその辺を察知いたしておりま

すし、農地と河川をセットで発注をしたらどうか

ということで今３本ほど協議をしているところで

ございます。もう少し建設部のほうと詰めていき

たいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

次に、市道・河川工事について、災害発生から

２年５カ月ほど経過をした現在の工事の発注状況

と完成率、今後の見通しをお願いいたします。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

私から、市道及び市管理河川の国庫補助対象事

業の災害復旧工事の進捗状況と今後の見通しにつ
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いてお答えをいたします。 

平成30年７月豪雨災害では、道路災害89件、河

川災害24件、橋梁２件の合計115件の内、11月末

現在、道路83件、河川９件の合計92件を発注して

おりまして、発注率は80％でございます。その内

完成しているのは、道路63件、河川３件の66件、

完成率として57.4％となっております。 

今後の見通しにつきましては、現在受注してい

ただいている工事の進捗、完成状況等を把握し、

随時発注を進めてまいりますが、市内業者の手持

ち工事量は依然として多い状況でありますので、

市外、南予地域の土木工事業者への発注も予定

し、災害復旧工事の早期完成を目指して取り組ん

でまいりますので御理解と御協力をよろしくお願

いいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

佐藤恒夫君。 

○８番佐藤恒夫君 

市道・河川工事についても115件の工事に対し

て92件の発注をして、80％の発注率で、完成率は

57.4％とのことでございました。 

西予市内の建設業者の方に状況等聞くと、非常

に手持ち工事が多く難しいというふうな声をよく

聞いておりましたので、先ほど建設部長の答弁が

ありましたように、南予地域の市外業者への工事

発注も予定をしているということで、災害復旧工

事の早期完了を目指すとの答弁でございました。 

答弁のとおり、早期の完成を目指していただき

ますようお願いをいたしまして、私の一般質問を

終わります。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

先ほど佐藤議員の質問の産後ケアのことについ

て、私答弁をいたしましたが、その中で、令和３

年度から訪問型産後ケア事業を「地元産科の協力

を得て実施する計画をしておる」という答弁をい

たしましたが、これは「地元婦人科の協力を得

て」の間違いでございました。訂正をしておわび

申し上げます。どうも申し訳ございませんでし

た。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前11時05分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前11時20分） 

次に、２番宇都宮久見子君。 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

議席番号２番宇都宮久見子です。 

議長より発言の許可を得ましたので質問いたし

ます。本日最後の質問者となりますがよろしくお

願いいたします。 

今回の質問は、ふるさと納税について、行政諸

手続におけるキャッシュレス化についての２点を

質問いたします。 

まず、全世界において猛威を振るっている新型

コロナウイルスですが、しばらく鎮静していた愛

媛県でも毎日のように感染者の報告が行われてお

ります。２波、３波への対応も踏まえ、本年第２

回定例会におきまして一般質問させていただきま

したので、今回の質問は差し控えますが、今後、

今まで以上に西予市内でもたくさんの経済的打撃

は免れません。 

先ほど宇都宮俊文議員の質問に対し、酒井産業

部長の答弁で、市内経済対策など伺いましたが、

今年は忘年会をしないとか旅行のキャンセルが相

次いでいるとか、帰省する人が少ないとよく耳に

します。命を守ることが第一なのはもちろんであ

りますが、西予市民の生活を守り、経済のほうで

の施策が今後もますます進められるようお願い申

し上げます。 

それでは質問に移ります。 

まず、ふるさと納税についてです。 

ふるさと納税の制度は、平成20年４月より、現

在の菅総理大臣が総務大臣時代の肝煎り施策とし

て運用が開始されました。西予市においても、同

じく平成20年度より運行を開始しておりますが、

まず初めに、ふるさと納税の仕組みについて改め

てお尋ねいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ふるさと納税の仕組みについて御説明いたしま

す。 

現在の多くの地方自治体では、その地で生ま

れ、その地のサービスを受けて育った住民が、進

学や就職を機に都市部に転居をいたしまして、そ
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の転居先の都市部で納税を行っているような状況

となっております。その結果、都市部の自治体は

税収を得ることができますが、その人が生まれ育

った故郷の自治体では、その税収が見込めませ

ん。 

そこで、都市部に住んでいても、自分を育てて

くれた故郷に幾らかでも納税できる制度があって

もいいのではないかという議論が生まれ、平成

20年４月にふるさと納税の制度が誕生いたしまし

た。 

ふるさと納税は納税という言葉が使われており

ますが、実際には、市町村への寄附という扱いに

なります。それら寄附金額は確定申告を行うこと

により、居住している自治体へ納める税金等から

控除することが可能です。ふるさと納税を通した

寄附金は、その人の所得に合わせて設けられた限

度額内で寄附額から2,000円を除いた額が控除さ

れることとなります。 

ふるさと納税をする方は、全国どの自治体にで

もふるさと納税を行うことができます。生まれ育

った自治体だけでなく、今までに旅行や仕事で訪

れた自治体やお世話になった自治体、また昨今で

は、自治体の返礼品を目的として寄附をする人が

増えていると承知をしております。返礼品は寄附

額の30％を限度といたしまして、あくまでも寄附

に対する御礼として送付することができます。 

なお、ふるさと納税の制度上、住民票がある自

治体へのふるさと納税は制度的には可能でござい

ますが、その場合は返礼品を受け取ることができ

ないような制度になっております。 

寄附をする側の立場で、改めて流れを御説明さ

せていただきますと、まず、寄附する自治体と返

礼品を選びます。その上で、ふるさと納税、寄附

をいたします。御礼の品、寄附金の受領証明書が

届きまして、それをもとに確定申告を行うと居住

自治体の税額が控除される、こういうような仕組

みになってございます。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

地方の自治体に対し、大変有意義な制度という

ことがわかりました。 

では次に、西予市における過去３年間のふるさ

と納税の件数及び金額をお尋ねします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

過去３年間のふるさと納税の寄附件数と寄附金

額について御説明いたします。 

平成29年度ですが、寄附件数4,917件、寄附金

額7920万8100円。平成30年度ですが、寄附件数

1万1969件、寄附金額2億2529万9405円。令和元年

度ですが、寄附件数1万3602件、寄附金額2億

5384万7000円となっておりまして、寄附件数、寄

附金額ともに年々増加傾向にあります。平成30年

７月豪雨災害の際には、ふるさと納税を通じて、

全国から多くの寄附や応援をいただきました。 

なお、令和元年度実績で、愛媛県内20市町の中

で、西予市ふるさと納税の寄附件数と寄附金額

は、件数では５番目、寄附金額では６番目となっ

ており、ふるさと納税を通じて、西予市の認知度

も高まってきていると感じているところでござい

ます。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

平成30年７月豪雨災害の際には、全国から多く

の寄附や応援をいただいたということで、大変あ

りがたく思います。 

寄附が増えているということは理解しました

が、西予市では、寄附されたふるさと納税をどの

ような用途で使用しているのか、ふるさと納税の

使い道についてお尋ねします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ふるさと納税の使い道につきましては、大きく

８つのカテゴリーを設けておりまして、１つ目に

しごとづくり、２つ目にひとづくり、３つ目にま

ちづくり、４つ目に行財政、５つ目にまちの応

援、６つ目に市長におまかせ、７つ目に西予市の

高校魅力化事業、最後に平成30年７月豪雨災害、

の８つのカテゴリーから選択することができま

す。寄附者は、これらの内から、自らの寄附金の

用途を選んでいただいております。各使い道につ

きまして、もう少しお時間をいただいて詳しく御
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説明させていただきます。 

１つ目のしごとづくりにつきましては、産業創

出、観光振興、農林水産業支援などの分野になり

ます。例えば、西予市の75％を占める森林の環境

整備及び林業振興を図ることを目的といたしまし

て、木育推進事業、こういった事業などがござい

ます。 

２つ目のひとづくりにつきましては、生涯学

習、子育て支援、医療福祉などの分野になりま

す。例えば、少子化対策の一環として、子育て世

帯の経済的負担を軽減するとともに、安心して子

どもを育てる環境の整備を図る子育て応援券交付

事業などがございます。 

３つ目のまちづくりにつきましては、住民活動

の活性化、防災減災、インフラ整備などの分野に

なります。例えば、災害が起きた際、被災者の健

康状態の確保及び避難所等での円滑な活動の実施

を図ることを目的とした救援物資を備蓄する災害

用備蓄物資整備事業などがございます。 

４つ目の行財政につきましては、公共施設管

理、財政運営健全化の分野になります。主な事業

といたしましては、公共施設等総合管理計画に沿

って、学校施設等の跡地利用や既存施設の集約

化、複合化、解体計画の策定等により、維持管理

費の縮減を図る公共施設等総合管理推進事業など

がございます。 

５つ目のまちの応援につきましては、寄附する

際に旧町単位でまちを選択いただきまして、乙亥

大相撲や宇和れんげまつりなど、各町のイベント

事業に充当しております。 

６つ目の市長におまかせにつきましては、西予

市を魅力あるまちにするための事業に充当してお

りまして、例えば、地域農業の中心的な認定農業

者等を対象として、農業用機械・施設を導入する

場合に経費の一部を助成し、農業経営を支援する

ことで、地域農業の担い手の確保及び育成を図る

担い手育成支援事業などがございます。 

７つ目につきましては、市内高校の魅力化を図

り、生徒数の確保に努める西予市高校魅力化事業

に充当しております。 

最後、平成30年７月豪雨災害につきましては、

災害に対する復興事業に広く充当させていただい

ております。 

長くなりましたが以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

詳しく御説明いただきありがとうございます。 

しごとづくり、ひとづくり、まちづくりなど８

つのカテゴリーから選択することができるとの答

弁でしたが、寄附者の動向は、今説明いただいた

どのカテゴリーに対しどのくらいの割合なのかお

尋ねいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

令和元年度の件数ベースでの実績をもとに報告

させていただきますと、１つ目のしごとづくりに

19.6％、２つ目のひとづくりに26.1％、３つ目の

まちづくりに10.3％、４つ目の行財政に１％、５

つ目のまちの応援に4.8％、６つ目の市長におま

かせに36.3％、７つ目の西予市高校魅力化事業に

1.3％、最後の平成30年７月豪雨災害に0.6％とな

っております。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

市長におまかせが36.3％と一番であるようです

ので、先ほど説明いただきました魅力あるまちに

するということがますますこれからそういう部分

に使っていただけることを期待しております。 

次に、見込みで結構ですので、本年度のふるさ

と納税の寄附件数、金額の目標についてお尋ねし

ます。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

本年度の件数及び見込額について御説明いたし

ます。 

11月30日時点でございますけれども、寄附件数

は約8,700件、寄附金額約1億2720万円となってお

りまして、現在精査中でございます。昨年度の同

じ時期と比較をした場合、寄附件数は153％、寄

附金額は118％の増となっております。 

こちらのデータをもとに単純に試算をいたしま

すと、今年度は、寄附件数約2万1000件、寄附金

額約3億500万円となりますが、今年度は新型コロ
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ナウイルスの影響もあり、全国、特に都市部の

方々の収入が大幅に減少している傾向にもござい

ますので、こうした単純な伸びをこの先示すのか

というと少し読めない部分がございまして、国全

体のふるさと納税額も減少するというような考え

もあります。実際には、寄附件数約1万8000件、

寄附金額約2億8000万円、こういったところにな

るのではと見込んでございます。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

では、来年度以降の目標と今後の取組について

お尋ねします。 

○議長 

管家市長。 

○管家市長 

来年度以降の目標と今後の取組について御説明

を申し上げます。 

来年の令和３年度の目標でございますが、金額

の目標は、寄附件数2万件、そして、寄附金額を

3億円としております。これを達成するために

は、都市部に向けた広報ＰＲの実施や魅力ある返

礼品のさらなる充実に努める必要があると考えて

おります。都市部に向けた広報ＰＲにつきまして

は、本年度実証的に行い、ある程度の効果が見込

めたふるさと納税の各ポータルサイト内の広告や

寄附者との直接的な交流を行うために都市部で開

催されますＰＲイベントへの参加などを検討して

おります。 

また、返礼品の充実については、当市の返礼品

として人気のあるものを中心として、さらなる種

類の充実や参画事業者の獲得、また、西予市なら

ではの魅力ある返礼品の開発などを検討してまい

りたいと考えているところであります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

今ほど市長から返礼品のさらなる充実をと答弁

いただきました。 

次に、返礼品について掘り下げて質問させてい

ただきます。 

全国の自治体において特色のある様々な返礼品

がありますが、西予市の返礼品の現状についてお

尋ねします。 

まず、返礼品登録数、登録事業者数をお尋ねし

ます。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

返礼品の登録数と登録事業者数についてお答え

いたします。 

現在、返礼品登録数は383件、登録事業者数は

81社となっております。返礼品の中には１年を通

して選んでいただけるものもありますが、果樹や

かんきつなど、その季節にしか味わえないものも

ございます。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

現在登録者数81社と伺いましたが、今後ふるさ

と納税返礼品登録事業者として参加したい事業者

のためにも、改めて返礼品として登録する手続の

方法と申請するに当たり要件などがあればお尋ね

いたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

返礼品の登録方法について御説明いたします。 

返礼品の登録方法につきましては、要綱に基づ

きまして、事業者や生産者より、西予市ふるさと

納税返礼品参加申請書とそれぞれの返礼品の企画

書等を提出いただき、事務局で内容について精査

した後、選定委員会で審査をした上で決定をして

おります。 

なお、ふるさと納税の返礼品として認定される

ためには、西予市内の事業者、生産者であること

や西予市の地場産品、またはそれを使った加工品

であるなどの一定の要件がございます。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

今後はさらに事業者にわかりやすく伝えること

に工夫していただき、海から山まであるこの広い

西予市内のすばらしさを伝えられるような商品が
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増えるよう努めていただければと思います。 

次に、今ほど説明のありました数多くの返礼品

の中でどういったものが人気の返礼品になってい

るのかお尋ねいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

昨年度の金額ベースでの実績をもとに報告させ

ていただきます。 

人気のある西予市の返礼品のカテゴリーといた

しまして、１番目にかんきつやかんきつ製品、２

番目に精肉や精肉加工品、３番目に水産物や水産

加工品、４番目に真珠製品、５番目にお米となっ

ておりまして、１番人気のあるかんきつ類だけで

全体の寄附金額の約60％以上を占めていることか

ら、やはり愛媛＝ミカンのイメージが根強いとい

うことがわかります。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

私自身も、市外の方へ自慢できるものがたくさ

んカテゴリーの中に入っていてうれしく思います

が、西予市へふるさと納税された方の感想や評価

は集計されておられますか、お尋ねいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ふるさと納税をされる際に御意見やメッセージ

をいただくことがございまして、システム上にて

集計をいたしております。 

また、ふるさと納税の各ポータルサイトには、

返礼品ごとの評価・レビュー機能がございまし

て、寄附をした方からの返礼品に関するコメント

が公開されております。事務局といたしましては

どのサイトでもおおむね好意的なコメントをいた

だいているというふうに評価しております。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

好評ということで大変うれしく思いますが、ふ

るさと納税をされる方には、様々なことをきっか

けで西予市を選んでいただいていると思うのです

が、一度寄附をしていただいた方の中には、どの

程度続けて西予市を選んでいただいているのか、

いわゆるリピーター率は分析されておられます

か。 

また、リピーターは重要だと思いますが、リピ

ーターの獲得に向けどのようなことをされている

のかお伺いします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

西予市に対して２回以上ふるさと納税をされて

いる方、こちらをいわゆるリピーターといたしま

して、それを集計いたしましたところ、これまで

全体の約13％に上る方に寄附をいただいていると

ころでございます。中には毎年されている方もい

らっしゃいます。同じ年にふるさと納税を複数回

されるというような方も年々増えております。こ

の傾向だけを見れば、今後もリピーターは増えて

いくということが予想されます。 

リピーターの確保に対しましては、ふるさと納

税をされる際に、メールアドレスを登録された方

に対して、月１程度でメールマガジンを発行して

おります。 

また、今年度は新型コロナウイルスの影響で開

催されませんでしたが、都市部で開催されるふる

さと納税ＰＲイベントにも参加いたしまして、実

際に寄附者と交流を行っております。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

ぜひ引き続きリピーターの確保の努力をお願い

いたします。 

返礼品に戻りますが、返礼品は、先ほどの答弁

の中で、様々な要件を満たし審査を経て登録され

ると伺いました。 

登録された後も再審査などの品質チェック等重

要だと思いますが、登録品の再審査などはどれぐ

らいの周期でどのような方法で行われているのか

お尋ねします。 

〇議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

返礼品の再審査につきましては、一度登録され
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た返礼品について再審査等は現在行っておりませ

ん。内容量やデザインなど、返礼品の規格が変わ

る場合は再度確認を行っております。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

現在再審査を行っていないとのことですが、返

礼品の品質や要件の確認は必要だと思います。先

ほどの質問の返礼品を受け取った方の感想や評価

を登録事業者へ伝えたり、数年に１回の再審査や

チェックがあるということは、品質向上や事業者

努力、ひいては、返礼品を受け取る側の満足度に

も関係してくることだと思いますので、今後御検

討いただければと思います。 

次に、西予市の返礼品には、特産物や西予市自

慢のおいしいものや商品がたくさんあることは理

解しましたが、冒頭にも申し上げましたとおり、

新型コロナウイルスが猛威を振るっており、それ

がいつまで続くかわからない不安の中、疲弊して

いる事業者、例えば旅行業、宿泊業、飲食業の

方々のためにも、一例ではありますが、誘客型や

体験型のプランや飲食券や宿泊券などを返礼品に

登録し、事業者支援や地域の活性化に役立てるこ

とができないかお尋ねします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

誘客・体験型のプランにつきましては、現在は

朝霧湖マラソンへの参加出場権を返礼品にするな

どの試みを行っております。その他にも、西予市

に実際に来ていただけるような魅力的な誘客・体

験型の返礼品の開発について、市内事業者等と一

緒に検討していきたいと考えております。 

各店舗が対応可能な場合は、市内の宿泊施設や

飲食店のチケットをふるさと納税返礼品として活

用することは可能です。しかしながら、店舗ごと

でふるさと納税返礼品としてチケットを作成する

と、事業者側の事務について大変煩雑になるとい

うようなことも予想されますし、利用者側にもあ

まりメリットが感じられないと思います。ついて

は、何らかの中間事業者等が各飲食や宿泊業者の

間に入って、地域共通のチケットを発行してもら

う、こういうようなことができれば、事業者側に

も利用者側にもメリットが大きいと考えてござい

まして、こうしたアイデアの実現が可能か、今後

検討していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

今ほど、中間事業者に間に入ってもらうという

ことでしたが、商工会や観光物産協会が中間事業

者になることは可能なのかお伺いします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

可能でございますし、そのような団体が間に入

っていただけるのであれば大変ありがたく考えて

ございます。今後事業を広めていく中で、各団体

と協議を進めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

可能であるということでしたので、これからぜ

ひ連携して進めていっていただければと思いま

す。 

これからもふるさと西予市のために少しでも恩

返しがしたい、役に立ちたいと思っていただいて

いる納税者の方々に対し、がっかりさせない、胸

を張って西予市へふるさと納税してくださいと言

えるような市でいられるよう、日々市民、行政、

議会が一丸となることを期待します。 

次に、企業版ふるさと納税についてです。 

同じく、企業版ふるさと納税の仕組みについて

お尋ねします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

企業版ふるさと納税の仕組みについて御説明い

たします。 

企業版ふるさと納税は、個人版のふるさと納税

とは異なりまして、国が認定した自治体の地方創

生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合

に、法人税から税額を控除する仕組みであり、平

成28年度に創設されました。自治体にとっては、

財源が確保されることで事業を実施することが可
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能になり、企業にとっては、企業版ふるさと納税

による税負担が軽減されるとともに、地方創生に

取り組む自治体を応援することでイメージアップ

を図ることができます。 

令和２年度より地方創生のさらなる充実・強化

に向けて、地方への資金の流れを高める観点から

制度が見直されました。これにより、それまで最

大約６割の税金控除額から最大約９割の税金控除

が可能になり、企業にとって使いやすい仕組みと

なりました。 

企業版ふるさと納税の実施においては、地方版

総合戦略を策定、地方版総合戦略をもとに地域再

生計画を作成し、国の認定を受ける必要がござい

ます。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

過去３年間の件数及び金額についてお尋ねしま

す。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

過去３年間の企業版ふるさと納税の寄附件数と

寄附金額について御説明いたします。 

平成29年度は、寄附件数１件、寄附金額200万

円。平成30年度は、寄附件数、寄附金額ともにゼ

ロ件ゼロ円です。令和元年度は、寄附件数１件、

寄附金額91万8030円となっております。 

以上でございます。 

○下澤政策企画部長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

個人版ふるさと納税と異なるということでした

が、企業版ふるさと納税の使い道についてもお尋

ねいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

企業版ふるさと納税の使い道について御説明い

たします。 

西予市では、令和２年度より西予市まち・ひ

と・しごと創生推進計画が地域再生計画として認

定をされております。そちらの計画につきまして

は、第２期西予市まち・ひと・しごと創生総合戦

略をもとに作成しておりまして、要すれば、企業

版ふるさと納税の使い道は、総合戦略の事業に基

づき幅広く寄附企業に選択いただくことができる

というようになっております。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

本年度の件数と見込額はどれくらいですか。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

本年度の件数及び見込額につきましては、現

在、本年度の受入れ数は寄附件数１件、寄附金額

300万円となっております。今までのトレンドも

あって、また今年新型コロナウイルスの影響もあ

って、この後なかなか十分に都心部とかそういっ

たところに周知ができていないというような状況

も見込みますと、この見込み件数額についても、

この１件のみなのではないかと見込んでおりま

す。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

来年度以降の目標と今後の取組についてお尋ね

します。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

来年度以降の目標と今後の取組について御説明

いたします。 

来年度以降の目標といたしましては、寄附件数

を２件、寄附金額500万円以上を目標としたいと

考えております。 

今後の取組といたしましては、令和２年度の大

幅な制度改正により、ふるさと納税の各民間ポー

タルサイト等が企業版ふるさと納税の周知に力を

入れ始めておりまして、企業が支援したいと思う

事業の周知とマッチングが必要でございますの

で、この民間ポータルサイト等のページに掲載す

ることや民間ポータルサイト主催のマッチングセ

ミナーに参加することで、都市部企業との関り、
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こうした機会を多く持ち、企業版ふるさと納税の

周知に一層努めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

企業が支援したいと思う事業の周知とマッチン

グに努めていただければと思います。 

次に、個人版ふるさと納税についても、企業版

ふるさと納税についても、西予市側からのアピー

ルや依頼も必要だと思いますが、例えば、西予市

にゆかりのある団体やふるさと会などに対するＰ

Ｒはされておられますか。お伺いいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

各高校の同窓会や各地域のふるさと会が都心部

で開催される場合につきましては、毎年ふるさと

納税のチラシ等を送付しＰＲを行っております。

しかしながら、今年度は新型コロナウイルスの影

響で、同窓会、ふるさと会が中止になりましたの

でＰＲを行うことができておりません。来年度以

降開催される場合は、職員のほうが参加をいたし

まして、チラシとあわせて実際にＰＲを行うこと

を考えております。 

また、この場をお借りしまして、各議員の皆様

におかれましても、都市部企業とのつながりが多

くあるのではないかと思いますので、ぜひとも企

業版ふるさと納税の周知に御協力いただければ幸

いでございます。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

今後もしっかりＰＲしていただくとともに、そ

ういう会に入っていなくても、西予市にゆかりの

ある方たちへもＰＲをお願いします。 

私は、将来的に今より２倍、３倍の寄附数や寄

附額になってほしいと思っております。地方自治

体に対し、大変有意義な制度であるとともに、ふ

るさと納税は西予市に対し直接生産性があると考

えますので、西予市のふるさと納税の在り方や現

在の人員体制で十分なのか、専用窓口は必要ない

のかなど、例えばふるさと納税係をつくるなど、

十分な人員配置の上、今後の可能性を求めていっ

ていただきたいと思います。 

次の質問に移ります。 

次に、行政諸手続におけるキャッシュレス化に

ついてお尋ねいたします。 

この質問は、平成30年第４回定例会において一

般質問させていただきました。 

まず、現状と平成30年からの進捗状況について

お尋ねいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

行政諸手続におけるキャッシュレス化について

の御質問がございました。 

こちら国においては、国内のキャッシュレス比

率を2025年までに40％、将来的には世界最高水準

の80％にまで引き上げることを目標といたしまし

たキャッシュレスビジョンを平成30年４月に策定

し、積極的にキャッシュレス化を推し進めようと

しております。昨年10月の消費税率引上げに伴

い、需要平準化対策といたしまして、キャッシュ

レス手段を使ったポイント還元事業などを行い、

キャッシュレス化をさらに進めてまいりました結

果、多数のキャッシュレスサービスが登場し、コ

ンビニをはじめ、様々な店舗でも利用できるよう

になってきており、身近な店舗でも徐々に浸透を

しております。 

また、新型コロナウイルス感染症に関しまして

は、紙幣がコロナウイルスを拡散している可能性

があるとの報告もあり、キャッシュレス化は、感

染症の拡大阻止にも効果的であるというような報

告もございます。 

このような中、当市では、新型コロナウイルス

感染症の対策として、新生活様式対応行政サービ

ス構築事業の一つとして、キャッシュレス化を進

める計画としております。具体的には、市税を基

本として、バーコード決済、クレジットカードに

よる納付を可能とすることで、家にいながらでも

納付が可能となり、利便性の向上、期限内納付率

の向上に加え、接触機会の削減につながるものと

考えております。 

また、市税だけでなく、諸証明発行手数料など

窓口で支払う手数料についても、バーコード決済

に対応することを計画しており、支払い時の待ち
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時間の短縮化、現金管理業務の削減、接触機会の

削減につなげ、市民サービスの向上につなげる計

画としております。このキャッシュレス化につき

ましては、来年度中に導入する計画で関係部署と

協議を行っているところでございます。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

前回市が所管している観光や文化施設などのキ

ャッシュレス化についても質問させていただきま

した。その際に、前向きに研究、検討していきた

いと答弁いただいております。 

そのことに関しては答弁がありませんでしたの

で改めてお伺いいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

現段階では、税や諸証明の発行手数料など窓口

で支払う手数料についてのキャッシュレス化を優

先的に進めることを計画しておりまして、御指摘

の施設等につきましては、引き続いての検討課題

と考えております。 

以上でございます。 

○議長 

宇都宮久見子君。 

○２番宇都宮久見子君 

まずは窓口業務からということで、来年度から

市税、諸証明発行手数料などについてもキャッシ

ュレス化を導入していただくということで、この

コロナ禍の中でありますので、一刻も早く実現で

きるようお願い申し上げます。 

これから、キャッシュレス化の導入後、さらな

る市民サービスの向上とスムーズな業務が行われ

ることを期待しております。 

以上で質問を終わります。 

○議長 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

明日12月４日は午前９時より一般質問を行いま

す。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

  散会 午後０時06分 

 

 

 



 

 

 

 

第 ３ 日 

 

12月４日（金曜日） 
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令和２年第４回西予市議会定例会会議録（第３号） 

１．招 集 年 月 日 令和２年１２月 ４日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 令和２年１２月 ４日 

          午前 ９時００分 

１．散     会 令和２年１２月 ４日 

          午後 ０時１０分 

１．出 席 議 員        

    １番  和 気 数 男 

    ２番  宇都宮 久見子 

    ３番  信 宮 徹 也 

    ４番  宇都宮 俊 文 

    ５番  加 藤 美 香 

    ７番  河 野 清 一 

    ８番  佐 藤 恒 夫 
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  開会 午前９時00分 

○副議長 

おはようございます。 

本日は、このように大勢の方が傍聴にお越しい

ただき誠にありがとうございます。 

ただいまの出席議員は 17名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は御手元に配信のとおりであり

ます。 

 （日程１） 

○副議長 

日程第１、一般質問を行います。 

質問者は通告内容及び申し合わせに従い発言し

てください。 

それでは通告順に発言を許可いたします。 

まず、10番竹﨑幸仁君。 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

おはようございます。 

議席番号 10番竹﨑幸仁です。 

議長より発言の許可を得ましたので、通告書及

び会議規則、申し合わせ事項に従って、一問一答

により４点の質問を行います。 

１つ目の質問です。 

平成 25 年２月 16日の愛媛新聞の経済欄に掲載

された本当に小さな記事からでしたが、この産廃

問題はスタートしました。当時、三瓶地区の地域

審議員であった私の質問から地域全体に広がって

いったこと、それもやがて８年になろうとしてい

ますが、今も鮮明に記憶しています。先日の議会

初日の報告でほぼ解決したと知らされ、安堵して

るところですが、まず、現存する旧産業廃棄物処

理施設の今後の利活用についてお尋ねします。 

○副議長 

酒井生活福祉部産廃処理施設担当部長。 

○酒井生活福祉部産廃処理施設担当部長 

南予エコ株式会社が所有しておりました産業廃

棄物焼却施設は、令和２年 10 月 20日に不動産無

償譲渡契約を締結し、現在は市有財産として管理

をしております。 

当施設の利活用につきましては、施設内の空き

スペース部分の活用方法を検討しており、譲渡前

の案といたしましては、公共に資する利用方法と

して災害用資材の保管が候補にありました。 

しかしながら、譲渡後に施設内を確認したとこ

ろ、建屋が密閉空間ではないことから、雨水の吹

き込みなどによる水たまりが床部分に見られ、現

状では資材などの保管環境に適してないことが判

明いたしましたので、現時点における利活用方法

は白紙の状態となっております。 

今後は、施設の状況を確認した中で最善の利活

用方法を検討してまいりたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

ぜひ施設の有効活用をお願いします。 

次に、旧施設への対処はよくわかりましたが、

再稼働への不安は払拭できたとは思えません。平

成 30 年度に三瓶町内の区長全員の署名に基づい

た焼却炉の解体に関する要望書が提出されており

ますので、再稼働への不安の払拭について、もう

少し具体的な答弁をお願いします。 

○副議長 

管家市長。 

○管家市長 

おはようございます。 

ただいま竹﨑委員から御質問がありました再稼

働への不安は払拭できたととらえてよいのかとい

うことにつきまして、不安の解消について御答弁

をさせていただきたいと思います。 

今回、市が焼却施設の無償譲渡を受けた背景に

は、再稼働を心配される多くの市民の皆さんの声

がありました。今後の再稼働を防ぐ最善の手段と

しましては、施設全体を取り壊しすることがいい

と思っておりますが、産業廃棄物焼却施設の取り

壊しには多額の費用が必要であり、また、国等の

補助事業の適用にもならないことから、現時点で

はこのことについては予定をしておりません。 

しかしながら、施設内に廃棄物を持ち込ませな

い手段として、令和３年度に焼却施設２階の廃棄

物搬入口につながる橋梁等の撤去を検討しており、

このことにより施設の再稼働を防止することが可

能となります。 

市民の皆様には御心配をおかけしているところ

ではございますが、市に譲渡されました以上、再

稼働をさせることなく厳重に管理を続けてまいり

ますので御理解のほどをよろしくお願い申し上げ
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ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

ただいまの御説明で、焼却炉への橋梁部分の撤

去とさらに厳重な管理を続けるということで安堵

いたしました。 

この産廃問題に関しましては、過去に横断幕の

撤去や座り込み等の中止を個人的にもお願いし、

関わりましたが、何よりも約８年間、各区の区長

さん方の後押し、津布理地区を中心とした水を守

る会の方々の粘り強い熱心な取組、町内、市内の

たくさんの皆様方の御支援の賜物と心から感謝し

てます。あわせて、理事者側のその後の真摯な対

応にも敬意を表したいと思っております。国、県

を含めたそれぞれの関係者の皆様、本当にお疲れ

さまでした。 

２番目の質問に移ります。 

南海トラフ巨大地震は、南海地震、東南海地震、

東海地震の３つの総称と言われているものです。

これらは、今後 30 年以内に 70％から 80％程度の

確率で発生するだろうと発表されています。その

際に発生する津波の高さは、三瓶町で最大 9.3 メ

ートル、ちなみに宇和島市 10.1 メートル、伊方

町 21.3 メートルと掲載されています、この最大

級の津波が仮に三瓶支所を襲えば、現地対策本部

の機能が損なわれる事態も想定されていますが、

市としてはどのように考えておられるのか伺いま

す。 

○副議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは竹﨑議員の質問にお答えさせていただ

きます。 

津波対策の現状、特に現地対策本部であります

支所の機能についてでございますけれども、まず、

平成 25 年６月に、県は津波防災地域づくりの基

礎資料となります津波浸水想定を公表し、最大ク

ラスの津波による浸水範囲の予測を公表いたして

おります。この内容は、平成 29 年に西予市の防

災マップに反映をいたしておりまして、全戸配布

を行っております。 

避難訓練などを通じまして、沿岸地域において

最悪の事態が発生した場合の津波浸水域について、

市民の皆様への御理解と注意喚起を図るとともに、

これまで様々なハード対策、またソフト対策を進

めてまいりました。 

津波が沿岸地域を襲ってきた場合でございます

けども、第１に懸念をされるのは、避難の遅れが

発生した場合の人命に関することでございますけ

れども、先ほど議員からも質問がございましたけ

れども、行政といたしましては、沿岸地域におけ

る災害対応、とりわけ現地対策本部の拠点となる

支所がどうなるのかという点につきましても大変

心配をしておるところでございます。 

昨年度完成いたしました明浜支所は、当初より

津波浸水想定を考慮し、津波浸水想定区域外に建

てられておりますが、三瓶支所におきましては、

浸水想定が出される前に旧三瓶支所から現在の場

所に移転をいたしておりまして、最大クラスでは

波高５メートルから７メートル程度の津波に見舞

われる可能性があると想定されているところでご

ざいます。そこで、三瓶授産所跡地を活用して、

今年オープンいたしました地域共生型交流拠点施

設なごみ館の建設に当たりましては、三瓶支所が

災害に見舞われまして機能不全になったといたし

ましても、現地災害対策本部の役割を果たせるよ

うな機能をあらかじめ盛り込む形で整備を行い、

非常時への備えとしているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

ただいまなごみ館に準備しておられるとの答弁

でしたが、具体的にはどのような施設設備及び環

境整備を行っておられるのかお伺いします。 

○副議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

なごみ館の施設整備の状況についてお答えをさ

せていただきます。 

まず、なごみ館は、浸水想定をクリアするため

のかさ上げを行った上での施設整備を行っており

ます。施設内には非常時用の光ケーブルの配線を

整備しておりまして、インターネットを介した双

方向通信ができるようにしているほか、専用の機

材を支所から持ち出して接続すれば、防災行政無
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線の放送も行えるようにいたしております。加え

まして、これら機材を稼働させるための非常用発

電機も備え付けておりまして、一定期間、現地災

害対策本部の機能を担うことができるように環境

整備を行っているところでございます。 

現時点で想定されております最悪の事態、これ

をさらに上回るような津波が発生した場合などは

別なんですけれども、中小規模の地震、津波災害

などにおきましては、現在の三瓶支所の機能が例

え麻痺したといたしましても、現地災害対策本部

の機能を担う代替施設として活用できるものと考

えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

ただいまなごみ館を代替施設として活用すると

の答弁でありましたが、万一に備えての今後の運

用上の課題についてお伺いします。 

○副議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

今後の課題でございますけれども、なごみ館を

現地災害対策本部として運用する事態となった場

合を考えますと、一定期間の使用を想定した非常

用の食料備蓄、防災用資機材の整備などが必要に

なってくると考えております。また、光ケーブル

が断線すれば通信などができなくなり、現地災害

対策本部機能の一部が損なわれてしまいます。防

災行政無線は本庁からの制御によりまして、放送

も可能でございますけれども、双方向の情報通信

などにつきましては、従前から整備をされており

ます機材の活用はもちろんのこと、多重化なども

検討していく必要があろうかと思います。今後、

施設の備蓄、防災用資機材の拡充とともに、不測

の事態に備えました情報通信手段の確保について

検討、整備をしてまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

ただいま、様々な万一を想定した具体的な対応

を述べていただきましたが、本当に整備をしっか

りとお願いし、安心安全のためによろしくお願い

します。 

次の質問に移ります。 

今回、市内在住の知人からの情報で、Ｑ－ＡＮ

ＰＩ、ローマ字でＱ－ＡＮＰＩです、Ｑ－ＡＮＰ

Ｉについて知ったのですが、準天頂衛星を利用し

た安否確認システムの実証調査を内閣府が進めて

いると伺いました。 

そのＱ－ＡＮＰＩとは一体どういうものなのか、

その内容と必要性についてお尋ねします。 

○副議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

Ｑ－ＡＮＰＩシステムについてお答えさせてい

ただきます。 

この準天頂衛星システムとは、日本版ＧＰＳと

呼ばれておりますもので、日本のほぼ真上を通過

する準天頂軌道の衛星からの電波によりまして、

位置情報を計算する衛星測位観測システムでござ

います。 

Ｑ－ＡＮＰＩは避難所に端末を設置して情報収

集し、準天頂衛星を経由して、関係府省庁、地方

自治体への防災機関に情報を伝達するシステムと

なっております。地上の通信網の途絶や輻輳、一

時的に大量のデータが流れることで、通信速度が

下がったり接続ができなくなったり、そういった

状態が発生した場合に、地域が孤立した場合にお

ける通信手段として使用できるというものでござ

います。 

また、大規模災害が発生した場合には、避難者

の状況などの避難所情報、救援物資要求等を発信

することで、早急な救助、救援にもつながります。

さらに、近親者が電話番号で検索し、避難者の避

難状況を確認することもできる、そういったシス

テムとなっております。 

近年、大きな災害が多発する中、山あいや海沿

いの小集落が孤立するといった事態が発生いたし

ております。当市におきましてもそういった事案

が既に発生をいたしております。また、そういっ

た対策を求められていることから、このような安

否確認手段が、国のほうでも検討されているもの

と認識をいたしております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 
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○10番竹﨑幸仁君 

ただいま、日本版ＧＰＳ、有効な通信手段等の

説明がございました。 

東日本大震災では、長時間の通信網の途絶とな

り、住民の皆さんの不安は大変なものだったと聞

いております。それが解消されるとするならば、

こんなありがたいことはないと思っています。 

西予市はこの実証・調査に応募したと聞いてい

ますが、現在の状況と将来的な導入についての現

時点でのお考えをお伺いします。 

○副議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

このＱ－ＡＮＰＩの実証・調査の市の取組につ

いてお答えさせていただきます。 

このＱ－ＡＮＰＩの実証・調査の期間は令和３

年から令和９年までの６年間となっておりまして、

この実証・調査に参加する団体は全国で 24 団体

ということが今予定されております。本市もこの

実証・調査に参加申請をいたしておりまして、先

般、機材 20 台の貸与が決定されたところでござ

います。詳細につきましては、今後国から通知が

あるかと考えておりますけれども、実証・調査を

通じまして、システムの課題を洗い出す形で国に

協力をしていく方針でございます。 

実証期間が終了後におきましては、当市の実情

に照らし合わせまして、防災上有効なシステムに

なると判断ができれば、本格的な導入を検討して

まいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

令和３年から９年の６年間、24 団体が全国で

応募。それから、機材 20 台の貸与の決定。そし

て、将来的な導入も検討したいと答弁いただきま

した。これで海岸地域の方々の安心度は大いに高

まるものと考えられます。 

さてそこで、実証・調査に参加することとして、

機材等の設置場所はどのように考えておられるの

かお伺いします。 

○副議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

当市におきましては、山間部や宇和海沿岸に面

した地域がございまして、土砂災害及び地震、津

波等の大規模災害発生時には、通信途絶や孤立地

域が発生するおそれがございます。こうした実情

を踏まえまして、現段階におきましては指定避難

所など、関連機材の維持管理が通常できることが

可能な場所への設置を検討したいというふうに考

えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

再質問になりますが、指定避難場所に設置との

答弁がございました。 

御存じのように、三瓶町の奥地湾は、入江が大

変に深いために、特に北地区の、例えば周木や長

早、それから南地区で言いますと下泊、皆江のよ

うに、孤立集落が多数考えられます。 

そこで、区単位に設置することを考えていただ

けないかお伺いします。 

○副議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

現段階、実証・調査を行うという段階におきま

しては、その台数が限られるため、指定避難所へ

の配置を前提に考えているところでございます。 

しかしながら、沿岸地域におきましては、津波

等の災害時は浸水する恐れがあるということ、ま

た、今後本格導入するに当たっては、孤立する懸

念がある集落単位で、また、浸水の恐れが低く、

地域の皆さんが避難しやすい施設への配置、そう

いったところへの配置も検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

ぜひ前向きな検討をお願いします。 

この内閣府主催の実証・調査への取組を他の市

町に先駆け積極的に率先して推進していただきた

い。そして、津波のおそれの高い海岸部への安心

安全に努めていただくとともに、西予市全体の防

災力の強化、向上に励んでいただくようお願いし、

次の質問に移ります。 
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３番目です。 

令和２年度から旧三瓶高等学校は宇和高等学校

三瓶分校としてスタートしました。本年度から高

校魅力化事業の一環として公営塾が開始されまし

たが、まずその現状についてお伺いします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

公営塾の現状につきましてお答えさせていただ

きたいと思います。 

西予市内の高等学校に在学する生徒に対し、高

校と連携し地域資源を活用しながら、一般学力の

向上とともに、思考力・主体性・多様性等を備え

た人材を育成することで、市内高校の魅力化につ

なげ、人口流出の抑制と移住定住促進を図ること

を目的に掲げ、今年度から西予市版の公営塾事業

を推進しているところでございます。 

講師は地域おこし協力隊の制度を活用いたしま

して、６月１日から１名を雇用、三瓶分校内の教

室をお借りして公営塾を開設、７月から８月をプ

レ期間として体験していただき、９月から正式に

塾生の個別指導を実施しているところでございま

す。 

現在、２年生７人、１年生１人の合計８人が受

講しております。 

以上でございます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

ありがとうございます。 

では次に、この公営塾の課題はどのようなもの

と考えておられますかお伺いします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

現在講師の充実が重要な課題であると考えてお

ります。 

先ほど答弁させていただきましたとおり、公営

塾では、学習支援はもとより、人材育成にも力を

注ぎたいと考えているところでございますが、現

在の活動は学習支援が中心となっております。 

当初は講師を３人採用することといたしまして、

この夏までに４人の採用審査を実施いたしました

が、採用は１人にとどまっている状況です。公営

塾の活動を広げるためにも、講師の増員が必要と

考えておりまして、現在複数の方に御応募いただ

いておりますので、より良い人材の獲得に向けて

取り組み、公営塾の運営体制を充実させたいと考

えております。 

また、塾生も現在８名でございますので、講師

が生徒と積極的に関われるような仕組みを構築し、

講師の幅広い知見を生かした展開をしたいと考え

ております。様々な経験を積み、幅広い視点を持

つ地域おこし協力隊を通し、地元を愛し、将来的

に西予市と関わってくれる視野の広い人材育成に

つなげたいと考えております。 

以上でございます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

ただいまの御説明で現状と課題について知るこ

とができました。 

現在三瓶分校活性化推進連絡協議会の傘下とし

てプロジェクトチームが発足し、地域を巻き込ん

で積極的に活動しておられます。愛媛県において

も、令和元年度ですが、西予市内の３校が地域に

行き授業の指定校として３年間合同プロジェクト

に取り組んでいること、県立高校が地域とともに

魅力ある学校づくりに取り組み、入学者の減少に

歯止めがかかるよう、引き続き市町と連携してま

いりたいと書かれています。 

そこで、３校が対象ですが、特に廃校の危機に

直面している三瓶分校への支援について、西予市

がどのような考えをお持ちか、西予市としての今

後の展望についてお伺いします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

市としての今後の展望についてお答えいたしま

す。 

地域から高校がなくなることにより地域経済が

落ち込む事例が全国各地域に見られており、市外

の高校に通うことで地元意識も希薄になり、地域

への関心もなくなることが懸念されております。 

現在西予市内県立高等学校魅力化推進協議会設

置要綱を制定いたしまして、教育関係者及び地域

づくり組織など各分野からの御意見をいただき、

公営塾の運営や市として高校を存続させるための
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最善の方向性を導き出せるよう早急に準備を進め

ているところでございます。その中で、高校、地

域づくり関係者、公営塾スタッフ、保護者等に御

参加いただきまして、学習内容の充実や高校の魅

力化全般について御協議していただきたいと思っ

ております。 

今後、協議会での御意見をまとめ、愛媛県へ要

望させていただくなど、愛媛県教育委員会が進め

ております県立高校振興計画へも反映していただ

きたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

答弁ありがとうございます。 

まずは、今の御説明にもありましたが、西予市

内県立高等学校魅力化推進協議会の開催を急いで

いただき、県教委の推進しております県立高校振

興計画へも、市として力強いアピールをお願いし

ます。 

次に、島根県等の成功している先進地の実例に

学んでいただき、学校や行政はもちろんですが、

地域も保護者も本気にならねばとプロジェクトチ

ームの皆さん方は、今日は持ってきておりますが

御披露できませんが、三瓶分校魅力化通信の発行、

既に５回になっております。 

それから、講師を招いての特別授業、月１回で

お２人の講師の方が今既に担当されております、

の開催を実行されており、積極的に活動されてお

られます。三瓶分校の存続のためにと本気で取り

組まれておられます。 

現在廃校の岐路に立たされている三瓶分校のピ

ンチを救い、野村・宇和高等学校にも波及できる

よう強く期待して、この質問を終わります。 

４番目の質問に移ります。 

９月 24 日と 10 月 27 日の三瓶地区の保育園の

民営化に関する説明会に参加させていただきまし

た。２回目の説明会では、直接関係する保護者の

方々の意見や考えを拝聴したいとの私の要望が叶

い、中立の立場でお聞きすることができました。 

ここで、市内の保育環境と三瓶保育園の民営化

について伺います。 

初めに、市内の就学前児童数と保育等施設の現

状についてお尋ねします。 

○副議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

市内の就学前児童数と保育等施設の現状につい

てお答えをいたします。 

ゼロ歳から６歳までの小学校に入学する前の子

ども、いわゆる就学前児童の人数でございますが、

令和２年 11 月１日現在で 1,319 人でございます。

旧町別では、明浜町が 91 人、宇和町が 785 人、

野村町が 228 人、城川町が 72 人、三瓶町が

143 人となっており、その内、担当課で把握して

いる市内の保育等施設を利用している子どもは

1,005 人でございます。 

また、市内には保育園、認定こども園、事業所

内保育施設、小規模保育施設、幼稚園等の 21 施

設が運営されており、その内公立の施設が７施設、

民間の施設が 14施設でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

市内の現状について答弁いただきました。 

それでは市内での待機児童は発生しているのか、

このことについてお伺いします。 

○副議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

保育におけます市内の待機児童についてお答え

をいたします。 

共働き世帯の増加や女性の社会進出、核家族化、

保育士不足など様々な要因により、全国的な問題

となっております待機児童の約９割はゼロ歳から

２歳児と言われております。 

当市におきましても、その年の 10 月１日現在

の数値ではございますが、平成 30 年度に初めて

４人の待機児童が発生し、令和元年度には９人、

令和２年度は５人の待機児童が発生しております。

その内訳は、平成 30 年度はゼロ歳児が３名、１

歳児が１名で、令和元年度及び令和２年度は全て

ゼロ歳児でございます。 

これら待機児童が発生した要因は、年度途中か

らの入所希望数の増加、入所希望年齢の低下、ま

た、年度途中入所希望園児に対する保育士配置が

困難であることによるものでございます。 
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以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

それでは続けます。 

これまでの公立保育所等の統廃合や民営化の取

組状況についてお伺いします。 

○副議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

これまでの公立保育所等の統廃合や民営化の取

組についてお答えをいたします。 

公立保育所等の統廃合や民営化につきましては、

西予市総合計画及び西予市行政改革大綱、また、

西予市児童福祉施設民営化検討委員会の答申、西

予市公立保育所（園）のあり方に関する方針等に

基づき取り組んでまいりました。 

合併時の平成 16年には公立保育所 10 施設と公

立幼稚園６施設の計 16 施設を市で運営しており

ましたが、少子化の進展や厳しい財政状況から、

平成 29 年度までに統廃合を行い、公立保育所８

施設、公立幼稚園２施設の計 10 施設といたしま

した。平成 30 年度には宇和町の石城保育園と多

田保育園の２園を民営化し、城川町の土居保育所

と魚成保育所を統合し、公立の認定こども園しろ

かわ保育所といたしました。 

また、今年４月からは、明浜町の高山保育所を

民営化いたしましたので、平成 30 年度から西予

市民病院に新たに設置した事業所内保育施設スマ

イル保育園を合わせ、現在の公立保育所等施設は

幼稚園も合わせまして７施設でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

ただいま御説明のありました民営化した３施設

について再質問させていただきます。 

民営化後の保育環境に対して、保護者の意見を

聞いておられるのかお伺いします。 

○副議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

民営化した３施設につきまして、民営化後の保

育環境につきまして保護者アンケートを実施いた

しまして、石城保育園・多田保育園におきまして

は、８割から９割の方に満足またはおおむね満足

の回答をいただいております。高山保育園につき

ましても、ほぼ全回答者の方から満足またはおお

むね満足の回答をいただいております。 

また、保護者アンケート結果につきましては、

保護者へ公表するとともに、自由意見の中でいた

だいた要望や指摘につきましても、保護者の代表

や園長、運営法人及び市で構成する保育所民営化

第三者委員会において、今後のよりよい施設運営

につながるよう話合いを行い、改善すべき点は運

営法人においてしっかりと対応をしていただいて

おります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

ただいまの御説明で、８割から９割満足、おお

むね満足、それから第三者委員会等を活用してい

るという答弁でありました。 

では、２つ目の三瓶保育園の民営化について質

問させていただきます。 

初めに、三瓶保育園における保育環境の現状に

ついてお伺いします。 

○副議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

三瓶地区における保育環境についてお答えをい

たします。 

三瓶地区には公立の三瓶保育園と民間のひまわ

り保育園及び三瓶幼稚園の計３施設が運営されて

おります。令和２年４月１日の園児数は、三瓶保

育園が 58人、ひまわり保育園が 52人、三瓶幼稚

園が 11 人でございます。 

三瓶地区において、大多数の子どもたちはゼロ

歳から３歳まで乳幼児保育を中心に行っているひ

まわり保育園で過ごし、４歳から小学校入学まで

は三瓶保育園もしくは三瓶幼稚園に入園するとい

う保育環境となっております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

３施設の運営のことについて、ゼロ歳から３歳
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がひまわり、それから４歳からは三瓶保育園・幼

稚園ということが判明いたしました。 

さて、その三瓶保育園を民営化する、その理由

についてお伺いします。 

○副議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

三瓶保育園を民営化する理由についてお答えを

いたします。 

三瓶地区におきましては、少子化の進展により、

合併時に３施設あった公立保育園は平成 23 年４

月から、蔵貫保育園が休園、平成 27 年４月には

二木生保育園が休園となり、それぞれ三瓶保育園

に統合され、現在は１施設となっております。合

併時の平成 16 年度の三瓶地区の出生数は 46 人で

したが、令和元年度には 23 人と半数になってお

り、令和２年度の出生見込みも現在のところ６人

でございます。 

先ほど申し上げたとおり、三瓶地区においては、

大多数の子どもたちは、小学校入学までに２つの

施設で保育を受けるという保育環境であるため、

保護者から、ゼロ歳から小学校へ入学するまで同

じ施設で保育を受けたいという意見を多数お聞き

しております。 

民間保育所は共稼ぎ世帯の増加や核家族化等に

よるライフスタイルの変化に伴う保護者の保育ニ

ーズに対し、延長保育や一時預かり、病児保育と

いった保育サービスが充実しており、保護者から

は非常に助かっているという意見もございます。 

市がこれらのサービスを実施するには、全ての

公立保育園等において一律に行う必要がございま

すが、そのためには、全国的な保育士不足の中、

10 人余りの保育士を新たに雇用する、また、そ

れにより多額の人件費が必要となるなど、財政の

脆弱な当市においては厳しい状況でございます。 

また、民間保育所の運営には、公立保育所に比

べ、国から手厚い補助金が交付されており、安定

した施設運営を行うことができます。 

以上のことを総合的に判断し、三瓶地域の保育

機会や保育サービスをこれからも安定的に確保し、

住みなれた地域で安心して子育てができる環境を

維持していくために、今回、三瓶保育園を民営化

することといたしました。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

ただいまの御説明で、保護者は同じ施設で保育

を受けたいという要望があるということと、病児

保育サービス、これに随分助かっているというこ

とがわかりました。 

では、ここで三瓶保育園の民営化に向けたこれ

までの取組と今後のスケジュールについてお伺い

します。 

○副議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

三瓶保育園民営化のこれまでの取組と今後のス

ケジュールについてお答えをいたします。 

これまで、保護者説明会や地域説明会の開催、

保護者アンケートを実施し、その中で様々な意見

をちょうだいいたしましたが、おおむね御理解い

ただいたと判断いたしまして、三瓶保育園を民営

化することを決定いたしました。 

今後のスケジュールでございますが、民営化移

管先法人選定委員会によるプロポーザル審査会に

より、移管先の法人等を令和３年１月に選定する

予定でございます。その後、令和３年３月の定例

議会において条例改正を行い、令和４年４月から

民営化する予定でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

ただいまの御説明で、移管先を１月、それから、

令和４年４月１日から民営化に向けてスタートし

たいということがわかりました。 

再質問させていただきます。 

気になっておるんですが、民営化後の現在勤め

ておられる保育士さん等の職員の処遇についてお

伺いします。 

○副議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

保育士等の職員の処遇についてお答えをいたし

ます。 

正職員につきましては、三瓶保育園以外の公立

保育所に勤務をしていただきます。会計年度任用
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職員、いわゆる臨時職員やパート職員につきまし

ては、１年ごとの雇用契約となっておりますので、

三瓶保育園に勤めている会計年度任用職員だけで

はなく、公立保育所等に勤めている全会計年度任

用職員を対象に意向調査を行い、公立保育所勤務

を希望される方には、採用枠に基づいて人事評価

と面接にて採用を決定いたします。民間の保育所

等に勤務することを希望される場合には、雇用の

お願いと、採用していただく場合には、現在の給

与と同等の待遇となるよう、民間移管先法人のみ

ならず、その他の市内民間事業者に対しても市か

ら要請を行ってまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

正規の方々は市内の公立保育園へ、それから臨

時、パート関係の方は、希望にもよるでしょうが、

それぞれ対応可能ということと、給与関係の補償

も同じようにやっていくということを、これはわ

かりました。繰り返しますが、正職員だけでなく、

全職員への適切な対応をぜひお願いしたいと思い

ます。 

続けて再質問させていただきます。 

民営化までにどのような引継ぎを行っていかれ

るのかお伺いします。 

○副議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

民営化までの引継ぎについてお答えをいたしま

す。 

民営化移管先法人が決定した後、保護者の代表

や園長、移管先法人及び市で構成する保育所民営

化第三者委員会を立ち上げ、随時民営化に向け協

議、引継ぎを行ってまいります。 

また、民営化による保育環境の変化に対する子

どもたちや保護者の不安を解消するため、三瓶保

育園と移管先法人の保育士で共同保育を実施する

期間も設けます。 

現施設の修繕等につきましては、保護者や移管

先法人の要望などをお聞きし、子どもたちの安全

安心が確保される保育環境となるよう、しっかり

整備をしてまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

竹﨑幸仁君。 

○10番竹﨑幸仁君 

ただいま、第三者委員会を立ち上げ協議を行い、

引継ぎを徹底して行う、それから共同保育を実施

するという様々な保護者の不安を払拭するように

努めるという答弁でありました。 

10 月の説明会での管家市長の約束は、子ども

たちの安心安全が確保される保育環境を整備して

お渡しするとのことでした。この約束は必ず守っ

ていただき、移管先法人だけでなく、子どもや保

護者、そして地域にとって安心安全な保育所の民

営化となるよう強く要望し、この質問を終わりと

します。 

以上４点の質問に対し、いずれも真摯に答弁い

ただいたことに感謝を込め、私の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○副議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前９時53分） 

○副議長 

再開いたします。（再開 午前 10時 10分） 

次に、15番二宮一朗君。 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

公明党の二宮一朗でございます。 

ただいま議長より許可をいただきましたので一

般質問をさせていただきます。 

今回は大きく地域づくり活動センターについて

と西予市の産業について、２点を質問させていた

だきます。いつもながら時間ぎりぎりになります

ので、私も努力をいたしますので、理事者の答弁

もぜひ御努力をお願いしたいと思っております。

よろしくお願いします。 

まず最初に、地域づくり活動センターについて、

現在市民検討委員会で議論の最中であります。そ

の議論の内容が西予市のホームページに掲載をさ

れておりますので、その議事録を見さしていただ

いて、私なりに素朴な疑問を中心に質問をさせて

いただきたいなと思います。 

１点目は、答申までのスケジュールについてで

あります。 

議事録の議論の内容の中で、今まで示されたス

ケジュールどおりにいくのかなと幾つか心配にな

ることがございました。委員の発言の中で、現在
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の 27 の地域づくり組織、この単位のままで活動

センターに移行するには無理があるんではないか

という御意見もありました。そして、エリアを見

直していくべきではないのかという御意見もあり

ました。また、分館の分科会に関しましても、結

論がなかなか見えないように感じております。 

改めて答申までのスケジュールについてお伺い

をいたします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

地域づくり活動センターに関する市民検討委員

会での検討状況について御説明いたします。 

西予市地域づくり活動センター市民検討委員会

は、本年１月に発足し、市長から西予市小規模多

機能自治活動拠点施設の在り方に関する方針につ

いてを諮問された組織でございます。市内外の

34 名で構成する検討委員会は、本日までに計８

回の会議を開催し、検討を重ねていただいてきて

おります。委員の皆様には、この場をお借りして

改めて御礼を申し上げます。 

答申に至るスケジュールにつきましては、今月

に中間答申、年明け１月以降、センターの設置場

所、指定管理者制度、公民館分館についての御協

議をいただく予定となっております。その上で、

答申につきましては、令和３年４月に御提出いた

だく予定です。 

公民館の分館につきましては、西予市公民館分

館制度分科会で御協議をいただいているところで

すが、その結果を市民検討委員会に御報告いただ

くこととなっております。 

地域づくり活動センターのエリアに関しまして

は、年明け１月の検討委員会にて御協議いただく

予定でございますが、基本的な考え方といたしま

して、センターは旧小学校区に一つ設置するとい

う草案をもとに御検討いただく予定としておりま

す。 

以上でございます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

私は、議事録は 10 月 26 日までしか見てないん

で、その後の部分はちょっとよくわからないんで

すけれども、今部長の御答弁にありました中で、

エリアの検討は１月に検討委員会でするという話

でございました。 

エリアを検討するとなれば、１月と２月、残り

の２回の検討委員会だけで本当に結論が出るのか

なというふうなことと、12 月に中間答申という

お話でしたけども、中間答申の中には当然その内

容が入らないということですよね。そういうこと

でスケジュールの変更が本当は必要なんじゃない

かと私自身は思うんですけれどもいかがでしょう

か。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

エリアの検討に伴いますスケジュールの変更に

ついて御回答いたします。 

１月に開催予定の検討委員会で、事務局から地

域づくり活動センターの設置場所に関する考え方

の草案をお示しして御意見をいただき、御承認を

いただく予定としておりますが、もちろん議論の

進み具合によっては、答申までの検討スケジュー

ルを変更して協議を行うという可能性もございま

す。 

以上でございます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

そこのところが一番大事なところでありまして、

住民の皆さんが納得して進んでいくためには、や

っぱりそこを軽んじるわけにいかないというふう

に思っておりますんで、ぜひそういう進め方をし

ていただきたいなと思っております。 

次に、地域づくり活動センターですけれども、

どのような機能を持って、どのような役割になる

のかという点についてお伺いをいたします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

市民検討委員会では、地域づくり活動センター

に大きく４つの柱が機能として備わることについ

て御検討をいただいております。 

４つの機能を御説明させていただきますと、１

つ目は行政窓口の場です。これは、本庁や支所ま

で出向かなくとも身近なセンターで行政に関する

手続や相談ができる仕組みを御検討いただいてお
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ります。 

２つ目は人づくり学びの場です。これまでの生

涯学習の取組を継続し、地域と行政が協働して人

材育成を行うことを御検討いただいております。 

３つ目は支え合い・つなぎの場です。安全安心

な地域福祉を向上するため、地域にとってより重

要な課題について、地域と行政が協働して取り組

む姿を御検討いただいております。 

４つ目は地域づくりの場です。これまで、それ

ぞれの地域で推進されてきた地域づくり活動を発

展的に進めることを御検討いただいております。 

以上でございます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今４つの機能ということで御説明をいただきま

したけども、取りあえずまず１点、１番の行政窓

口ですけれども、現在の公民館、主事さんを中心

に公民館では各種団体の運営、または会計を持っ

ていただいてるというふうなところが多いのでは

ないかというふうに思うんですけれども、そうい

う機能というか役割というか、そういうお仕事は、

新たな地域づくり活動センターでも引き継がれる

のかどうかお伺いをいたします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

市民検討委員会では、地域づくりの場の一環と

いたしまして、各種団体の事務局機能を引き継ぐ

ということも含めて御検討いただいております。

ただし、市民検討委員会においては、各種団体の

運営、会計事務をそのまま引き継ぐことありきで

はなく、現状の在り方を見直した上で、事務局の

運営を支援することが望ましいという御意見もい

ただいているところでございます。 

以上でございます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

新たな組織になるわけですから当然そのように

進むのではないかと私も思っております。 

次に、地域づくり活動センター、地域で考えた

営利活動を行うことができるというふうにうたわ

れておりますけれども、その財源についてはどの

ように考えておられるのかお伺いいたします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

地域づくり活動センターの財源につきましては、

現在西予市で各種補助事業等を検討しておるとこ

ろ、そういった補助事業を引き続き活用できると

いうような姿も考えてございまして、とりわけ営

利活動を行う際の財源については、地域づくり組

織が地域づくり活動センター内で営利活動を行う

際、例えば西予地域づくり交付金である手上げ型

交付金、または企業支援や商品開発など助成する

西予市産業活性化４事業、こういった事業を想定

しております。 

以上でございます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

西予市産業活性化４事業というのはどういう事

業でしょうか。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

西予市産業活性化４事業とは、市民や市内事業

者の皆さんが市内で起業する際や特産品開発、販

路拡大などを行う際に利用できる助成制度と地域

特性を生かしたグリーン・ブルーツーリズム事業

の新規創業に利用できる助成制度の４事業につい

てを総称した事業となってございます。 

以上でございます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

以前の質問でもちょっとしたんですけれども、

地域づくり組織ですね、組織自体とかまたは営利

活動を行うために法人化が必要というふうになっ

たときに、今の部長が言われたそういう財源は使

えるのかどうか確認をさせていただきます。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

地域づくり組織が法人化された際の補助につき

まして御回答いたします。 

仮に地域づくり組織が法人化された際におきま
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しても、先ほど申し上げました事業につきまして

は、補助対象として活用することができます。 

以上でございます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

では次に、質問項目の２番協働についてに入ら

せていただきます。 

先ほどは答申までのスケジュールについてお伺

いしたわけですけども、ここからは答申から運用

開始までについてのスケジュールについてお伺い

をさせていただきます。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

運用開始までのスケジュールについて御回答い

たします。 

令和３年４月に答申をいただきましたその後の

予定といたしましては、まずは市民検討委員会か

らいただいた答申を踏まえまして、地域づくり活

動センターに関する推進計画案を市として作成す

る予定です。その後、その計画案について、市政

懇談会の場をお借りして、各地域の皆様に説明を

させていただき、御意見をいただく予定としてお

ります。その計画策定の前後になりますけれども、

具体的な地域への個別支援を並行して行うことで、

センター化に向けた準備を進める計画としており

ます。 

また、円滑な地域づくり活動センターへの移行

を行うために、既に試行的な取組を４つの公民館

で行っていただいております。センター化を見据

え、公民館へ係長級の職員の配属を狩江公民館、

横林公民館、土居公民館、三瓶南公民館で行いま

した。また、この 10 月からは、狩江公民館にお

いて、地域づくり組織が地域任用職員を雇用して、

地域づくりに関する事務を担っていただいており

ますところです。 

これらの試験的な取組を検証し、地域づくり活

動センターの推進計画案に反映させたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今御答弁いただいた中に個別支援というのがあ

ったんですけども、個別支援とはどういったもの

なのかお伺いをいたします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

地域によっては、センター化に関する課題は

様々であると認識しておりまして、地域づくり組

織の中でも、地域の現状やセンター化に当たって

の課題等をぜひ引き続き御協議いただきたいと考

えております。 

今後、各地域づくり組織には、それぞれ話合い

の場をぜひ設けてもらいたいと思うべく、改めて

依頼をさせていただきたいと考えております。そ

の上で、市としても地域での話合いの場に積極的

に参加をしていきたいと考えております。 

また、地域づくり活動センターの推進計画がま

とまりましたら、改めて個別の具体的事案に基づ

いた移行支援を地域ごとに行う予定としていきた

いと考えております。 

以上でございます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

これも以前お話しした中で、今も部長言われま

したけれども、それぞれ地域の中で話してもらう

ときに、やっぱりリーダーシップがいる地域とい

ない地域があったり、地域によって当然温度差も

あるわけですよね。そういう質問をしたときに、

３月の代表質問で当時の総務部長だったと思うん

ですけれども、来年度から西予地域づくり人材登

録制度をつくって対応するという答弁をいただい

ておると思うんですけれども、その状況は進んで

いるのかどうかお伺いいたします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

地域づくり人材登録制度の進捗について御回答

いたします。 

今年度取り組む旨の答弁をしていたところでご

ざいますが、現在まで同制度について具体的な制

度設計段階には至っておりません。教育委員会部

局と連携して議論をしているというような段階で

す。 
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地域人材の発掘、育成につきましては、来年度

から地域づくり人材養成講座、まずその地域の方

にその講座に出ていただきまして、その講座を受

講して、地域でのいろんな活動に対するモチベー

ションですとか、そういうやり方、考え方、こう

いったことを身につけていただきたいと、そうい

った講座を予定しておりまして、これを検討して

おります。 

その上で、もしその地域づくり人材登録制度と

いうようなものが必要ということで改めて検討の

結果、そういう制度をつくっていこうということ

になりましたら、現在検討しているところを、さ

らに制度設計のところまで持っていきたいと考え

ておりまして、いずれにいたしましても、地域人

材の発掘、育成に役立つ取組となるよう検討を進

めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

先ほど部長が答弁された今後の中で地域でお話

合いをしていただきたいというふうな答弁ござい

ましたけども、そういう間に、間に合うような感

じで、その人材というのは、発掘というか、人材

の登録制度があるのかなと私は理解しておったん

ですけども、ぜひそれに間に合うような感じでし

ていただきたいなというのと、先ほど言った

27 の今の地域づくり組織の中でも、活発的に進

んでる地域というのはあるわけですよね。そこに

は必ず優秀な意欲的なリーダーがおられるわけで

すよ。そういう方に、市内交流で、なかなか積極

的ではない、案の出にくい地域に出向いてもらっ

たりとか、そういうふうなこともちょっと考えて

いただければいいのかなというふうには思ってお

ります。 

地域づくり活動センターは、このタイトルにも

ありますように、協働というのが基本だと考えて

おります。雲南市が事務局をされております小規

模多機能推進ネットワーク会議の中でも、協働の

仕組みとして、市民一人ひとりの力を発揮する仕

組み、自治の原点を取り戻す仕組み、参加だけで

はなく参画につながる仕組みというふうにうたわ

れております。 

答弁いただいたスケジュールでは、地域で考え

意見を出し合うといった機会が、私が考えるのに

はなかなかないのではないかと、少ないのではな

いかというふうに思うんですけれども、その協働

をどのように理解をしておられるのかお伺いいた

します。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

御指摘のとおり、地域づくり活動センターにつ

きましては、住民と行政の協働による取組が進む

よう市民検討委員会におきましても御検討いただ

いておるところです。 

こうした趣旨からも、令和２年度におきまして

は、これまでに６地区の地域づくり組織と４地区

の老人クラブからの要望に応じ、個別に事業説明

会を開催してきておりました。地域においても積

極的な検討が進められていることを大変ありがた

く思っております。各地域づくり組織等に対しま

しては、来年度を待たずに、センター化に向けた

御検討と地域内での話合いをしていただくよう依

頼をしていきたいと考えております。そうした機

会において積極的に行政側からも地域にお伺いを

して、地域での御意見等を伺いたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今御答弁のあった６つの地区のように、御説明

とかに来てくださいと言うて要望される地区は、

関心や問題意識があるから私はいいんじゃないか

なと思うんですけれども、そうでない地域づくり

組織に関しては、無関心とか問題意識が薄い地域

というのも、先ほどから申し上げているようにあ

るというふうに感じております。 

今回は、西予市の将来を、また我が地域をどう

したいのかというようなことを決めていく市長肝

煎りの事業ではないかと私は理解しておるんです

けども、だとしたら、機会があったらではなくて、

全ての地域にそういった機会をつくっていくべき

というふうに考えますんで、今のスケジュール感

の中で、地域にお願いはされるかもしれませんけ

ど、お願いの仕方ですよね。しっかりそこを、ま

ずは地域で、自分とこで何が必要で何をしたらい
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いのかということを地域の人が本当に話していた

だく、本音で話していただく、そういう時間とい

うのをつくっていただきたいと思うんですけども、

その点はいかがでしょうか。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

御指摘を踏まえまして、全ての地域において話

合いをする機会を持ってもらうべく働きかけを行

ってまいりたいと考えております。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

３月の質問で、本来私は、自治基本条例とかま

ちづくり基本条例をつくって、その中で協働とい

う機運を醸成した中で、具体的に今みたいな進め

方がいいんじゃないかというふうに言ったんです

けども、それはしないという３月の答弁でござい

ましたんで、そこはぶり返すつもりはございませ

ん。とにかく地域で話し合ってもらうということ

をしっかり今御答弁いただいたことを実践してい

ただきたいなと思っております。 

また、これまでの行政からのいろんな市政懇談

会でのこの地域づくり活動センターについての御

説明とか、議会においても市民との意見交換会の

中でいろんな御指摘、御意見をいただきました。

そういう中で、例えば活動センターとして使用す

る老朽化した公民館の問題ですとか、三瓶町にお

いては、東公民館が文化会館の中にあるという、

併設されているということがあったり、そういう

問題などを市民検討委員会で検討しますというふ

うに回答されてるようですけれども、そういうこ

とについてはどのようにお考えなのかお伺いをい

たします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

市政懇談会等で市民検討委員会で検討すると回

答してきました御意見につきましては、既に御検

討いただいてきた内容もございますし、これから

御検討いただく内容もあると承知をしております

が、いずれにいたしましても、市民検討委員会に

御検討いただく予定としております。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ぜひ市民の皆さんにフィードバックできるよう

な検討をお願いしたいと思っております。 

次に、３番目の運用開始についてお伺いをさせ

ていただきます。 

これも６月 22 日の議事録だったと思うんです

けれども、一斉スタートについての議論があった

中で、猶予期間ということが出ておりました。猶

予期間というと、私自身はもう 27 地域が一斉に

というのはなかなか難しいんじゃないかなという

もともとの考えがあるんですけども、そういうこ

とにちょっとなりそうなのかなというふうに感じ

たりはしたんですけども、この猶予期間というこ

とに対して、どのように思っておられるのかお伺

いをいたします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

センター化に当たっての御心配は、特に地域任

用職員の雇用であり、地域によっては、地域任用

職員の雇用状況に差が出る可能性があることも課

題の一つとして認識をしております。 

市といたしましては、地域づくり活動を行う人

材の育成に力を入れ、地域任用職員の雇用を支援

してまいりたいと考えております。雇用に際して

の事務手続等についても、雇用の手引等を作成し、

地域における雇用がスムーズに進むよう検討して

いる状況です。 

地域づくり活動センター推進計画を策定し、地

域への各種支援を行いながら、地域づくり活動セ

ンターの運営を令和５年４月から開始できるよう

取組を進めてまいります。令和５年４月以降につ

きましても、地域づくり活動センターを中心とし

た地域の自主的な取組や新しいチャレンジに対し

て、協働によるまちづくりを進める点からも継続

的な支援を行いたいと考えております。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今答弁いただいた地域任用職員の雇用状況に差

が出るとかいうのはもちろんあると思うんですけ

ど、まだまだ他にも、地域でコンセンサスを図っ

ていかないと前へ進めないなということは、多々
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問題はあると思います。 

今日は検討委員会の議事録中心の質問ですので、

細かいところまでは突っ込みませんけども、次回

にはそういうところが、またお話しできるように

していきたいなと思っております。また検討委員

会にそういうふうに少しでも進むようにリードし

ていただきたいなと思いますのでよろしくお願い

します。 

それでは、次の地域の拠点についてですけども、

27 組織の中では、公民館がない地域もあるとい

うふうに思うんですけども、そういう点はどのよ

うにお考えなのかお伺いいたします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

地域づくり活動センターの設置場所につきまし

ては、１月に開催される市民検討委員会での内容

を御検討いただく予定でございますので、この場

での答弁は現段階では控えさせていただければと

思います。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

とすると、宇和公民館の状況とか、三瓶の地区

公民館におけるセンターの拠点に対することも同

じでしょうか。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

繰り返しになりますが、地域づくり活動センタ

ーの設置場所につきましては、１月に開催される

市民検討委員会で内容を御検討いただく予定でご

ざいます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

わかりました。 

ちょっと視点を変えまして、西予市にある地域

づくり組織の数は 27 なんですけども、一番身近

なというか、一番小さな住民自治である行政区の

数がどのぐらいあるのかをお伺いいたします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

令和２年４月１日現在、行政区の数は 345 でご

ざいます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

最後の質問になると思うんですけれども、行政

区の数が 345というと、行政区でも世帯数の規模

にかなり差があるところがあると思うんですが、

行政区にはそれぞれ集会施設がございます。集会

施設の数でいうと、私のところみたいな小さな行

政区は１行政区１集会所ですけれども、世帯の多

い行政区では、小さな種ごとに集会所があったり

とかいうふうに考えたら相当な数があるんじゃな

いかと。私が普段市内走っとって見よっても「あ

あこれ集会所やな」と思うけども、「使われとる

んかなあ」と思うようなところもいっぱいあるよ

うに感じております。 

そういう場合、老朽化した集会所とか、今回の

人口減少を見据えた自治センター化ですけども、

人口減少していった集落の中で、運営がなかなか

難しい、お守りがなかなかできないとかいうこと

も出てくるので、維持管理が心配されているとこ

ろがあるようにも聞いております。 

このような問題に対してはどういうふうにお考

えなのかお伺いいたします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

これまでの地域づくり活動は、公民館や行政区

の集会施設などを中心として展開されてきたもの

と承知しております。人口や地形、歴史的な背景

や人のつながりなど様々な要因により、地域の拠

点となる場所は市内に点在しているというような

状況です。 

地域に目を向けますと、人口減少や少子高齢化

により空き家が増加し、集会施設の維持が困難な

地域も見受けられているというふうに承知をして

おります。こういった状況も踏まえまして、集会

施設を利用される方の考え方や地域からの要望を

尊重しつつ、地域の拠点施設の在り方について総

合的に検討を行う必要があるかと考えております。 

以上でございます。 

○副議長 

二宮一朗君。 
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○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

例えばなんですけれども、行政区内で集会所の

老朽化とか人口減少などで、集会所の建て替えが

必要というふうになったときに、地域でやっぱり

幾らかの財源は捻出をしていかないかんというふ

うに思うんですよね。そういうときに、もう今さ

ら新しいのいるのというふうな地域によってはそ

ういう話も出るんではないかと思いますし、地域

だけではなくて、行政も負担がいるわけですよね。

そういうことを考えたときに、今から始まる地域

づくり活動センターの中の営利的な活動なのか地

域で行う活動の中で、地域にそれぞれ空き家がた

くさん今できております。そういうところをやっ

ぱり地域の人が一番よく御存じなので、使えそう

な、許可していただけそうなところに限ってです

けども、そういうところをリノベーションして、

例えば集会所代わりに使うような取組をしていく

と。そういうようなところを広げていけば、他所

から注目されると思うんですよ。西予市またちょ

っと変わったことしよるなと。そういうことが、

地域に注目が集まって、人が来てもらったりいう

ふうなことで、地域が逆に見てもらう、注目され

ると活性化されるというのが地域創生の基本じゃ

ないかなと思いますので、ぜひ先ほど言った、先

ほど４事業の中で、ツーリズムという話もありま

したけども、そういうのも使いながら、例えば空

き家をリノベーションするという、以前質問では

なくて提案したことあるんですけども、建築を学

んでる学生さんとかに来ていただいて、こういう

ふうな使い方がいいですよというふうなコンペを

してもらうとか、そういうふうなことをすれば全

国に注目度が出てくるんじゃないかなと思います

ので、そういうことも含めて、今後、地域づくり

活動センターのいいスタートになるようにお願い

したいなと思っております。 

続きまして、大きなタイトル、西予市の産業に

ついてお伺いをさせていただきます。 

産業創出ということについては、現在係という

ふうになっておりますけれども、長い間産業創出

課ということで行政としても取り組んでいただい

てた時期がございました。西予市が産業創出に取

り組む強い気持ちがあるということには感謝をし

ております。 

そこで、この自然豊かな広大な面積と高低差を

有する西予市の魅力を生かした、今までの取組な

どがあればお伺いしたいと思います。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

西予市には 514 平方キロメートルという広大な

面積を有するとともに標高ゼロメートルから

1,400 メートルの標高差があり、日本全国で取れ

る生産物の８割を育てることができると言われて

おります。市内には中小企業及び第一次産業者が

多く、その所得の増加や担い手、後継者など、多

くの課題を抱えております。 

これらの西予市の産業振興、産業創出のために

は、これらの課題解決を図っていくことはもとよ

り、大元を変える、支える一次産業、そして付加

価値を加えていく二次、三次産業に対して、異業

種間も含めて連携し、適切な役割分担のもと、そ

れぞれ得意分野で能力を発揮することにより、そ

れぞれに利益が出るよう協力していくことが重要

であります。 

西予市におきましても、民間の主体的な取組も

積極的に取り入れ、市として支援を行っていける

よう様々な事業を実施していきたいと考え、その

取組といたしまして、ジオブランド推進事業を推

進しております。 

この事業は、市内事業者を対象に首都圏などで

開催される展示会に西予ブースを設置し、市内産

品の販路拡大とブラッシュアップを図る取組を実

施するなど、西予市の産業の発展と魅力発信に努

めているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

今答弁いただいた中のジオブランド推進事業な

んですけれども、実際成果としてどのぐらいあっ

たのか、わかっておりましたら教えていただきた

いと思います。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

参加をいたしました展示会におきましては、平
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成 30 年度が 3757 万円、令和元年度が 3405 万円

となっております。令和元年度につきましては、

コロナウイルスの影響によって３月の展示会が中

止となりやや減少しておりますが、経済振興課の

手がける中で十分手応えを感じてきており、

5000 万円、8000 万円と伸びる可能性がある事業

だと思っております。またコロナが終息後は頑張

ってこの事業を進めていきたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

展示会での売上げだとすれば、私が思った以上

で、すごいなと思ったんですけれども、このジオ

ブランドという限りは、どれくらい市民の皆さん

が知ってくださっているかということが大事じゃ

ないかなというふうに思うんですよね。ですから、

今後そういったことも含めて継続をしていただき

たいなと、市民周知、また市民の中で購買が広が

るとか、そういうふうなことも含めて取り組んで

いただいたらと思っております。 

次に、２番目のツーリズム産業について質問さ

せていただきます。 

本年はコロナ感染拡大の影響で、働き方改革等

でリモート出勤というふうなことが見直されてお

りまして、国も地方創生と言いながら、長い間一

極集中の人口の流れをとめれなかった現状がござ

いますけれども、今回のこのコロナでリモート出

勤とかという働き方改革の中で、ひょっとしたら

地方に流れが来るのではないかというふうな雰囲

気が出てきてるように私は感じておりますし、何

とかこれをチャンスにしていくべきではないのか

なというふうに感じております。 

そこで、西予ジオパークという看板をいただい

ている西予市ならではのツーリズム事業というの

ができるんではないかと思うんですけれども、そ

のお考えをお伺いしたいなと思います。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

西予市では、その地域特性を生かしたグリー

ン・ブルーツーリズム事業の振興を図るため、新

規創業を計画する個人・グループに対して、その

初期投資経費の一部を補助することにより、当該

事業を支援し、地域活性化を目指して、これまで

に９件の補助事業を実施しております。 

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響から、

市内事業者にとっては経済的にも我慢の年であり

ます。このピンチをチャンスに生かす取組といた

しまして、今年８月からの１カ月、市内宿泊事業

者、観光関連事業者等の支援とあわせて、普段市

内の宿泊施設に宿泊する機会が少ない市民の皆様

に西予市の魅力を再発見していただくため、西予

市民限定に、せいよＧｏ Ｔｏジオツアーを実施

しました。 

このジオツアーの体験メニューといたしまして

は、市内 14 団体に有償のジオガイドや真珠アク

セサリー作り体験、着物体験、ピザ作り体験、料

理教室、フットパス散策など、海から山までの

29 のメニューを準備していただきました。身近

に魅力がたくさんある地域だけあって、日頃気づ

かない部分の再発見ができ、今後もこの魅力発信

に市内旅行事業者と連携をとって進めていきたい

と考えております。また、対象を西予市民から愛

媛県民に拡大した事業を 11 月 16 日から進めてい

るところでございます。 

以上、答弁といたします。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今答弁の中でありました県民向けのＧｏ Ｔｏ

せいよジオツアーですけども、11 月 16 日からの

事業開始というふうなことやったんですけれども、

その後コロナの第３波のような状況で今感染が県

内でも拡大している傾向になっておりますけれど

も、その影響はないのかどうか状況がわかれば教

えていただきたいというふうなことと、ツーリズ

ムについてですけども、国においては、国交省の

観光庁の中で、ニューツーリズム振興というのが

あって、そこのテーマ別観光事業として、

2018年ぐらいから取り組まれております。 

全国の中でそういうふうに取り組んでいるとこ

ろが幾つかあるんですけれども、ジオパークに認

定されているこの我が市においては幅広くツーリ

ズムをもっともっと取り入れて、産業としてでき

るのではないかというふうに思うんですよね。そ

の今のお考え、先ほどの答弁と加えて、そういう
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考えはないのかというのをお伺いさせていただき

たいと思います。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

初めに、Ｇｏ Ｔｏせいよジオツアーの申込み

状況でございますが、11 月 30 日現在 260 人の申

込みをいただいております。１週間前と比較しま

すと 75 人増えております。内訳は、市内 48 人、

18％、市外 212 人、82％となっております。体験

メニューも 33 に増やし準備をしておりますが、

約 90％が宿泊のみの申込みとなっているため、

市内旅行事業者も体験を含めたプランを積極的に

ＰＲしていただくように改めてお願いをしている

ところでございます。 

西予市としてのツーリズムの考え方でございま

すが、今回のジオツアーを通じて、初めて市内宿

泊事業者と観光関連事業者が連携して、市内への

旅行プランの作成に取り組んでいただきました。

テーマ性のある体験型の旅行と言われるツーリズ

ムですが、市内では、環境資源や野生の動植物を

通じた体験ができる旅行、エコツーリズム、観光

と健康増進をセットで体験できる旅行、ヘルスツ

ーリズム、長期滞在を通じて地域の人たちと交流

できる旅行、ロングステイツーリズムなども考え

られ、これまでの有名な観光スポットをめぐる、

見るだけの観光から身近にある魅力を新しいツー

リズムとして取り組むことができるんではないか

と考えております。 

今後も、宿泊・観光関連事業者、各団体への支

援に努めるとともに、愛媛県のグリーン・ツーリ

ズム担当課である農政課をはじめ、西予市の農

業・漁業を支援する農業水産課やジオツーリズム

を進めるまちづくり推進課と横の連携を図り、市

内関係事業者と連携を密にして、西予市の魅力発

信に努めてまいりたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ぜひ進めていただきたいなと思います。産業と

して取り組んでいただきたいと思っております。 

ただ答弁にもありましたように、農業水産課や

まちづくり推進課と関係する部署との連携と、こ

れが大体みそなんですよね、いつも。縦型の行政

組織の中でなかなかこれが難しいと、ある程度し

て、あれどうなっとるんやろうといったときに、

ここが進まんからとか、そういうふうなことが、

問題点がいつも出てくるように思っております。

ですから、ここの担当がこれだからこことここに

協力を得るんではなくて、やることが頭にあって、

そこから協力体制が進んでいくというふうな、移

住定住のときにも私そういうお話をしたんですけ

ども、そういう取組方をぜひしていただきたいと

思いますんで、先ほども空き家の件で言いました

けども、そういう西予市が、ツーリズム関係で何

かごぞごぞしよるぜというふうなことが発信され

ることが、例えば県外でそういう興味のある人が、

県外の資本が西予市に来て、西予市で事業を行っ

ていただく、行政がお金出すんじゃなくて、民間

資本が来て、そういう事業を行っていただくと。

一つ二つそういうのが来ると、多分三つ四つ五つ

ぐらいは来るようになるんじゃないかと私は想像

しておりますんで、ぜひそういう意識をしながら

取り組んでいただきたいなと思いますのでよろし

くお願いします。 

それで、次に、自治体の新電力への取組につい

てなんですけれども、この件は３月にも代表質問

で言わしていただいたんですけども、今回菅総理

が誕生をいたしまして、その所信表明演説の中で、

「脱炭素社会に向けて、2050 年までに温室効果

ガスの排出全体をゼロにする」というふうに言わ

れました。 

３月の質問でも言ったときに、なかなかそのと

きの答弁がなかったもんですから、今回改めて質

問させてもらうんですが、総理が当然目指されて

いるということは、そういう財源が、研究すると

か、そういうふうなのに向けて財源が出てくると

思うんですけれども、改めて西予市としてはどう

いうふうに取り組まれるのか、お考えを教えてい

ただきたいと思います。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

菅総理大臣が臨時国会で「脱炭素社会実現に向

け、2050 年までに温室効果ガスの排出を全体と

してゼロにする」と表明されたことを受けて、政

府も具体的な計画を年末を目途にまとめる方針を



 

- 68 - 

 

明らかにしておられます。梶山経済産業大臣も記

者会見で、日本の総力を挙げての取組が必要だと

述べられており、目標達成に向けた動きが加速化

されることと理解をしております。 

さて二宮議員御質問の地方自治体新電力でござ

いますが、地域の風土を生かした再生可能エネル

ギーを利用した発電が増えている状況にあります。

日照時間の長い地域であれば太陽光発電、ダムの

ある地域であれば水力発電、風の強い地域であれ

ば風力発電、森林の多い地域であればバイオマス

発電など、それぞれの地域に合った発電方法を選

択しているようです。 

地域で生み出された再生可能エネルギーによる

電力を地域で活用することは、環境に配慮した取

組として評価されているようです。また、当市に

おきましては、先ほど申し上げました発電方法全

てにおいて可能性がございますが、これまでに、

立地条件などから、主に太陽光発電設備を公共施

設に７カ所設置しております。さらに、企業との

連携による市有施設の屋根等を貸与した太陽光発

電事業が７カ所ございます。 

地方自治体新電力は、地域で発電した電力を供

給することで、地域を活性化することが大きな目

的となっております。自分の住む地域の活性化へ

の貢献や自分の住む地域で発電した電力を使いた

いといった風土愛で地域を支えていく動きは加速

しているようですが、電気代が高くなってしまう

といった課題もあるようです。 

今後も、太陽エネルギーの再生可能エネルギー、

さらにはバイオマスエネルギーや水力等のエネル

ギーなど、新たなエネルギーの普及に向け、専門

家の御意見をちょうだいしながら検討してまいり

たいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今すぐどうのこうのという話ではありませんけ

ども、総理大臣が重要政策と言われたことですし、

また、西予市にはその可能性のある地域だという

ことを踏まえれば研究を進めていくべきだと私は

考えますので、ぜひ一歩前進の取組をお願いした

いなと思っております。 

次に、最後の質問になりますけども第一次産業

について質問させていただきます。 

西予市の基幹産業が第一次産業だということは

長い間言われてきたことでございますけども、現

在市としてはどのようにこの状況をとらえておら

れるのかお伺いをさせていただきます。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

市内で生産したものを市外で売って、その利益

を市内で流通させる産業が基幹産業と認識をして

おります。 

御質問で触れていただきましたように、当市に

おけるかつての基幹産業は、紛れもなく第一次産

業でありました。しかし、時代の変遷、世の中の

仕組みが大きく変化し、かつての産業形態だけで

は分類が難しい状況が起きていること、稼げる状

況が揺らいでいることもまた事実でございます。 

このような中、西予市では六次産業化に取り組

む農林漁業者の方も増えてきています。かんきつ

では、株式会社地域法人無茶々園や株式会社味彩、

また、大豆生産者の有限会社豆道楽など、多くの

個人・法人が新たな商品開発や販路拡大により、

所得の向上や雇用の確保につながる経営を行って

おられます。 

若い農業者におきましては、農家民宿の開業や

かんきつのマルチドリップ栽培の導入による高品

質な農作物の生産を行ったり、新規品目となるフ

ィンガーライムの導入栽培にチャレンジされたり

しております。水産業では、国の支援策による道

の駅や直売所などの販促キャンペーンで使用する

食材費などを支援する品目横断的販売促進緊急対

策事業を活用し、新型コロナウイルス感染症拡大

による在庫の滞留や売上げ減少への対策に取り組

んでいる業者もいます。 

このように、新たな目線で事業を展開する農林

漁業者も増えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ちょっと時間が怪しくなってきたんですけども、

今の答弁を踏まえまして、市としてそういう事業

者に対してどういう取組をしているのかお伺いを

させていただきます。 
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○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

昨年度からは、愛媛県の西予農業指導班が本庁

３階の農業水産課に事務所を置くことにより情報

の共有化や業務の迅速性を高め、農業経営者の多

様なニーズに的確に対応し、担い手の確立を強化

支援しております。 

小さな市が大きく仕組みを変えていくことは難

しい側面がありますが、過去の第一次産業だけに

頼る状況から、都市との連携、企業との連携、流

通や販売に関わる部分の見直し、二次産業、三次

産業、六次産業をも巻き込んだ新たな取組を模索

しながら、若い生産者が新技術を活用し、新たな

挑戦をしていくことで、第一次産業が本来の稼げ

る産業になることができるよう取り組みたいと思

っております。 

もちろん前途は難しい状況にあることは申し上

げるまでもございませんが、様々な情報を分析、

活用しながら推し進めたいと考えております。 

議会におかれましても御指導賜りますようお願

いを申し上げまして答弁とさせていただきます。 

○副議長 

二宮一朗君に申し上げます。残り５分を切って

おります。申し合わせにより以降の質問は行いま

せん。 

○15番二宮一朗君 

今、チンとなりましたので、次の地域ブランド

については割愛させていただきまして、最後の宇

和米についての質問をさせていただきます。 

宇和米につきましては、宇和以外の皆様には、

野村・城川の皆様にはちょっと御不満もあるかも

しれませんが、私自身は宇和に育って宇和米を作

って食べ続けてきた人間として一言質問させてい

ただきたいなと思います。 

以前も、宇和米の価値が周りからどう見られて

るのかというふうなことを質問したんですけども、

何も変化が起こらないということに関してはちょ

っと失望感というものを感じております。昔から

この宇和米は、県内の中で認知をされ、愛媛でお

いしいお米といえば宇和米というふうに言われて

おりましたし、私も松山にも長い間住んでました

けども、出身が宇和ですよというと「お米おいし

いとこやな」というふうに必ず言われました。し

かしながら自主流通米からになってからでも、他

地域とのそういう差別化というのは図られていな

い状況なんですけども、西予市としてはそれをど

のように考えておられるのか、簡単にすいません

けども答弁をお願いしたいと思います。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

宇和米につきましては昨年の第 21 回米・食味

分析鑑定コンクールの国際大会において、田力本

願株式会社の梶原雅嗣さんが見事、国際総合部門

で金賞を獲得されました。また、令和元年度ひめ

の凛食味コンテストにおいて、優秀賞９名の内５

名が市内生産者で最優秀賞も市内生産者の方が獲

得されております。 

こういった個々の取組がひいては産地の信頼度

やブランド化につながるといった事例が他の産地

でも見られております。 

現在ＪＡ東宇和で、近年消費者のニーズが増え

ております有機栽培米や農薬や化学肥料を低減し

た特別栽培米のブランド化について、その基準づ

くり等を含め、農業振興計画の中で有識者を交え、

県や市と一緒になって検討を行っております。そ

れらのブランド米はＪＡの直販で販売される予定

です。 

今後も生産者や活動組織との連携を図り、所得

の向上や生産意欲の向上につながるよう農林水産

物のブランド化に取り組んでまいりたいと思いま

す。 

以上、答弁といたします。 

○副議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ありがとうございます。 

今おっしゃっていただきました田力本願の若い

生産者の皆さん、そういう取組は発信力もたくさ

んありますし、私もホームページ等見させていた

だくと、宇和のお米に対する愛着というのが本当

に伝わってまいります。 

現在の米作農家は国の方針から、田んぼを集積

した大規模事業というふうに認定農家等をつくっ

てやらなければ生き残れないという状況で進んで

おりますけれども、補助金ありきのこういう農業

政策の中で、宇和米というのが薄れていくという
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のが私は心配なわけですよね。ですから、今ほど

の田力本願の皆さんとか、今一生懸命頑張ってお

られる農家の皆さんに、農協がしないんであれば、

行政が宇和米をアピールしてもらうための何か支

援をしてあげて、宇和米のアピールにつながるよ

うに市として取り組んでいただければありがたい

なと、これは私の要望ですけども、お願いをいた

しまして今回の質問を終わらせていただきます。 

議長に心配をかけたらいけませんので、ちょっ

と早めに終わります。ありがとうございました。 

○副議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前 11時 09分） 

○副議長 

再開いたします。（再開 午前 11時 20分） 

次に、18番酒井宇之吉君。 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

議長より、３点についての通告の許可を得てお

りますので、一問一答にて質問を行いたいと思い

ます。 

平成 30 年７月７日のあの豪雨、今でもまだ思

い出します。その中で、私もたまたま議長をやっ

ておりましたんで、管家市長とお見舞いに回らせ

ていただきました。その光景が今でも頭にしみつ

いております。また、信宮議員にドローンで送っ

ていただいた乙亥会館があのような状態になって

るのが、頭の中に今でも思い起こすことができま

す。 

市長の招集の挨拶の中で、災害復旧は道半ばで、

今も復旧が行われているというような報告がござ

いましたけども、この中でふっと見たときに、

10 月の愛媛新聞に、名称「南予きずな博」と豪

雨復興県・９市町イベント、2021 年７月に開幕

というのが載っておりました。 

災害復旧はさておき、心の再生、そして平穏な

生活の取戻し、このような時期にちょうど期を得

た事業であるなとそのように感じたわけでござい

ます。その中で、この中のイベントの目的、概要

について説明をお願いして、市民にしっかりと心

の再生、平穏な生活が戻るようなイベントであっ

てほしいと思いますので、概要について説明を求

めます。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

御質問のえひめ南予きずな博の目的、概要につ

いて答弁をいたします。 

南予地域は平成 30 年７月豪雨により甚大な被

害を受けましたが、全国からの温かい支援が被災

者を勇気づけ、南予地域は創造的復興に向けて歩

み始めております。 

復興はまだ道半ばではございますが、全国から

の支援に感謝し、復興に向けて頑張っている南予

の姿を全国にアピールするとともに、豊かな自然

と多彩な歴史文化に立脚した持続可能な開発を進

めることで、南予地域の観光交流人口の持続的拡

大や実需の創出へとつなげ、暮らす人々と訪れた

人々の元気があふれる自然豊かな美しい南予地域

の再生を目指すことを目的として、南予９市町、

愛媛県、各種団体代表者で実行委員会を組織し、

計画を進めているところでございます。 

概要につきましては、イベントの名称が「えひ

め南予きずな博」、テーマは「つながるきずな、

ひろがるいやし」として、会場は南予全域、開催

期間は令和３年７月から 12 月の間となり、ゴー

ルデンウィークにはオープニングイベントを開催

する計画でございます。 

主要事業として、大きく３つの事業を進めてお

ります。 

１つ目が地域の元気応援事業（イベント）です。

地域の元気づけや復興に向けて南予をＰＲするた

め、被害の大きかった西予市、宇和島市、大洲市

の各三市でシンボルイベントを実施するとともに、

開幕・閉幕など節目に開催するセレモニーイベン

トを開催していくことを計画しております。 

西予市では開催するシンボルイベントについて、

野村地区での開催を予定しておりますが、詳細に

ついては、現在も実施団体と協議中で、詳細は未

定でございます。また、復興支援シンポジウムや

各市町、団体主催の既存イベントにも共通の冠を

つけることとし、南予全体でイベントを盛り上げ

ていくよう計画を進めております。 

２つ目におもてなし事業（体制づくり）です。

来訪者を受け入れる体制を充実させ、同じ領域の

組織同士の連携やネットワーク・協業化を推進す

るためワーケーションネットワークプロジェクト

などを実施する計画です。 

３つ目につながり事業（仕組みづくり）です。



 

- 71 - 

 

被災時に支援していただいた企業やボランティア

の方々との絆づくりや南予、愛媛にゆかりのある

方々、興味・関心を持っていただける方々との絆

づくりを推進するため、まちづくり・移住・定住

促進中間支援連携プログラムなどを実施する計画

です。今後も実行委員会、幹事会などで来年の開

催に向けて準備を進めてまいります。 

議員各位におかれましても、えひめ南予きずな

博の成功に向けて、御協力を賜りますようお願い

申し上げまして答弁といたします。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

災害からの心の安らぎがまだ完全に帰っていな

いときに、新型コロナウイルスが出て、生活が非

常に不安な毎日を送っているところでございます。 

その中で、コロナ禍でのイベントの実施対応に

ついてはどのように考えておられますか、御質問

します。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

現時点におきましては予定どおり開催する方向

で検討を進めておりますが、今後の状況に応じて

随時協議をしていく必要があるのかなと考えてお

ります。 

以上、答弁といたします。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

また、１年延期となったオリンピックの開催と

同時期になるわけでございますが、その関わりに

ついての考え方をお聞かせ願います。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

新型コロナウイルス感染症の拡大により

2020 東京オリンピックが１年延期となり、開催

時期が重なりますが、シンボルイベント以外はソ

フト事業を多く実施するよう計画しており、警備

員などの人員配置が必要となるイベントが少ない

ため、実施困難が予想される事業について時期を

調整することなどの対応をすることが可能である

と愛媛県にも確認をしております。 

また、経済振興課としましてもオリンピックと

時期が重なることを利用し、より多くの集客を目

指し、きずな博の盛り上がり、西予市への集客に

つなげていくよう検討を進めているところでござ

います。 

私自身、昨年オリンピックがあると思っており

まして、東京がにぎやかな時に北海道へ旅行に行

こうかなと思っておりまして、旅行会社に聞きま

すと 1.5倍から 1.8 倍の料金でありました。その

ときには私もこのことをちょっと考えておりませ

んでしたけど、オリンピックがあったついでに来

ていただくというこの発想は物すごくいいんじゃ

ないかと思って、今経済振興課で計画をしている

ところでございます。 

以上、答弁といたします。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

災害については、非常に野村に死者が出てああ

いう状態になりましたので、野村ばかりが取り上

げられているというような状態が見えますけども、

旧町ごとにそれぞれの災害がまだ道半ばでござい

ます。その辺りも含めまして、このイベントに西

予市独自の予算化等々についてお考えがあるかど

うかを御質問いたします。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

来年度いやしの南予きずな博の予算総額は 3億

4500 万円と予定されております。総額に対する

県と市町の負担割合は１対１で、西予市におきま

しては、人口割、県外観光客数、財政規模の数値

により算定された令和３年度の負担金額は

2371 万 9000 円となっております。この予算につ

きましては、令和３年度当初予算に計上させてい

ただく予定となっております。 

御質問の市独自の予算化の考えにつきましては、

先ほど説明しました地域の元気応援事業として、

れんげまつりなどの既存のイベントをいやしの南

予きずな博実行委員会が連携したイベントとして

認定し、広報宣伝・誘客の面からもサポートする

ことになっておりますので、各イベントの集客に

相乗効果も見込めるものと考えており、現時点で

は新たな予算を計上する考えはございませんが、
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コロナ禍でもあり、シンボルイベントや既存イベ

ントなどの実施状況によれば、予算を抑えた新た

なイベントを西予市で開催することについても検

討していく必要があるのかなと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

この事業が心と心をつなぐ、そして南予の人口

少子化、人口減少の中で、過疎対策にもなるよう

な一つの事業になりますように、みんなが協力し

てこのイベントを盛り上げていくことをお誓い申

し上げまして、私の１番目の質問を終わります。 

続きまして、住んでよかった街づくりの対策は

ということでございますが、住んでよかったとい

うのは過去になりますけども、住みたい街づくり

対策はと両方の意味合いがございます。 

住んでよかった街づくり、住みたい街づくり対

策はという考え方で質問をさせていただきます。 

住んでよかったと思えるような、住みたいなと

思えるような街づくりはどのような基準を考えて

おられますか。日本の中でも各都市のいろんな住

みたい街ランキングが出ております。また、テレ

ビ放送はやったわけでございますけども、先般徳

島県でも住みたい街ランキングが発表されました。 

そのような中で、西予市の中ではどのような基

準で考えておるのか。そしてまた、これをある程

度数値化できるような形にできないか、その辺り

について御質問をいたします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

住んでよかった、あるいは住みたい街づくり対

策の関係について御質問いただきました。 

各民間事業者等で、住みたい街を数値化し、ラ

ンキングとして発表されているものがあることは

承知をしております。このランキングにつきまし

ては、市町村ごとに人口・地価水準・主要交通の

利便性など、基礎情報の他に、病院や保育所・介

護施設などの福祉の充実度や自治体の支援制度な

どを総合的に判定し、発表されており、数値化の

基準については、発表する民間事業者によって違

いがあるものと承知をしております。 

西予市では、移住・定住・安住への取組を推進

するため、市民や民間事業と協働をしながら、移

住交流施策の検討を行っており、移住希望者に発

信するＰＲのポイントといたしまして、標高ゼロ

メートルから 1400 メートルからなる海・里・山

の多様な生活スタイルが選べること、地域づくり

活動などが盛んで、人と人の結びつきが強く、移

住者に関してもサポートを受けやすい環境がある

ことなどをストロングポイントとして、移住希望

者に情報発信をしております。 

また、移住者を獲得するため、令和２年２月に

設置をいたしました民間の中間支援組織、一般社

団法人西予市移住定住交流センターと連携をしな

がら、移住希望者に向けて情報発信・相談対応を

行っております。今年度は、新型コロナウイルス

感染症の影響により、これまでのような都市部に

出向いての情報発信や相談対応が行えておりませ

ん。 

しかしながら、御承知のとおり、都心部からの

移住を真剣に検討している方々が増加していると

いった報道もよく耳にするようになりまして、西

予市としてもこの機会を逃したくはございません。 

新たな取組といたしまして、ウェブ会議システ

ムを活用したオンラインによる移住フェアに、令

和２年 10 月末までに７回参加しております。フ

ェア以外のオンライン相談を含めますと 18 人の

移住相談を受け付けました。都市部に出向いての

フェアなどと比べますと相談件数は減少いたしま

すが、１人当たりの相談時間を１時間程度取るこ

とができ、きめ細やかな相談に応じることができ、

しっかりと西予市の情報を発信できていると考え

ております。また、丁寧に説明した後に当市に訪

れていただき、直接地域と触れ合っていただくよ

うに持っていくなど、質の高い移住相談対応を行

い移住者獲得に努めております。 

なかなか数値化というところは難しく、私個人

の考えにもなりますけれども、やはり移住を検討

している方々の御意向と受入れ側の地域の意向を

いかにマッチさせていくかと、そういう伴走型の

支援、こういったものが重要だと考えております。

また、移住をした後の支援、すなわち安住のため

の支援が重要ではないかと考えておりまして、移

住・定住・安住の支援をパッケージとして打ち出

していくべく、関係者とさらに検討してまいりた

いと考えております。 
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○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

３つ出ましたけども、私はやっぱり安住が西予

市の魅力だと思うんです。そこに住んでる人がこ

の街に住んでよかったなと思えるような街づくり

が一番いいんじゃないかなと。自然にそういう街

づくりをしてたら、移住したくなるし、そして定

住もしたくなる。このようなもんだろうと。向こ

う三軒両隣が、人間的なつながりを持って仲よく

していく。そのような街づくりの住んでよかった、

住みたいなと思うような街づくりを目指していた

だきたい。そしてまた、西予市の特性である、先

ほどもお話があった 514 平方キロメートルの中で

旧町ごとによさがあるんで、分割したような形で、

先ほど酒井部長は、日本全国で取れる生産物の

80％ぐらい取れるんだと。こういう特性を何かで

ひっつけてやるとかそのようなもんで、お尋ねし

ますが、ストロングポイントとしての移住希望者

に情報発信してるそうですけど、どういう視点で

どういう項目で情報発信してるかお聞きします。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ちょっと網羅的には御説明できませんけれども、

まずはやっぱり産品の話、または現状、こちら側

の受入体制、空き家が可能改修だとか、空き家を

改修するための補助制度ですとか、そういったと

ころを説明させていただいております。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

やはり希望される方が都会とは違うんですよね。

この自然と触れ合って、ジオパークなんかの魅力

を発信して、その辺りで定住策を考える。そのよ

うな施策も必要ではないかと思いますが、実際に

移住につながった事例はございますか。 

○副議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

現在オンライン相談を通じて移住された件数は

ありません。オンライン相談を通じて、当市を訪

れた件数につきましては２件ありますが、移住へ

の下見段階であります。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、

移住希望者に当市に訪れていただくタイミングに

苦慮しているところでもございます。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

住んでよかったなと思うのは、100 人が 100 人

項目が違うと思うんですよ。100 人が 100 人、こ

の項目があるから住んでよかったっていうことは

ないと思います。100 人の内に、不自由している、

幸せを求めていく、その個々のものさしによって、

その街が住んでよかったなと思えるような街にな

るのか、100 人の内 10 人でも一つのことに、そ

う思っていただけるような施策をこれからも目指

していただきたいと思います。 

ところで、そういうことを前提にいたしまして、

これは宇和島市が金婚式をやった。それ兄弟だっ

たんですよね。夫婦が並んで金婚式に宇和島市の

主催で行った。そして、一緒の年に結婚したもん

だから、西予市はないんよということになって、

西予市の中で金婚式をやってもらうようにお願い

してもらえんかなというような要望がありました。

ある民生委員さんにも尋ねました。「そうですね。

平成 17 年ぐらいまではやってたんかな」という

話をしておりましたが、その中で、金婚式のこの

ような要望を、見てましたら今治市もやってます。

このあたりも含めまして、住みやすい、住んでよ

かったと思えるような施策の一環として、金婚式

の実施はどのように考えておるかお聞きをいたし

ます。 

○副議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

金婚式のお祝いを市で実施する計画についてお

答えをいたします。 

当市では、平成 16 年度に敬老事業の一つとし

て、議員がおっしゃるとおり、金婚を迎えた夫婦

に対し 1万円相当の記念品を贈呈しておりました

が、平成 17 年度に敬老事業全般の見直しを図り、

廃止をしております。 

金婚式の趣旨につきましては、子どもや孫など

の家族が中心となり、長い道のりをともに歩んで

こられた父母や祖父母の健康を盛大に祝うととも

に、長年の御貢献と御苦労に対し敬意と感謝の気



 

- 74 - 

 

持ちを伝えるものとされております。現代の多様

化する結婚の形態に対する世論やプライバシー等

の問題もございますが、家族の在り方なども年々

変わってきておりますので、市で取り組むべきか

今後検討させていただいたらと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

先ほど宇和島市と今治市と言いましたけれども、

この点につきまして県下実態はどういうふうにな

ってるかわかりますか。 

○副議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

県内の 11 市ではございますが、金婚式と、も

う一つダイヤモンド婚式を事業として実施してい

るのは、両方やっているのは２市でございます。

金婚式のみ実施してるのも２市でございますので、

全体で４市が実施しているような状況でございま

す。 

金婚式及びダイヤモンド婚式を両方やっている

のは今治市と四国中央市で、今治市は、賞状と

2,000 円相当の額縁、記念写真を贈呈しているよ

うでございます。四国中央市が祝状と金婚式のお

祝いとして 2,500円、ダイヤモンド婚式につきま

しては 5,000円相当の記念品を贈呈しているとお

聞きしております。先ほどありました宇和島市は、

祝状と 2,000円相当の記念品、記念写真、また西

条市では祝状と 3,000円相当の時計をお送りして

いるというふうにお聞きしております。 

以上でございます。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

今治市は 70 組が金婚とダイヤモンド婚で出席

しているようでございます。もうこの年になりま

すと、多分出席はようしない御夫婦もおられるん

じゃないかというふうに想定されますけれども、

先ほど部長が答弁していただきましたプライバシ

ーの問題とか、結婚の形態なんかを考えてでござ

いますけども、結婚の形態なんかがここしばらく

変わっておりますね、といいますのは、一つは晩

婚化してしまっております。30 歳で結婚して金

婚式言いますと 80 歳ですよ。夫婦共々80 歳。ダ

イヤモンド婚式になると 90 歳になるんですよ。

出席なんかなかなかできないんですよ。これから、

25 歳でやってたとき、そして結婚した３組に１

組が今離婚してるんですよ。そして高齢化率が非

常に高い。例えば、議会の議員の半数以上は

65 歳以上なんです。こちらは 65 歳以上は市長だ

けじゃないですか。そうですよね。65 歳以下と

いうような状態で、感覚のずれもやっぱり我々の

ように年齢がいきまして、私が金婚式やってくれ

と言ったって私はもうできませんので、そのよう

な状態になってる人が、今まで 50 年夫婦が歩ん

できて、別れようか思ったことも何度もあろうと

思いますよ。それを子どもや家族が中心になって

た時代は、家という中心で回ってた時代、昭和の

初期から戦後ぐらいですね、それから家族中心に

回ってた、そういう社会風潮も家よりも家族のほ

うが大事という時代もありました。今は家族より

も個人のほうが大事になってるような時代が社会

風潮に進んであります。 

また子ども達も外へ出てる。そのような中で金

婚式を子ども達がやってくれるということは最近

聞いたことないですよ。そのような中で、行政も、

本来は自助でやるべきだけど、公助も手助けがで

きないかというお話しているところでございます。 

財源につきましても、他市を見ますとそんなに

要らないんですよ。そして西予市は、100 歳の祝

金を去年までは 10 万円でした。本年度から 5 万

円になりました。敬老事業が少し薄れてるんじゃ

ないかなと思いますんで、この金婚式の行政の実

施については、検討するという答弁でございまし

たけれども、しっかりと民生委員さん、お年寄り、

老人クラブ聞いていただきまして、対処をお願い

するところでございます。 

これも一つの事業でございますので、実際は住

みやすい、住んでよかったと思うかどうかは、

100 人が 100 人思わないと思うんです。西予市が

この事業やったら、わしらは黙って寂しいのに、

独身なのに、結婚も一生しなかったのに言う人が

おるかもわかりません。ただし、一生懸命 50 年

頑張ったご夫婦に対しては、敬老の気持ちは多少

なりでも、行政として公助ってのが横から助ける

役ですから、ちょっと気持ちを振り返って、また

その家族が中心になって、それを中心になってま
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た家族が集まるチャンスになったり、そして老人

クラブが、もっとそういう行事をして活性化して

いくような、高齢化率 43％が 44％になってると

思いますが、端々はもう 50％超えてるわけです

から、このあたりの敬老事業につきまして、もう

少し積極的な対応をお願いしたいと思う次第でご

ざいます。 

続いて、コロナ禍での産業振興についてお尋ね

をいたしますが、今回の産業振興は、林業や米作

やいろいろありますけれども、明浜・三瓶の産業

振興について、特にかんきつと真珠についてお尋

ねをいたします。 

先般、宇都宮俊文議員が持続化給付金の農家の

件についてお尋ねしましたが、現在給付金を受け

た農家数、金額はわかりますか。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

新型コロナウイルス感染症の拡大による支援策

としての持続化給付金、先般も宇都宮俊文議員の

ときにお答えをしましたが、これは御本人たちが

パソコンやスマートフォンなどから申請が可能と

なっておる事業でございまして、私どもでその件

数、金額は把握することができません。 

なお、前回俊文議員の回答のときにちょっと忘

れておりましたが、この申請期間は令和３年１月

15 日までできることとなっております。広く活

用を呼びかけていきたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

これは実を言うたら所管が中小企業庁なんです

よね。中小企業庁がやってる所管で、市のほうは

通してないわけでございます。なかなか農業の人

たちが、情報が入ってきてる人たちは直接頼んで、

それを受けてます。非常にこれは一息つける給付

金であったと思います。 

続いて、高収益作物次期作支援交付金につきま

しても、愛媛新聞の 11 月 30 日に出ておりました

ので、この経緯についてはもう尋ねることはござ

いませんし、宇都宮俊文議員が尋ねております。 

中で１点だけ、市長のほうからもおわびの、農

業再生会議からもおわびの通達がございました。

再度 12 月７日から 12 月 11 日までの見直し内容

での申請受け付けを実施しということになってお

るんですが、例えば、今かんきつで一番忙しいと

きに、再度書類を書き換えて出すということは至

難のわざだと思います。 

そこで１回目に出した申請書類がそのまま受理

されて、駄目なところは却下するというような方

法とられるのか。再度出さないと受け付けないの

か、その点お聞きします。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

酒井議員のお尋ねもわかりますし、農家の御都

合もわかりますが、この国からの通達によります

と、新たに申請をしてくれというような通達でご

ざいまして、そのお手伝いを一生懸命していると

ころでございます。 

以上、答弁といたします。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

これ、中小企業庁からのやつは給付金、今度の、

これもなかなか長いんで言いにくいんですけど、

これを受けると、反当 5 万円もらうということで

話が進んでたんです。だから、5 万円の事業と呼

んだほうが早いんで 5万円の事業と言いますけど、

この反当 5 万円の事業は交付金なんですよ。交付

金と給付金なんかどんなに違うんでしょうね、私

ちょっとわからないんですよ。これはもう後でい

いです。これは私もわかりませんので、交付金と

支援金というのはどうして、これ農林省と中小企

業庁が違うわけですよね。同じようなもんだと思

うんだけど。その点はまた調べておいてください。 

これ実を言いましたら、宇都宮久見子議員が返

礼品のパーセント出しましたよね、部長が。かん

きつが 60％じゃなかったですか。それでそこへ

真珠が 10％ぐらい足しますと、実際 70％の返礼

品が明浜や三瓶から出てんですよ。この返礼品の

パーセントが、これほど多いのは明浜のかんきつ

や真珠や三瓶と明浜の合わせたかんきつが出てる

んです。その辺りも含めて、この農業についてこ

れからもしっかりとやっていただきたい。私から

は、非常に今年のかんきつの、裏年、表年によっ

て単価が違いますんで、その辺りも安定できるよ
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うな、そして後継者につきましても、非常に元気

のいい後継者も帰ってきておりますんで、その辺

りも支援していただくようなご希望をいたしてお

きます。 

続きまして、これも漁協でございますが、魚類

養殖業の実情につきましてお尋ねします。 

西予市での魚類養殖業の数とか実態について御

説明を願います。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

コロナ禍での実情ということでお答えをさせて

いただきます。 

西予市における漁類養殖業の状況といたしまし

ては、近年の魚価の低迷、飼料の高騰により経営

が厳しい状況であった中、新型コロナウイルス感

染症拡大による飲食店の営業自粛、緊急事態宣言

等の影響により春先は魚が出荷されず、同月前年

比で 20％程度の出荷量、15％程度の売上げとい

った業者もありましたが、緊急事態宣言解除後、

徐々に流通が回復している状況にあると聞いてお

ります。 

また、国の支援策であります品目横断的販売促

進緊急対策事業を活用して、地元企業と連携をし、

在庫が滞留し価格が下落している養殖魚の販売促

進として、養殖マダイであれば 100グラム当たり

上限 250円の食材調達費や輸送費、ポスターなど

の広告宣伝費に対して２分の１の補助を受け、新

規に開拓した県外の販売先においてキャンペーン

を展開し、売上げ減少の対策に取り組んでおる若

い養殖業者の方もおいでて、楽しみだなと考えて

おります。 

しかしながら、最近のコロナウイルス感染症の

再拡大により、飲食店の営業時間短縮要請や忘年

会・新年会などの自粛が予想され、再び出荷の停

滞が心配されているところでございます。 

なお、魚類養殖業者の多くは、事業の継続のた

めの国の支援策であります持続化給付金を申請し

ていると伺っております。 

以上、答弁といたします。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

持続化給付金を申請してない方もおられるよう

ですので、このあたりも含めて、宇和島市がタイ

が売れないからと言って市長自らが、どんどんど

んどん動きまくって、タイの消費拡大につなげて

いると。このような実情の中で、少し産業の中で、

漁業や真珠が、海のほうに余り力が西予市は入っ

てないんじゃないかなというような、私のように

明浜で育った人間はそのように思います。 

このあたりも含めまして、改めてコロナ禍での

養殖業者などを助けていただけるような、支援を

していただけるようなそういう指導をしっかりと

お願いしたいと思います。 

続きまして、真珠養殖業の実態についてでござ

いますが、真珠業者は、実を言いましたら２月に

全部浜揚げは終わりまして対象にならないんです。

ただ今回 12 月に浜揚げする人もおれば、浜揚げ

しても売れないんですよ、２月に浜揚げした玉が、

バイヤーさんが買って退化してるわけです。コロ

ナで海外へ輸出できない。そのような真珠業者の

実情に合わせて、今年の浜揚げはほとんどやらな

い。そのようなことになっております。また、や

らないといけない母貝もある。そのような実情を

しっかり踏まえていただきたい。 

その中で、真珠業者の支援、そのようなものは

考えておるか、計画があるかお尋ねをいたします。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

西予市における真珠養殖業の実情としましては、

今年度中の真珠の入札会が中止となっておること

に伴い、真珠養殖業者は今年の真珠販売による収

入がなくなることによる経営の悪化が予想をされ

ます。 

さらに昨年からのアコヤガイ稚貝の大量へい死

により、今年度の母貝が不足している状況であり、

来年度以降の真珠生産量に影響するものと推測さ

れます。 

このような状況下、国のコロナ支援対策の一つ

である持続化給付金については、真珠販売の時期

の関係により、前年同月比較では収入減になって

おらず、現段階では申請できない状況であります

が、年明けに今年の売上額が確定しました後に、

各業者が申請手続を行えるよう愛媛県漁業協同組

合明浜支所で準備をしているところでございます。 

西予市としましても、持続化給付金の給付対象
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者が漏れなく申請、受給できるよう周知していき

たいと考えております。 

また、アコヤガイへい死の原因究明につきまし

ては、昨年 10 月に愛媛県、関係市町、漁協、大

学などによる対策協議会を設立し、調査研究を進

め、先日感染症の可能性を示唆する結果が得られ

たとの発表があったところでございます。今後も

関係機関で検討が行われる予定です。 

また、愛媛県漁協と八幡浜漁協の対応に関しま

しては、明浜の漁業者は愛媛県漁業協同組合に所

属し、三瓶町の漁業者は八幡浜漁業協同組合に所

属しており、西予市としましても、それぞれの組

合に対して支援を行っていきたいと今現在進行形

の補助事業も考えているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

アコヤガイがへい死した、世界中にコロナ感染

病が蔓延してる、アコヤガイの世界にも感染症が

蔓延したんかなと。これの感染症の解決方法はま

だついておらない。県や国が指導してやっており

ますけれども、その実態を月一、宇和島産真珠と

いうことになるんです。でも宇和島産真珠の中で

も明浜産真珠はすごくいいものがとれてるんです。

製品率も高いんです。それでほとんどの真珠業者

が専業になってるんです。その人たちが、今年お

金にならなかったら、来年 12 月、１月にしかお

金にならないんです。収入が入ってこない。 

そこへ持ってきて、アコヤガイの母貝という玉

を入れる貝があるんです。それが、自分たちが希

望したほど割当てがない。私の聞いてるところで

は、２業者は母貝の割当てがないという人も聞い

てます。その辺りの実態もしっかりと踏まえて、

これから明浜産の真珠も宇和島産真珠の中ではあ

るけれども、売り込みや指導をしっかりとしてい

ただきたいなと願う次第ですが、心構えを部長聞

かしてもらえますか。 

○副議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

昨日の答弁の中でもありましたふるさと納税の

返礼品につきましても、本当に明浜産ミカン、そ

れと明浜産の真珠は買っていただいた後の感想が

とても好評で、今年もコロナがなかったら明浜産

の真珠でふるさと納税がたくさんあるんやろなと

期待しとったのでちょっと残念でございますが、

真珠業の明浜の真珠の養殖の皆様にも、それと養

殖の皆様にも、何らかの市としてのお手伝いがで

きる方策を今考えておりますので、今少しお待ち

をいただいたらと思います。 

以上です。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

国・県の市の補助、支援についてでございます

けれども、これにつきましては、宇都宮俊文議員、

または各議員が質問をいたしております。これに

つきましては割愛をさせていただきます。 

その中で、各省庁から、中小企業庁から出てる、

農水省から出てる、厚生省から出てる、文科省か

ら出てるコロナ対策の費用が、全体的に西予市の

中で財源がどのようになってるかをお聞きいたし

ます。 

○副議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

国・県の補助の支援の状況等でございますけれ

ども、これまでの国・県・市の新型コロナウイル

ス感染症対策の総体での財源内容につきましては、

今回上程をさせていただいております補正予算第

９号の議決をいただきました後の一般会計での事

業費は、総額で 51 億 8976 万 7000 円、財源の内

訳といたしましては、国庫支出金が 48億 8383 万

円、県支出金が 1 億 7728 万 4000 円、地方債が

880 万円、その他特定財源が 79 万 5000 円、一般

財源が 1億 1905万 8000円となっております。 

国庫支出金の内、主なものでございますが、特

別定額給付金給付事業費国庫補助金が 36 億

9500 万円、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金が 9億 5735 万 7000円となってお

ります。地方創生臨時交付金を財源といたしまし

た事業費は、総額で 10 億 7431 万 3000 円となっ

ております。 

以上でございます。 

○副議長 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 
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コロナ禍での今、生活不安、そして、いろんな

問題が起きておりますけれども、早くコロナが鎮

静化して、平穏な毎日の生活がそれぞれできるよ

うに御祈念申し上げまして、私の一般質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございました。 

○副議長 

以上をもって、本日の日程は全て終了いたしま

した。 

12月７日は午前９時より一般質問及び質疑を行

います。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午後０時10分 

 



 

 

 

 

第 ４ 日 

 

12月７日（月曜日） 
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令和２年第４回西予市議会定例会会議録（第４号） 

１．招 集 年 月 日 令和２年１２月 ７日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 令和２年１２月 ７日 

          午前 ９時００分 

１．散     会 令和２年１２月 ７日 

          午後 １時１７分 

１．出 席 議 員        

    １番  和 気 数 男 

    ２番  宇都宮 久見子 

    ３番  信 宮 徹 也 

    ４番  宇都宮 俊 文 

    ５番  加 藤 美 香 

    ６番  中 村 一 雅 

    ７番  河 野 清 一 

    ８番  佐 藤 恒 夫 

    ９番  山 本 英 明 

   １０番  竹 﨑 幸 仁 

   １１番  小 玉 忠 重 

   １２番  源   正 樹 

   １３番  井 関 陽 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  森 川 一 義 

   １８番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

   な    し  

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

  市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  宗   正 弘 

   教  育  長  松 川 伸 二 

   総 務 部 長  山 住 哲 司 

   政策企画部長  下 澤 広 幸 

   会 計 管 理 者  三 瀬   功 

   医療介護部長  山 岡 薫 彦 

   産 業 部 長 兼 
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      議  事  日  程 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第１１９号 西予市建設残土処理場管理

条例制定について 

   議案第１２０号 西予市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例制定

について 

   議案第１２１号 西予市介護保険条例等の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１２２号 西予市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第１２３号 西予市国民健康保険診療所

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１２４号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１２５号 西予市生活交通バス条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１２６号 西予市有料駐車場条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１２７号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１２８号 西予市地域福祉基金条例を

廃止する条例制定について 

   議案第１２９号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第１３０号 西予市卯之町駅前複合施設

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第１３１号 令和２年度西予市一般会計

補正予算(第９号) 

   議案第１３２号 令和２年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算(第

４号) 

   議案第１３３号 令和２年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第１３４号 令和２年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第３号) 

   議案第１３５号 令和２年度西予市病院事業

会計補正予算（第４号） 

   議案第１３６号 財産の無償貸付について 

議案第１３７号 西予市明浜農産物集出荷施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１３８号 西予市城川高品質堆肥セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

３  請願第 ２号 加齢性難聴者への補助器購

入に対する公的補助制度創

設を求める請願書 

   陳情第 ２号 地方たばこ税を活用した分

煙環境整備に関する陳情 
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本日の会議に付した事件 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第１１９号 西予市建設残土処理場管理

条例制定について 

   議案第１２０号 西予市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例制定

について 

   議案第１２１号 西予市介護保険条例等の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１２２号 西予市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第１２３号 西予市国民健康保険診療所

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１２４号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１２５号 西予市生活交通バス条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１２６号 西予市有料駐車場条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１２７号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１２８号 西予市地域福祉基金条例を

廃止する条例制定について 

   議案第１２９号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第１３０号 西予市卯之町駅前複合施設

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第１３１号 令和２年度西予市一般会計

補正予算(第９号) 

   議案第１３２号 令和２年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算(第

４号) 

   議案第１３３号 令和２年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第１３４号 令和２年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第３号) 

   議案第１３５号 令和２年度西予市病院事業

会計補正予算（第４号） 

   議案第１３６号 財産の無償貸付について 

議案第１３７号 西予市明浜農産物集出荷施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１３８号 西予市城川高品質堆肥セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

３  請願第 ２号 加齢性難聴者への補助器購

入に対する公的補助制度創

設を求める請願書 

   陳情第 ２号 地方たばこ税を活用した分

煙環境整備に関する陳情 
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  開会 午前９時00分 

○議長 

おはようございます。 

本日も傍聴にお越しいただきまして、誠にあり

がとうございます。 

ただいまの出席議員は 18名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は御手元に配信のとおりであり

ます。 

 （日程１） 

○議長 

日程第１、一般質問を行います。 

質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

それでは、通告順に発言を許可いたします。 

まず、13番井関陽一君。 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

おはようございます。 

議席番号 13番井関陽一でございます。 

議長より発言の許可をいただきましたので、一

般質問をさせていただいたらと思います。一般質

問最終日のトップバッターとして質問をさせてい

ただきます。 

その前に１点お願いをしたらと思います。 

先日の二宮一朗議員の一般質問の中で、新しい

自治体発電の話がありました。以前、野村町の温

浴施設の要望におきまして、野村ダムの水力発電

を利用することができないかという話がございま

した。いろいろ市長も努力していただきまして研

修も行っていただきまして、行ったんですが、な

かなかそれは不可能だということで、今のところ

は終わっております。現在、より安全に水を流す

ための改革として、野村ダムの構造的な改革によ

って、洪水吐をつくったらという話が検討されて

いるところでございます。もしその洪水吐ができ

るような話になれば、また、この水力発電を一緒

にお願いしていただいたらと思っております。 

それでは質問に入らせていただきます。 

今回は働き方改革について質問させていただき

ます。 

まず初めに、現在、判こレスが官民を問わず広

がりつつあるようでございます。西予市におきま

しても、下澤部長が就任され、政策企画部におい

ては電子決裁が行われていると聞いています。 

現在の進捗状況についてお伺いをいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

電子決裁の状況につきましてお答えいたします。 

西予市におきましては、場所にとらわれない働

き方を推進することとしておりまして、書面押印、

対面主義から脱却し、決裁業務の効率化や意思決

定のスピードアップを図ることを目的として、本

年８月から、まずは政策企画部内において、電子

決裁を本格的に運用しております。 

起案から承認・決裁という一連の流れを電子的

に行うことにより、起案者が決裁板を持ち回ると

いった手間をかけることなく、また、決裁者は自

分のタイミングで決裁ができるなどといった利点

がございます。そして、誰がいつ承認・決裁をし

たのかといった状況確認や履歴確認も可能でござ

います。さらに、決裁書類の電子管理により、紙

を必要としないため、管理コストの削減にもつな

がっているものと理解をしております。 

電子決裁を導入するに当たっては、単に決裁を

電子化するにとどまらず、そもそも決裁を行って

いる既存事務の見直しを行うこととしております。

その上で、添付書類を電子化することで、コスト、

手間がかえってかかるもの、複数部署にまたがる

決裁を除きまして、決裁の電子化を進めてまいり

ました。 

その結果、本年８月から 10 月の３カ月間の電

子決裁率は、政策企画部内で 63.9％、457 件中

292 件となっており、政策企画部内でアンケート

をとりました結果、決裁終了までの時間が短縮さ

れ、スピードアップにつながっているという結果

でありました。 

運用していく中で、電子決裁にする文書とそう

でない文書の使い分けについて理解が不足してい

る部分があることやシステム的な制約により使い

勝手が劣る部分も見受けられますが、職員への周

知やシステムのバージョンアップ等により改善を

図ってまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 
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ありがとうございます。 

部長の話を聞いていますと、特に問題になって

いる点というのはないのかなとは思いますが、実

際に８月から行われて、その中での今の問題点と

か、何か不都合な点というのが起こったことがあ

るでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

大きな問題点や不都合といった部分は、私の中

ではない状況ではございますけれども、やはりシ

ステムの使い勝手という面におきましては、一部

改善の余地があるのかなと考えております。 

例えば私のところまで決裁が回ってきて、それ

で私のところで何か修正なりが発生するというよ

うなことで、私が差戻しというような処理をする

んですけれども、そうしますとその間に決裁をし

た課長ですとか課長補佐ですとか、そういった決

裁がリセットされて、一番最初の起案者に戻って

しまうというような今システムの仕様になってお

りまして、さすがにそれですと、今は政策企画部

内だけでいいんですけれども、間の決裁者がかな

り多くなって他の課にもまたがったりとか、他の

部にまたがったりとかそういうようなことになり

ますと、なかなかこれはこれでかえって時間かか

ることもあるかなというふうに考えておりまして、

そうしたところは変えていかないといけないなと

考えております。 

以上でございます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

今のシステム上、部長決裁の段階で訂正があっ

た場合に問題があるということでございましたが、

他の面でおおむね良好に動いているということで

ありましたら、今後、各支所の決裁においても同

じような方向がとれるんじゃないかなと思うんで

すが、判こをもらうために本庁に出ていくという

ことに関しましては、時間的にもエネルギー的に

も相当な無駄があるんじゃないかなと思います。

一刻も早く電子決裁が各支所にも広がり、時間の

短縮と労働の改善を行うことが必要ではないかな

と思うんですが、今後の進め方として、予定とし

てどのような方向を考えておられるのかお伺いを

いたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

先ほども御答弁差し上げましたとおり、現在は

政策企画部内で完結するものについて電子決裁化

をいたしております。 

新生活様式対応行政サービス構築事業におきま

して、公民館のサテライトオフィス化や業務内容

に応じて、職員が本庁支所へ出勤することなく分

散勤務できる環境を構築することとしております。

また、緊急時の業務体制としてのテレワークを進

めるに当たりましても、電子決裁はかぎとなるも

のと認識しております。 

現時点では、いまだ政策企画部の外に広げられ

ておりませんので、関係部署と引き続き調整を行

ってまいりたいと思います。 

市役所業務のデジタル化は時代の潮流でもござ

いますし、今後職員数が減少していく中で、支所

や各出先機関を含め、事務の効率化を進めるため

にも、電子決裁の全部署への導入が必要であると

考えておりますので、計画的に進めてまいります。 

以上でございます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

進めていく方向ではあるということを今お伺い

したわけなんですが、８月から始まってある程度

の検証が終わったんではないかなと思うんですが、

実際的に支所まで広げていく上で一番に問題にな

る点と、いつごろ大体できそうな予想が立つのか

お伺いしたらと思います。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

一番の問題になりそうだなと思われる点は、や

はり今まで余り電子決裁ということを皆さんやら

れてきてないと思いますので、まずはそういった

運用を受入れられて、まず今まで深く考えずに紙

で決裁してるというところを電子に切り替えるか

という、そういう職員の皆さんのマインドセット

をどう変えていくかというのが一番問題になりそ

うなところじゃないかなと考えておりまして、そ

の上で、今後のスケジュールに関しましては、新
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生活様式対応行政サービス構築事業において、例

えば公民館ですとか、そういったところの通信環

境が整うのが来年度末というのを一つの目安とし

ておりますので、そこまでにある程度のところは

広げていきたいなと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

各支所、公民館になるんかもしれませんが、そ

この通信の内容がよくならないと進まないという

点と、職員の意識改革という話もございましたが、

今皆さんの机の上にはパソコンがありますように、

これもまだ始まってから何年もたってないのが現

状でございます。 

使い慣れはじめたらみんなができることだと思

いますので、ぜひそこの辺は早くできるように御

努力をお願いしたらと思います。 

それでは次の質問に移らせていただきます。 

ＬＧＷＡＮ対応のＡＩ－ＯＣＲの活用について

ですが、まずはＬＧＷＡＮとはどういうものか、

一般のネットワークとの違いも含めて説明をいた

だいたらと思います。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ＬＧＷＡＮについて御説明いたします。 

ＬＧＷＡＮとは、ローカル・ガバメント・ワイ

ド・エリア・ネットワークの略称でして、日本語

で申し上げますと総合行政ネットワークと訳され

ます。各地方公共団体と国の各府省を接続してお

ります一般のオープンインターネットとは切り離

された行政専用のセキュリティの高いネットワー

クのことを言います。運営主体は地方公共団体情

報システム機構という法人になっております。 

ＬＧＷＡＮを使用し、国、県及び他の地方公共

団体とのメールの送受信だけでなく、セキュリテ

ィが高いネットワークであるため、ＬＧＷＡＮ上

でサービスが提供されているシステムの利用を行

っているだけでなく、マイナンバー制度における

情報連携にも使用されているネットワークとなっ

ておりまして、全国の全ての地方公共団体が接続

しており、西予市役所も接続しております。 

以上でございます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

ただいま説明いただいたように、非常にセキュ

リティにすぐれたネットワークであるということ

と、行政専用のネットワークであるということを

今お伺いしましたが、こういうセキュリティにす

ぐれたネットワークの中でありましたら、昨日か

らも出ておりますように、先ほど部長もテレワー

クの話もしていただきましたが、そういったこと

に関しても、このネットワーク上で動くんであれ

ば問題ないんじゃないかなと思うんですが、テレ

ワークに関してこのネット上での仕事という点に

おいては問題がないのかどうかお伺いをいたしま

す。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ＬＧＷＡＮはセキュリティが高いネットワーク

でございまして、逆に言いますと外からのアクセ

スは大変しにくいというような特性を持っている

ネットワークです。ですので、もし仮にＬＧＷＡ

Ｎ上に構築しておりますシステムを、これを仮に、

例えば一般の各職員の家庭の整備しているオープ

ンインターネットからアクセスを試みると、そこ

のところにアクセスをするためのセキュリティの

高い装置を入れて、そこに接続するためにちょっ

と工夫をしなくてはいけないというようなことが

ございまして、テレワークとかそういうことを考

えると逆にＬＧＷＡＮ上にどうアクセスするかと

いうことは少しハードルが高いと。ですので、い

かにそのＬＧＷＡＮとは違うところでセキュリテ

ィの高いシステムを構築するかというのがテレワ

ーク上では重要かなと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

自宅でのテレワークというのはなかなか難しい

という話でございましたが、先ほど言われました

が、公民館にそういうシステムができたときには、

本庁まで来なくても公民館で仕事ができるという

ような内容になってくればできるんじゃないかな

という話だろうと思いますので、そこら辺よろし
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くお願いしたらと思います。 

では次に、ＡＩ－ＯＣＲ、手書きのものをデー

タ化して取り込むという話でございますが、こう

いったものが、行政におかれまして西予市で利用

できるような手書きの大量のデータのようなもの

があるのかないのか、そこからお伺いしたいと思

います。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

定量的にはちょっとお答えはできないんですけ

れども、議員御指摘の手書きの情報につきまして

は、例えば市民からの各種申請書や税業務におけ

る事業所等からの書類が多いものと認識をしてお

ります。 

以上でございます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

時事通信の中の例を見てみますと、高齢者の方

に対してタクシーのチケットを出している自治体

がございますが、そういったときにはどこからど

こまでという手書きのデータをこういうものを使

って取り込んだ中で整理をするというのに非常に

時間短縮ができたという内容の事例紹介があるん

ですが、そういったものが西予市の中であるのか

ないのかということで質問させていただいたんで

すが、今後、これと次のＲＰＡも一緒なんですが、

そういうものを組み合わせることによって、業務

の内容を、ある程度はパソコンと言いますかロボ

ットと言いますか、それに任すことができるよう

な内容になるんじゃないかなと思いますので、ぜ

ひそこの辺も今からだとは思うんですが、西予市

の中で手書きのデータをまたパソコンに打ち直さ

ないけないというようなものがあるのであれば、

非常にこれ時間がかかると思うんですよ。私なん

かはまだ指一本でパソコンをたたくほうなんで、

なかなか入力するのに時間がかかる状態でござい

ますので、その辺も含めて御検討願ったらと思い

ます。 

それでは次に、ＲＰＡ、ロボティック・プロセ

ス・オートメーションの導入についてなんですが、

各自治体におきましては、いろいろな実証実験が

なされております。 

西予市についてはこの取組をどのようにされて

いるのかお伺いいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ＲＰＡに関しましてお答えをいたします。 

全都道府県、市区町村を対象といたしました

2018 年の総務省調査によりますとＲＰＡを１業

務でも導入している、これは実証実験も含むとい

うことではございますが、そうした団体は、指定

都市を除く市区町村では約３％となっているとの

ことです。 

ＲＰＡを導入している業務の例といたしまして

は、超過勤務実績の入力業務や通勤手当の調査業

務、ふるさと納税の受け付け、データ処理業務等

の業務で導入している例が多いようです。 

西予市におきましても、昨年度、住民税の申告

に係る紙帳票のデータ化のＲＰＡについて実験を

行いました。しかしながら、各事業所から提出さ

れる様式、これは紙の大きさも含めてとのことで

すけれども、そうしたものがばらばらだったとい

うことが一番の障害になりまして、うまくデータ

化が行えないという結果に終わったというふうに

承知をしております。 

現在では、他の自治体でも効果が一定程度確認

をされましたふるさと納税の御礼状の作成、送付

等の関係業務において、ＲＰＡが活用できないか、

また先ほど議員もご指摘のございましたＡＩ－Ｏ

ＣＲとの併用でさらなる省力化ができないか調査

を行おうとしているところでございます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

今言っていただきましたように、全国的にふる

さと納税等に関しましては非常に御礼状を出す、

人間であればミスも起こることもあると思います

が、温かさには欠けるかもしれませんが、確実に

御礼状が出せるといったようなところに関しまし

てはパソコンと言いますかロボットと言いますか

こういうものが確実にやってくれるという面で、

非常に有効性があるんじゃないかなと思います。 

先ほど、西予市におきましては、税金に関して

紙帳票のものを実験的に導入してみたがうまくい

かなかったという話でございましたが、この辺も、
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先ほど部長も言っていただきましたが、ＡＩ－Ｏ

ＣＲなどを使いながら、それを導入していくとい

うようなことができれば、またそれももう一度実

験してみるのもいいんじゃないかなと思いますの

で、このＲＰＡに関しましては、今全国でいろい

ろな事例が出てきておるんですけども、今から人

口減少になっていった中で、行政のサービスを落

とさないで済むように、各支所においてもこうい

うことが導入されましたらそういうことがなくな

るんじゃないかなと思いますので、ぜひともいろ

いろな研究をしていただきまして、ＲＰＡの導入

に向けて動いていただいたらと思います。 

また、これを導入することによりますコスト削

減についてなんですが、実際に今思い当たるとこ

ろがなければなかなか難しいと思うんですが、コ

スト削減についてどのようなお考えがあるのかお

伺いしたいと思います。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ふるさと納税の御礼状の作成、送付等の業務に

おいてＲＰＡが活用できないかという例で御説明

をさせていただきます。 

参考にしております熊本県宇城市の事例により

ますと、関係の業務処理にＲＰＡを導入したとこ

ろ、職員の負担は大幅に軽減されたそうです。業

務に要した時間ベースでの試算では約 350 時間の

削減効果になったという報告もございます。仮に

職員１人当たりの年間の労働時間を約 1,920時間

と置けば、350 時間分の削減効果はかなりのもの

だと考えられます。 

他方で、このＲＰＡ導入にはそれなりの予算が

かかったというようなことで、数百万円、あるい

は 1000 万円を超えていくというようなところで

もございますので、費用対効果という観点でこの

350 時間をどうとらえるのかというのはあろうか

と考えております。 

西予市では、ありがたいことにではございます

けれども、ふるさと納税の件数が年々増加してい

る状況ですので、令和２年度の見込みは約 1 万

8000 件、来年度の目標は約 2 万件としておりま

して、今後も一定程度の業務量が見込まれるとこ

ろですので、この分野でのＲＰＡ導入は一考に値

すると考えてございます。 

以上でございます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

ふるさと納税に関しましては本当にありがたい

ことにどんどん増えてきているということで、宇

都宮久見子議員の質問の中にもありましたが、今

後ますますこういうのが増えていってほしいなと

私も思っていますので、導入されて時間短縮の中

で運用していただけるようにお願いしとったらと

思います。 

それでは最後に、少し働き方改革とは外れるの

ですが、関連があるので質問させていただきたい

と思います。 

まずは、乙亥会館やどんぶり館などの施設や公

民館のＷｉ－Ｆｉ環境が現在どうなっているのか

お伺いしたいと思います。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

乙亥会館、どんぶり館等の施設につきましては、

既に施設の一部のエリアについて、えひめＦｒｅ

ｅＷｉ－Ｆｉが導入され運用を行っております。 

市内では、その他の施設といたしまして、まな

びあん、宇和米博物館等、令和２年 10 月末時点

で合計 27 カ所整備をされております。なお、災

害伝承展示室については、現在、えひめＦｒｅｅ

Ｗｉ－Ｆｉのエリア外となっておりますが、本年

度、えひめＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉの整備を行う計画

としております。 

市内公民館につきましては、現在は整備をされ

ておりませんが、新生活様式対応行政サービス構

築事業におきまして、来年度末までに、えひめＦ

ｒｅｅＷｉ－Ｆｉが利用できる環境を整備する計

画となっております。 

以上でございます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

以前の一般質問におきまして、ここはジオパー

クの指定を受けているということで、各その場所

に行ったときに、Ｗｉ－Ｆｉ環境下の中でいろい

ろな情報を受け取ることができないかという話を

させていただいたんですが、実際にジオパークが
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存在しているところは、町なかから外れたところ

が多く、そこにＷｉ－Ｆｉの環境を持っていくと

いうのはなかなか大変であるという話をしていた

だいております。 

そういった中で、乙亥会館とかどんぶり館とか、

今米博とかも言われましたが、そういうところで

Ｗｉ－Ｆｉの環境下が整ったんであれば、そうい

うところで、特にどんぶり館なんかがいいんじゃ

ないかなと思いますが、そういったところで、そ

のジオの内容が全部ＱＲコードかなんかで自分が

見たいところをそこにＱＲコードに当てたらそこ

の説明が受けて、そこに見に行くことができるよ

うな方向性、観光に関しても、そういうＷｉ－Ｆ

ｉの上手な使い方ができるんじゃないかなと思い

ますが、現在そういう方向性で動いているのかど

うかお伺いしたいと思います。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

ありがとうございます。 

Ｗｉ－Ｆｉを活用した、例えばジオパークの観

光案内ですとか、そういう施設案内につきまして

は、実際に皆さんがスマートフォンなんかを持っ

て観光に訪れるというのは当たり前の中で、いか

に取り入れていくか、また充実させていくかとい

うのは常に検討をさせていただいておりまして、

そういったコンテンツですと、そんなに大きくコ

ストをかけずにいろんな施設を楽しんでいただけ

るというようなことにもなろうかなというふうに

考えておりますので、可能な限りいろんなところ

にそういったコンテンツをちりばめられますと、

非常にちょっとしたきっかけ、ちょっとしたとこ

ろで、そういったコンテンツを目にとめていただ

ける機会も一層増えていくのではないかなという

ふうに考えておりまして、可能な限りどんどんと

導入していきたいなと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

ありがとうございます。ぜひそのように進めて

いってもらったらと思います。 

公民館におきましては、教育においても利用す

るということでございましたが、人数的に一度に

何名ぐらいのアクセスができるような施設にされ

るのか、いつごろ整うのかということに関しまし

ては、先ほど部長から来年度末という話がありま

したが、公民館において、人数的にどのぐらいの

人数が一度にアクセスできるような内容になるの

か、お伺いしたいと思います。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

一度にどのぐらいの方がアクセスできるかとい

うところについては、仕様が手元にございません

ので、現時点では回答をすることができません。 

以上でございます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

公民館にできましたら、いろいろな講座等々で

もいろいろ利用できると思いますので、なるべく

多くの方が一度にアクセスできるような施設にし

てほしいなと思っております。 

また教育に関しまして、今回小・中学校に向け

て、モバイルルーターの予算が上がっております

が、予算につきましては通信費を含んでいるのか

どうかお伺いしたいと思います。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどのモバイルルーターに関しての通信費の

関係ですけれども、実際の使用は来年度を計画し

ているというところでございますので、今回の補

正予算には計上はしておりませんけれども、通信

費についてはまた別途ということで今回の予算と

はまた別に、今後検討していきたいと考えており

ます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

学校教育における、今からＧＩＧＡスクールの

話が出てくると思うんですが、こちらに関しまし

ては、この後、源議員から質問していただきます

のでそちらのほうでお願いしたらと思っておりま

す。 

最後に災害伝承展示室が今できて、語り部の方
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がいろいろと説明をされているわけなんですが、

大勢の人数で来られたときには当然語り部の方に

実際生の声を聞きながら説明を受けるのが一番い

いことだと私も思っているんですが、１人とか小

人数で来られたときに、一々語り部の方に御迷惑

をかけるというのも、いろいろあるんじゃないか

なと思いますので、先ほど言いましたように、Ｗ

ｉ－Ｆｉ環境下で説明を受けることができないか

ということで質問を考えていたんですが、先ほど、

こちらにもえひめＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉが入るとい

う説明ではありましたが、どのような方向性でこ

のＷｉ－Ｆｉ環境下の中でできるようになるのか

ということをお伺いしたいと思います。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

Ｗｉ－Ｆｉ環境下を構築した中での語り部活動

という御質問だと理解をいたしました。 

去る 10 月 12日に災害伝承展示室がオープンい

たしまして、同時に災害の記録と記憶を後世に語

り継ぐための団体として、語り部の活動が始まっ

ております。 

Ｗｉ－Ｆｉ環境を活用して、語り部による案内

がない場合でも、インターネット経由で語り部案

内動画等を利用者が視聴できる環境・機能整備の

御提案をいただきました。 

まず、語り部は災害を目の当たりにした感情や

思いを自分の言葉で伝えることが重要であると考

えておりまして、まずは人と人が関りながら伝承

できる場の提供を充実させることが大切であると

考えております。 

現状といたしましては、スタートしたばかりの

語り部の活動を軌道に乗せることに専念したいと

考えておりますが、語り部活動以外でも、展示室

内だけでは展示し切れない情報等をウェブ上に蓄

積し、Ｗｉ－Ｆｉ環境を利用して、利用者が通信

負担なくその情報を見ることができるなど、Ｗｉ

－Ｆｉ環境を整備することで、さらなる災害伝承

のための取組の充実も考えられるところでござい

ます。 

災害伝承展示室には、本年度Ｗｉ－Ｆｉ環境を

整備する計画としておりますので、今後の語り部

の活動状況も踏まえ、ウェブの活用検討等も含め

た一層の災害伝承のための取組を充実してまいり

たいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 

井関陽一君。 

○13番井関陽一君 

ありがとうございます。 

野村の伝承室の件におきましては、本当に語り

部の方が語っていただけるのが一番だと私も思っ

ておりますが、今の時代ですので、Ｗｉ－Ｆｉ環

境が整っていれば、その中で先ほども通信の負担

がなくてそういうデータを読み取ることができる

というのは、今からの時代必要なことじゃないか

なと思いますので、せっかくできた伝承室でござ

いますので、皆さんが利用できるようにそのよう

な配慮をしていただいたらと思います。 

時間たくさん余っておりますが、私の一般質問

はこれで終わりたいと思います。 

ありがとうございました。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前９時 34 分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前９時 45分） 

次に、12番源正樹君。 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

それでは改めまして、おはようございます。 

議席番号 12番源正樹です。 

中村議長より発言の許可がありましたので、通

告書の内容について会議規則及び申し合わせ事項

に従い一般質問いたします。 

今回は新型コロナウイルス感染症についてとデ

ジタル化についてお尋ねします。 

質問を通じて、我が町西予の市政発展と住民福

祉の向上の一助となれば幸いに思います。 

まず、新型コロナウイルス感染症に関してお尋

ねします。 

11 月に入りまして、第３波が到来しています。

県内においても、感染確認された方が、昨日６日

時点で 345 名となっております。12 月に入り、

県内では新規の事例は減少傾向となっていますが、

冬本番となるこれから、油断することは決してで

きません。 

現在、季節性インフルエンザの流行期に入って

いますが、11 月 27 日発表の愛媛県感染症情報に
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よれば、11 月９日から 22 日までの２週間で、県

内でのインフルエンザ発症数は僅か４名にとどま

っており、全国的に見ても非常に少ない状態が続

いています。 

感染症防止の基本であるマスクの着用、こまめ

な換気、うがい、手洗い、消毒の徹底と３密を回

避する、このことが、新型コロナと同時にインフ

ルエンザの感染拡大防止にも寄与していると考え

られます。 

この２月から続いている新型コロナにより、地

域経済は非常に大きな打撃を受けております。ワ

クチン開発が急速に進んではいますが、もう少し

時間がかかると思われます。これ以上経済への打

撃を大きくしないためには、一人ひとりが今後も

感染防止を継続し、行動することが大切だと強く

感じています。 

まず１つ目の項目ですが、診療体制についてお

尋ねをしたいと思います。 

愛媛県では、季節性インフルエンザの流行に備

え、令和２年 11月 16日より新たな受診・相談体

制の運用を開始されています。県のホームページ

によれば、11 月６日現在で、西予市内の医療機

関の内 23が指定医療機関となっています。 

まず、発熱した場合、どのように相談・受診す

ればよいのかお尋ねをいたします。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

新たな診療・検査体制についてお答えいたしま

す。 

愛媛県内では国の指導に基づき、県内医師会、

医療機関の協力を得まして、11 月 16 日から季節

性インフルエンザの流行に備えて、それまでの保

健所での対応が発熱者の急増により困難となる恐

れがあるため、発熱症状のある方がかかりつけ医

等に相談・受診し、必要に応じて新型コロナウイ

ルスの検査を受けられる体制を整備しております。 

議員からもありましたように、11 月 13 日現在、

市内の医療機関では患者を診療から検査まで対応

する医療機関が 16 カ所、診療のみ対応する医療

機関が７カ所で、合計 23 の医療機関から協力を

いただいて、指定をされているところでございま

す。これは県内の市町でも非常に医師会の協力が

高い状況でございます。 

従いまして、今朝ほども市内防災行政無線放送

でありましたように、まずは発熱等の症状がある

場合には、直接医療機関に行くのではなく、まず

はかかりつけ医等の身近な医療機関に相談の上、

相談先の案内に従って受診をしていただくことに

なります。 

相談先にお困りの場合は、先月末に各戸配布し

た案内チラシや市、県のホームページなどに連絡

先を記載しておりますので、県が 24 時間設置し

ております受診・相談センターに相談いただきま

すと、受診可能な医療機関を紹介する体制が整っ

ておりますのでお問合せをいただくよう御協力を

お願いいたします。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

源正樹君。 

〇12番源正樹君 

今、山岡部長から発熱した場合の方法について

答弁いただきましたが、これが発熱する前、例え

ばかかりつけの先生がいる市民の皆さんが事前に

そういったことを相談するとか、事前に受診先を

確認するということは可能なのか、１点再質問い

たします。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

可能でありますので、お困りの際は御相談いた

だいたらというふうに思います。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

それでは次に、ワクチンの接種について質問を

します。 

臨時会である第 203 回国会において、12 月２

日に新型コロナウイルスワクチン接種の無料化を

柱とする改正予防接種法が全会一致で可決成立し

ています。費用は全額国庫負担で、実施主体は基

礎自治体、市町村となります。改正法により、国

民には原則として接種の努力義務が生じますが、

ワクチンの有効性、安全性が十分に確認できない

際は適用しないとされています。 

日本では、来年、令和３年前半までに全国民分

のワクチンを確保する方針を明らかにしており、

英米３社から計 1 億 4500 万人分以上を購入する
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ことで、既に契約合意に達しています。 

感染終息にはワクチン接種が欠かせないと考え

ます。しかしながら、全国民に同時期に集団接種

することは史上初のことであり、大変混乱するの

ではないかと危惧をするところであります。 

そこでお尋ねしますが、接種の際に市としてど

のように対応されるのかお尋ねをいたします。 

○議長 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

ワクチン接種についてお答えをいたします。 

新型コロナウイルス感染症につきましては、発

生以来、多数の患者が健康を損ない、医療提供体

制に大きな負荷を及ぼしているほか、国民全体が

感染防止対策の徹底を求められるなど、国民生活

に大きな影響を与えています。 

こうした中で、国は新型コロナウイルス感染症

に係るワクチンについて、新型コロナウイルス感

染症に関する今後の取組において、生命・健康を

損なうリスクの軽減や医療への負担軽減、さらに

は社会経済の安定につながることが期待されるこ

とから、議員もおっしゃいましたが、令和３年前

半までに全国民に提供できる数量を確保すること

を目指すこととし、また、国民への円滑な接種を

実施するため、必要な体制の確保を図るとしてお

ります。 

ワクチン接種対象者については、新型コロナウ

イルスワクチンの供給が順次行われる予定である

ことから、接種対象者に一定の順位をつけ行うこ

とを国において検討中でございます。 

また、接種対象者への個別通知については、接

種実施主体である市町村が、当該市町村の接種対

象者であることを確認できる接種券を発行し、接

種の案内とともに対象者に送付いたします。 

今後の市民への周知方法につきましては、詳細

が決定された後、国や県等の指示に従い、西予市

ホームページや広報誌、西予ケーブルテレビ等を

活用し、接種順位、ワクチンの有効性、安全性に

関する情報、相談窓口の連絡先など、必要な情報

の周知を行う予定でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

実際にいつぐらいの時期なのか、またどのよう

な形にするのか、国の方向性がまだ明確にはなっ

てない状況かと思います。 

しかしながら、西予市の場合、御存じの通り高

齢化率 43％を既に超えており、65 歳以上を先に

接種するとなった場合に、半数近くの方が一気に

受けるという形になります。当然地元医師会の皆

様の御協力も必要だと思いますので、鋭意その辺

りは調整対応いただきたいと考えます。 

それでは、次の質問施策区分であるデジタル化

についてをお尋ねします。 

就任初であった 12 月 26 日の国会における菅内

閣総理大臣の所信表明では、デジタル化について

次のように演説されております。 

「今回の感染症では、行政サービスや民間にお

けるデジタル化の遅れ、サプライチェーンの偏り

など様々な課題が浮き彫りになりました。デジタ

ル化をはじめ、大胆な規制改革を実現し、ウィズ

コロナ、ポストコロナの新しい社会をつくります。

役所に行かずともあらゆる手続ができる。地方に

暮らしていてもテレワークで都会と同じ仕事がで

きる。都会と同様の医療や教育が受けられる。こ

うした社会を目指します。 

そのため、各省庁や自治体の縦割りを打破し、

行政のデジタル化を進めます。今後５年で自治体

のシステムの統一、標準化を行い、どの自治体に

お住まいでも行政サービスをいち早くお届けしま

す。 

マイナンバーカードについては、今後２年半の

内にほぼ全国民に行き渡ることを目指し、来年３

月から保険証とマイナンバーカードの一体化をは

じめ、運転免許証のデジタル化も進めます。 

こうした改革を強力に実行していく司令塔とな

るデジタル庁を設立します。来年の始動に向け、

障壁を廃し、民間の力を大いに取り入れながら早

急に準備を進めます。 

教育は国の礎です。全ての小中学生に対して、

１人１台のＩＴ端末の導入を進め、あらゆる子ど

もたちにオンライン教育を拡大し、デジタル社会

にふさわしい新しい学びを実現します。 

さらに、テレワークやワーケーションなど、新

しい働き方も後押ししてまいります。行政の申請

などにおける押印はテレワークの妨げとなること

から、原則全て廃止します。」 
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また、12 月４日に臨時国会閉会にあわせて行

われた記者会見において、デジタル庁については

来年、令和３年９月創設を目指し、業務概要を策

定し、年内にも基本方針を取りまとめされるとの

ことです。これから社会全体において加速度的に

デジタル化が進むと想定され、市においても鋭意

対応する必要があります。 

このことを念頭に質問したいと思います。 

最初の質問項目ですが、ＧＩＧＡスクールに関

して３点お尋ねをいたします。 

学習指導要領においてプログラミング教育の推

進が定められ、この要領は、社会状況の変化など

に合わせて改訂されますが、約 10 年ぶりとなる

大型の改訂でした。この改訂では、プログラミン

グ教育が令和２年度から小学校において必修化さ

れ、令和３年度より中学校において全面実施とな

ります。 

まず、プログラミング教育についてどのような

学習をされるのか、その内容をお尋ねします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどのプログラミング教育についてでありま

すけれども、プログラミング教育は平成 29 年３

月告示の小中学校学習指導要領により、小中高校

を通じてプログラミング教育を充実するというこ

ととなりました。小学校は本年度から実施をして

おりまして、中学校は来年度、令和３年度から実

施するということとなっております。 

プログラミングとは、わかりやすく申し上げま

すと、コンピューターにさせたい仕事をコンピュ

ーターが理解できる言葉で順番に書き出すことで

ありますけれども、プログラミングに取り組むこ

とを通じて、プログラミングの言語を覚えたり、

また、プログラミングの技能を習得したりすると

いったことは考えられますけれども、それ自体を

狙いとしているのではありません。小学校のプロ

グラミング教育におきましては、特にコンピュー

ターに意図した処理を行わせるために必要な論理

的思考力、すなわちプログラミング的思考を育成

することが大きな狙いであります。このような考

えのもと、市内各小学校において、学校や地域の

実情に応じて創意工夫を生かしたプログラミング

教育に取り組んでいるところでございます。 

教科につきましては、プログラミングという教

科があるのではなく、算数や理科、総合的な学習

の時間のほか、各教科、学年、単元等、教育過程

内の学習全般において進めているところでござい

ます。 

具体例を申し上げますと、５年生の算数では、

正多角形を描く手順をプログラミングを通して確

認し作図をしたり、６年生の理科では、人を感知

するＬＥＤを点灯させる回路を実際の道具よりも

単純化して作成をいたしまして、通電の手順や命

令の組合せ方を試行錯誤しながらプログラムを作

成したりする学習を行っているというところでご

ざいます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

それでは次に、学習用端末の運用についてお尋

ねをしたいと思います。 

私もプログラミング教育というと、プログラミ

ングという授業ができるというふうに全くの勘違

いをしておりましたので、次の質問要旨にありま

すプログラミング教育について、先ほど部長から

学習全般において包括的に進めるとの答弁をいた

だきましたので、通告してある次の質問要旨の一

部を省略させていただきます。 

貸与される学習端末ですが、学校以外、長期休

暇中などに家庭等や学校外でも使用を予定されて

いるのかお尋ねをいたします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

端末の運用について御答弁をさせていただきま

す。 

学校外の利用につきましては、端末を家庭へ持

ち帰り、家庭のＷｉ－Ｆｉに接続をして持ち帰り

学習や調べ学習などを行うということを想定して

おります。しかし、家庭へのアンケート調査の結

果では、児童生徒がＷｉ－Ｆｉを利用できないと

いう家庭もあり、全児童生徒が持ち帰って学習で

きる環境にはございません。 

そこで、このたびの補正予算にも計上させてい

ただいておりますけれども、家庭にＷｉ－Ｆｉが

ない児童生徒用としてモバイルルーターを購入い
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たしまして、ルーター本体については無償で貸与

したいと考えております。 

長期休業中の端末の運用については、今後教員

を含めて検討していく予定としております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

今定例会で上程されました補正予算案の中に、

小中学生向けのモバイルルーターの端末の購入費

用というものが上がっております。詳細について

は、私も総務常任委員会に所属しておりますので、

その委員会の場でいろいろと申し上げたいことあ

りますが、例えば家庭に持ち帰った場合に機器類

が破損した場合にどういったふうに対応するのか。

来年度から本格的に導入するに当たって、非常に

議論するところが多いというふうに感じておりま

す。 

先ほど井関議員からバトンをいただいておりま

すが、通信費がどうなんだとか、様々な観点で心

配されてる保護者の方も多いように聞いておりま

す。またその辺りは、委員会の補正予算審議の中

で様々な形で質疑をさせていただければと思いま

すのでお願いいたします。 

それではＧＩＧＡスクールについて最後の項目

になりますが、ＩＣＴ活用教育推進アドバイザー

及びＩＣＴ支援について質問をします。 

文部科学省では、教育の質の向上に向けて、全

国の自治体における学校ＩＣＴ環境の加速とその

効果的な活用を一層促進するため、教員研修講師、

指導面・技術面の助言、遠隔教育実施のサポート

等を支援するＩＣＴ活用教育アドバイザーの活用

事業を実施されています。また、先生、生徒のＩ

ＣＴ教育支援、学校運営と情報管理、ＩＣＴ環境

の運用管理など、学校における教育の情報化推進

の実務的な支援をするＩＣＴ支援員の配置を進め

るよう推奨されています。 

現在、西予市において、ＩＣＴ活用教育推進ア

ドバイザー及びＩＣＴ支援員を活用されているの

かお尋ねをいたします。 

○議長 

松川教育長。 

○松川教育長 

ＩＣＴ活用教育推進アドバイザー及びＩＣＴ支

援員についてのお尋ねでございますが、私から御

答弁を申し上げます。 

まず、ＩＣＴ活用教育推進アドバイザーであり

ますが、この制度は、源議員おっしゃるとおり、

学校のＩＣＴ環境整備の加速とその効果的な活用

を一層促進するために、文部科学省におきまして

アドバイザーを手配し、主に都道府県レベルには

なりますが、各教育委員会等に対してそのアドバ

イザーを派遣したり、オンラインで環境整備やＩ

ＣＴを活用した指導方法など、教育の情報化に関

する全般的な助言や支援を行う制度でございます。

この制度は令和２年度に新設された制度でありま

して、現時点におきまして、西予市におきまして

は利用実績はございません。 

一方、ＩＣＴ支援員につきましては、各教育委

員会等が地方財政措置を活用して、学校における

日常的な教員のＩＣＴ活用を支援するものを配置

するものでございます。具体的な業務としては、

授業計画の作成支援やＩＣＴ機器の準備や操作の

支援、また、校務支援システムの活用支援や日常

的なメンテナンスの支援、さらにはソフトウエア

の更新、ネットワークのトラブル対応や校内研修

の企画や実施支援等が挙げられます。西予市にお

けるＩＣＴ支援員につきましては、教育情報ネッ

トワーク管理業務におきまして、既に１名を配置

しているところであります。 

現時点では、このネットワーク管理業務の中で、

ＩＣＴ機器研修・操作指導やＩＣＴ機器及びソフ

トウエアの軽微な設定変更対応などの業務に加え

まして、教職員向けの研修、端末の維持管理、

日々の運用方法のアドバイスなど、今後のＧＩＧ

Ａスクール構想の推進におきましても対応する予

定としているところでございます。 

次代を担う児童生徒にとりまして、情報活用能

力は全ての学習の基盤となる資質、能力でありま

す。こうした資質、能力を児童生徒が着実に身に

つけるため、また、学校でのＩＣＴの日常的な利

活用を推進するため、ＧＩＧＡスクール構想を大

きな契機としまして、ＩＣＴ活用教育推進アドバ

イザー制度の積極的な利用やＩＣＴ支援員のさら

なる充実を図るよう前向きに取り組んでまいりた

いと考えております。 

以上でございます。 

○議長 
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源正樹君。 

○12番源正樹君 

考えてみればこのＧＩＧＡスクール構想は、昨

年、令和元年 12 月に決定されたものが、今回の

新型コロナ対策の影響とか、長期休校のこともあ

りましたので、４年間かけて様々なものを整備す

るという計画が一気に前倒しとなって、今、実現

に向けてあるところでございます。 

新聞で拝見させていただいたんですが、10 月

に開催された県の市長会の秋季会議において、例

えば通信費であるとか、端末の更新費用だけで、

今年度国からの国庫補助もあったんですけれども、

全ての児童生徒に端末を貸与したり、通信環境を

整備することにおいて約 1 億 4700 万円、これだ

けの予算が必要となっております。当然パソコン

機器ですので、５年程度たてば一斉に更新する必

要が出てまいります。まだまだ本当にこれから始

まる制度でありますが、継続するに当たってこの

費用をどうするかというのは非常に大きな課題と

なってくると思います。また議会としても様々な

形で、そういったことを届けるように努力も必要

ではないかというふうに考えております。 

それでは次の質問項目でありますが、行政のデ

ジタル化について３点質問をさせていただきます。 

今後、生産年齢人口の減少による労働力の減少

がますます進んでまいります。我々のような地方

自治体が住民の皆様の生活に不可欠な行政サービ

スを提供し続けるためには、市の職員の皆さんが

職員でなければできない業務に注力できるような

環境をつくる必要があり、業務プロセス、システ

ムの標準化及びＡＩやロボティクスの活用が求め

られるのは、先ほどの井関陽一議員の一般質問に

あったとおりでございます。 

こうしたデジタル社会の到来に備えるためには、

既存システムや業務のプロセスを前提にせず、抜

本的に見直す必要があります。愛媛県においても、

11 月 19 日の県知事記者会見において、愛媛県デ

ジタル総合戦略の骨子案が発表され、行政、暮ら

し、産業の各分野でデジタル技術活用を推進して

いく方針が明らかとなっています。その中では、

オンライン化された行政手続がスマートフォンで

完結する手のひら県庁への挑戦を掲げられていま

す。デジタル技術に不慣れな県民への対応は、県

よりも住民に近い基礎自治体が大きなかぎを握っ

ているとして、市町との連携の重要性を強調され

ました。 

そこでまず、押印の廃止について質問をいたし

ます。 

菅新政権となり、真っ先に取上げられたのは押

印廃止でありました。河野行政改革担当大臣は、

12 月１日の記者会見において、地方自治体での

行政手続における押印廃止のマニュアルを今月中

に各自治体へ配付すると発表されました。既に国

の手続では認印を全て廃止することとされていま

す。今回のマニュアルは、国と同様の取組を各自

治体に求めるものとなると思います。 

先ほど井関議員の質問の中で、行政内部の手続

についての観点から一般質問があったかと思いま

す。 

それでは、市民の皆様が各種手続や申請等、押

印が必要とされる申請書等の数や押印の見直しに

向けた取組など、市の現状についてお尋ねをいた

します。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

源議員の押印の見直しについてお答えをさせて

いただきます。 

河野行政改革担当大臣が行政手続の便利化の後

押しを目指しまして、各種申請行為などの行政手

続に必要となる押印を廃止する意向を示されたと

いうことは承知いたしております。以前から、行

政手続には押印を必要とするものが多く、国にお

きましては、事務の簡素化、効率化を進める上で、

不要とできないか議論が交わされてきたところで

ございまして、既に一部には押印を省略または廃

止したものもございます。 

当市におけます押印を必要とする申請書等の種

類・数につきましては、非常に膨大また多岐にわ

たっておりますので、現状までは全体は把握でき

ておりませんけれども、住民票の交付など一部の

諸証明の交付手続を除けば、ほとんどが押印が必

須となっている状況でございます。 

今後、このたびの河野大臣の発言によりまして、

押印廃止の動きは加速化するということが見込ま

れますので、本市におきましても取り組む必要が

あろうかということで認識をいたしております。

全国では既に、先進的に取組を進めている団体も
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見受けられております。市といたしましても、そ

うした国の動向及び他の地方公共団体の取組、ま

た、県内の状況等を総合的に踏まえまして、本市

が進めます行政事務のＩＣＴ化、先ほど政策企画

部長からもありましたけど電子決裁の推進、また、

小規模多機能自治制度の導入に伴いまして、機構

改革、その中でのそういった決裁とか内部システ

ムの見直し、そういったことを踏まえまして、行

政事務の効率化、簡素化、そして住民サービスの

向上を図るために、押印廃止に向けて検討を進め

てまいりたいと考えております。 

具体的には、様々な法令上の制約等もございま

すので、国が示すであろうマニュアルをベースに

しながら具体的な検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

それでは次に、質問項目でありますマイナンバ

ーカードについて質問をいたします。 

行政のデジタル化の基盤となるのはマイナンバ

ー制度であり、マイナンバーカードであります。

このカードは顔写真つきの身分証明書であり、対

面での本人確認が可能で、裏面にあります秘匿性

の高いＩＣチップによりインターネット等での使

用が想定される電子的な本人確認が可能となりま

す。また、同じく裏面にはマイナンバーが記載さ

れており、社会保障や税などの手続で添付書類が

不要となっています。先ほど少し触れましたが、

来年、令和３年３月から健康保険証として利用で

きるようになり、将来的には運転免許証として利

用ができるよう検討が進んでいます。 

西予市では以前、カード取得率日本一を掲げら

れていたことがありました。総務省が定期的に公

表されているマイナンバーカード交付状況によれ

ば、少し前の話ですが、平成 29年５月 15 日時点

の発表で、全国の特別区・市の中で交付率が

15.3％と、その当時は全国３位でありました。 

現在、市のマイナンバーカードの取得率はどの

ようになっているでしょうか。 

また、普及に向けてどのように取り組まれてい

るのかお尋ねします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

西予市のマイナンバーカード取得率につきまし

ては、令和２年 10 月末時点で 27.25％となって

おり、全国平均の 21.30％、愛媛県の平均の

19.49％を上回っておりまして、県内では１位の

取得状況です。 

議員御指摘のとおり、来年３月からのマイナン

バーカードの保険証化、令和８年までに運転免許

証の一体化の計画がされており、さらに、マイナ

ンバーカードのスマートフォンへの搭載の検討も

されていますように、マイナンバーカードに関す

る施策がどんどんと打ち出されている状況です。 

国は、令和４年度末には全国民に行き渡ること

を目指すと表明されており、マイナンバーカード

の利便性は高まり、今後ますます身近なものにな

っていくと想定しております。 

西予市では、普及促進策として写真の無料撮影

を行っているだけでなく、市民課の専用ブースに

おいて申請のサポートも行っており、市民の皆様

ができるだけ少ない負担で申請交付できる体制を

とっております。 

また、今後は市内の事業所や公民館への出張申

請を実施することについても検討を行っているだ

けでなく、広報、ホームページ等でも改めて情報

を発信していきたいと考えております。 

まだマイナンバーカードを取得されていない方

につきましては、ぜひ取得について御検討いただ

き、御不明な点等ございましたら市役所窓口まで

お気軽に御相談ください。 

以上でございます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

現在の取得率が 27.2％いうことで約４人に１

人少しが取得されてる状況かと思います。 

ちょっともったいなかったなと今になると思う

んですけど、今、全国第１位が最新の発表で宮崎

県都城市というところでございまして、ふるさと

納税が１位になったことでも非常に全国的に名を

売っている自治体であります。西予市に関しても、

今、愛媛県 20 の自治体の中でトップであるとい

うことは、先ほど言いましたとおり、健康保険証

がなったり、免許証が一緒になったりと、これか
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らますます普及が考えられますので、早急に取り

組むことが必要だと思います。 

そこで１点、来年度から保険証になるというこ

とで、市が所管されている西予市国民健康保険に

おいて、保険証として使用されるのか、その辺り

についてお尋ねをいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

西予市の国民健康保険の加入者は 11 月末時点

で 9,724 人であり、西予市の人口の 26.5％を占

めております。また、国民健康保険加入者の内、

60 歳以上は 6,388 人であり、国民健康保険加入

者の 65.7％を占めております。 

マイナンバーカードの保険証としての利用につ

きましては、令和３年３月から開始予定とされて

おり、マイナンバーカードを保険証として使用す

るには、マイナポータルにて設定が必要となって

おります。実は、このマイナポータル上での設定

はもう既に現在可能な状況となっておりまして、

御家庭のスマートフォン、パソコンで設定できま

す。国のホームページでは設定方法が動画により

解説もされております。このように設定は各個人

でも行うことができますが、もちろん市民課の窓

口でもマイナンバーカードに関する専用ブースを

設けており、保険証として使用できるよう設定の

サポートを現在行っております。 

また、来年１月末ごろでございますけれども、

国民健康保険の加入対象者に次年度の検診の申込

みの案内を送付する予定としておりまして、その

際に、保険証化に関する御案内も同封するととも

に、窓口に来られた方にも積極的に保険証化につ

いて声かけを行っております。 

他方、実際の運用につきましてはカードリーダ

ーをかざして確認することとしておりまして、市

内病院側でシステム改修等も必要というふうに承

知をしておりますけれども、どの診療所が対応可

能なのか、市としても確認をさせていただき、周

知の必要があるものと考えておりまして、その点

は注意して周知を行ってまいりたいと思っており

ます。 

いずれにいたしましても、様々な機会をとらえ

て、市民の皆様に対してマイナンバーカードの取

得、そして保険証化の御案内をしていきたいと考

えておりまして、一層の周知に努めてまいります。 

以上でございます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

市民の方がマイナンバーカードを持つだけじゃ

なくて、病院側の対応も必要であるとの答弁でし

たので、その辺り鋭意検討いただきたいと思いま

す。 

ちょうど９月から、消費税の還元対策でありま

した電子決済の還元事業が終わって、同時にマイ

ナポイントが始まっています。マイナポイント、

総務省が出してるホームページ見ると、自治体窓

口というと、西予市の窓口が実際対応することに

なってるんですけど、１階にありますマイナンバ

ーの窓口か、あのあたり見てもマイナポイントの

ことが全く何もないのが現状かと思います。当然

こういった国としても、このマイナポイントにつ

いては半年間の延長を検討されているようですし、

２年半で全ての国民に行き渡らせることを目標に

される以上、これから様々な政策が出てくると思

います。非常に煩雑な業務になりますし、あれか

と思いますが、ぜひそういった政策に沿って、ま

た、今後とも普及促進に取り組んでいただきたい

と重ねて申し上げたいと思います。 

それでは最後、せいよ暮らしのアプリについて

質問をします。 

多くの自治体、企業、団体等が独自のスマート

フォンアプリを配信し、様々な利用者を対象とし

たサービス展開を行う時代となりました。これか

らそれを導入することにより、費用の削減、市民

の皆様の声を直接入手する利便性など、いろいろ

な利点があるため、今後とも広がっていくことが

予想できます。 

自治体で導入されているのは、観光情報の発信、

行政サービスを紹介するもの、ゲームなどで地域

を紹介するもの、災害時等の緊急時に対応するも

のに分類ができます。 

宇和島市では、平成 27 年に伊達なうわじま安

心ナビを、観光分野をまず先んじて導入され、現

在は、防災、子育て、健康と４つの分野を一体的

に運用されています。昨年９月 30 日現在のダウ

ンロード数は 1 万 5137 件であり、スマートフォ

ンを使っていると想定される市民の約３分の１が
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毎日利用される、いわゆるアクティブユーザー数

は平均 6,320人であり、大きな成果を出されてお

ります。 

西予市でも、平成 30 年のホームページ改修時

にアプリを導入されています。せいよ暮らしのア

プリの利用者数はどのようになっているのでしょ

うか。 

また、利便性の向上にどのように取り組まれて

いるのかお尋ねします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

せいよ暮らしのアプリにつきましては、行政情

報を広く周知するため、平成 30 年５月に配信を

スタートいたしました。西予市ホームページに掲

載の情報やごみの日のお知らせ、防災行政無線放

送の内容を午後８時にプッシュ通知でスマートフ

ォン等に提供をいたしております。事前に利用者

が登録した設定に応じて受け取りを希望した情報

のみを配信しております。また、夜間・休日当番

医や緊急時の備え、市内の観光情報を調べたり、

市政への意見を送ったり、手続や業務に関する問

合せをしたりすることがしやすいように、市ホー

ムページなどへのリンクを設けております。 

せいよ暮らしのアプリは市ホームページを補完

するものと考えておりまして、令和２年 10 月末

時点の累計利用者数は 1,890 人となっております。

市ホームページと合わせまして、運用開始から３

年目を迎えており、数年後には市ホームページそ

のもののリニューアルも必要となってきておりま

す。その際は、防災、観光、子育て、健康情報な

どを集約した市民の皆様にとって利便性の高いア

プリの構築、導入も含めて検討してまいりたいと

考えております。 

以上でございます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

１点再質問したいんですが、利便性の高いもの

を導入することも大切ですが、導入費用とか、そ

れからの運営費用なども考慮する必要があります。

アプリを開発すると、私質問で申し上げましたけ

ど、例えば導入方法として、市独自でそういった

ものを開発する、愛媛県で検討される手のひら県

庁への挑戦、そういったものと連携するなど、他

の自治体と共同で開発する。または、利用者が多

い既存のＳＮＳ、いわゆるソーシャルネットワー

クサービスを活用するなど、様々な観点が考えら

れますが、先ほど部長がホームページの改修に合

わせて検討するとのことでしたが、どのようにさ

れるのか、１点再質問をいたします。 

○議長 

下澤政策企画部長。 

○下澤政策企画部長 

アプリをどう改善していくか、まさにこれから

本格的に検討を開始してまいりたいと考えており

ますけれども、今議員御指摘のとおり、既存サー

ビスの活用につきましても、１つ有効な選択肢と

してしっかりと検討してまいりたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

○議長 

源正樹君。 

○12番源正樹君 

恐らく皆さんの、ほぼ全てのスマートフォンを

お持ちの方は毎日愛媛県のＬＩＮＥが届くかと思

います。具体的な名称を申し上げるのはどうかと

思ったんですが、今公表されている数字だと国内

で約 8800 万人のユーザーがいるそうです。考え

てみたら、国が出してる持続化給付金のそういっ

たものもＬＩＮＥにて配信をされております。費

用対効果を考えた場合、せっかくアプリを開発し

ても、先ほどせいよ暮らしのアプリのダウンロー

ド数も答弁いただきましたけど、なかなか、今

様々なアプリがある中で毎日見てもらうのかとい

うのは非常に疑問があるところでもございます。

また様々な形で検討いただき、市民の皆様に必要

な情報がすぐ届く、このことが一番大事でござい

ますので、また鋭意検討をお願いしたいと思いま

す。 

とにかく私も質問してて、デジタル化というと

専門用語ですとか英語ですとか片仮名とか、非常

に理解しがたくて、これ何だろうなと思いながら

やることが非常に多くあります。 

酒井議員が前回の一般質問でも、高齢者のデジ

タルデバイスをどうするんだみたいな形で質問が

あったと思いますが、やはりデジタル化を進める

においては、例えば学校教育、ＧＩＧＡスクール
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でしたら、教育の質が向上することで学ぶ力や生

きる力が向上する。行政のデジタル化でしたら行

政サービスが向上するとか、市民の生活の向上に

直結するとか、本当に目に見える成果が非常に大

事になってくると思います。行政のデジタル化と

言ってとかく行政内部の機構改革に陥りがちな面

はあると思いますので、その辺りに十分御配慮い

ただきながら検討を進めていただければと思いま

す。 

以上をもちまして一般質問を終わります。 

○議長 

暫時休憩いたします。（休憩 午前 10時 34分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午前 10時 50分） 

次に、１番和気数男君。 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

議長の許可がおりましたので、１番日本共産党

和気数男、３回目の質問をさせていただきます。

よろしくお願いします。 

３回目ですがまだまだ慣れておりません。準備

不足ですが、一生懸命努力いたしますので、市長

はじめ、関係職員の皆さん誠意ある御回答をお願

いいたします。 

まず、コロナ対策の問題についてですが、市内

の経済状況は、自粛期間やコロナを警戒しての外

出控えなどでどの業種も影響が出ていると聞いて

います。過疎化の進行する市内で、これまで何と

か続けてきた業者の営業を守る、コロナの影響で

追い詰められ、今後続けていけるかどうか不安を

持っている業者の方、コロナが終息すれば、また

続けたいと思っているが先が見通せないと思って

いる業者の方、こういった業者を支援して、市内

経済を守っていくためにどのような対策が必要な

のか市の見解をお伺いいたします。 

まず、市内の業者の現状と市の支援策、各補助

金の申請件数や受給件数、融資などの最新の数値

をお伺いいたしますが、これは今までの他の議員

の回答がありますので求めません。 

それで、この補助金かなりの申請が出ておると

思います。融資なども含めて、まだこれから後も

出るかどうかどのように思っておられるかお伺い

をいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

お尋ねのコロナに対する各補助金のことでござ

いますが、今までにした中でもう一度やってほし

い、追加でしてほしいというような希望が出てお

りますのが、買い物応援事業、せいよＧｏ Ｔｏ

買い物キャンペーンでございます。地元商店を対

象とした点がよかったとか、第２弾を要望すると

かいった声が出ております。このことについても

また今後協議をしていきたいと考えております。 

また、せいよＧｏ Ｔｏジオツアー、これ市民

向けで１カ月やったんですけど、これが物すごく

好評でありましたので、この 11月 16 日から今度

は愛媛県民を対象に実施をしているところでござ

います。 

以上、答弁させていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

ありがとうございました。 

西予市の補助金とかこういった事業、かなり申

請とか、そういったことが多かったと思います。

恐らく適切な事業をなされていると思っておりま

す。今後も市民の要望を聞いてさらなる支援をお

願いしたいと思っております。 

次に、高収益次期作支援金の見直しについて、

これも初日に質問がありましたが、このことにつ

いて 504 件の申請があったと思います。この

504 件の申請、非常に重いものがあると思います

ので、どうかこの内容を精査していただき、どの

ような要望があったのか。可能であれば西予市で

も対応できるものがあるのではないかというふう

に思っておりますので、どのようにとらえておら

れるかお伺いをいたします。 

○議長 

酒井産業部長。 

○酒井産業部長 

国が出された事業につきましては、農家の方、

ＪＡ、そして市担当者も二転三転してることに対

して、今困惑している状況でございまして、大体

3 億円の申請に対して多分 3000 万円ぐらいしか

採択にならんのかなということもありますが、今

後の課題とさせていただきまして国・県へ改めて

どういう方法があるかというようなこともお尋ね
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をしながら要望していきたいと考えております。 

以上、答弁といたします。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

申請の 10 分の１ぐらいになりそうだという回

答でございました。 

この問題は全国的に大きな批判が起こっており

ますように、２階に上がったらはしごを外された

というふうな怒りの声もありました。ぜひこのよ

うな声を国に伝えていただきたいと思っておりま

す。農家から出された 504件の思いをどうかよろ

しくお願いいたしたいと思います。 

次に、財政状況でございますが、新聞報道など

ではかなり臨時交付金が余っているのではないか

と。１次・２次合わせて 3000 億円の補助金が使

われてないというふうに聞いております。このこ

とについて見解をお願いいたします。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

国からの交付金につきましてお答えさせていた

だきます。 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金につきましては、国の第１次補正予算と第２

次補正予算合わせまして 3兆円が措置されておる

ところでございます。第１次補正予算 1兆円の内、

7084 億円が地方公共団体に配分されておりまし

て、残りが 2916 億円、第２次補正予算 2 兆円の

内、1 兆 9500 億円が地方公共団体に配分されて

おりまして、残りが 500 億円、合わせまして

3416億円が配分残となっております。 

第１次補正予算の残額 2916 億円でございます

が、国庫補助事業等の地方負担額を基礎として算

定をされる見込みですが、具体的な取扱いにつき

ましては、現段階では通知が参っておりません。

第２次補正予算の残額 500億円につきましては、

今後の感染拡大等に備えて、地方単独事業分とし

て留保されておりましたけれども、11 月 16 日開

催の新型コロナウイルス感染症対策本部会議にお

きまして、新たに協力要請推進枠を創設し、追加

配分することで、地方公共団体による機動的な対

応を支援するということとされております。 

具体的には、感染拡大に対しまして国の一定の

関与のもとに、地方公共団体が感染防止に効果的

なエリア・業種限定の営業時間短縮要請等を行い

まして、協力金の支払い等を行う場合にその交付

金が配分されるものとなっております。原則とい

たしましては都道府県に配分される予定となって

おります。 

各省庁のコロナ感染症対策の助成金につきまし

ては、議員御質問がありましたけども、余裕が一

部あるような報道もございます。地方公共団体が

地域経済や住民生活の支援として策定する計画に

基づきまして、新型コロナウイルス対策に限って

執行できる財源は、この新型コロナウイルス感染

症地方創生臨時交付金しかございません。したが

いまして、現段階におきましては、この臨時交付

金の追加配分については不確定な状況となってお

ります。 

今後の経済対策につきましては、国の第３次補

正、その内容も視野に入れながら、議員がおっし

ゃられております市中にどれだけのお金を回して、

市内の経済活動、また、生活支援をするというこ

とが重要となってこようかと思っております。市

の予算としましては、プッシュ的に支援をしてい

くといった方向ばかりではなくて、今後の市内の

経済が潤い、終息後には、市税の上昇につながる

ような経済効果もあるような施策に取り組むため、

関係機関と連携して取り組んでまいりたいと考え

ております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

ありがとうございました。 

次に、感染対策についてお伺いをいたします。 

国は、季節性インフルエンザの流行期の検査需

要にも対応できるよう都道府県に新たな検査体制

整備計画を策定するよう要請され、愛媛県は６つ

の医療機関に分けて検査を行う方針を出して、そ

れを受けて、市からは、新聞折り込みや無線でお

知らせがありました。 

今まで様々なイベントが中止され、外出自粛な

どにより地域経済への打撃が大きい今、さらにイ

ンフルエンザがはやり出す秋冬を見越して、今こ

そ、今後に向けて検査の拡充を行うべきと思いま

す。ニューヨークなどで行っているような、いつ
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でも誰でも何度でも安価に検査を受けられる体制

を構築し、これを内外にアピールすることは、市

内経済を立て直し、感染を広げないために有効で

あり、また、移住者を呼び込むことにもつながり、

イベントを再開することにもつながると思います。 

こういった新たな検査体制を模索するべきだと

思いますが、今ほど他の議員の答弁がありました

ので、このことについての答弁は求めません。 

それで、特に、介護施設、福祉施設、保育所、

学校など、クラスターにつながりかねない施設に

おいては定期的な検査を行うべきではないかと思

っておりますがいかがでございましょうか。 

○議長 

山岡医療介護部長。 

○山岡医療介護部長 

議員御指摘の各施設における定期的な検査につ

いてお答えをいたします。 

国・県・市町では新型コロナウイルス感染症の

検査について、検査が必要な者が迅速・スムーズ

に検査を受けられるようにするとともに、濃厚接

触者に加え、感染拡大を防止する必要がある場合

には、広く検査が受けられるような体制づくりを

共同で取り組んでいるところでございます。 

このため、クラスターの発生など地域の感染状

況を踏まえ、感染拡大を防止する必要がある場合

には、発生した店舗、施設に限らず、地域の関係

者を幅広く検査することを現在も行っております。 

具体的には、源議員の御質問で答弁させていた

だいた体制に加えまして、先ほど議員からありま

したように、医療圏ごとに、西予市は八幡浜大洲

医療圏域に属しておりますが、愛媛県内では、そ

の医療圏ごとに一つ以上の主に検体採取を行う地

域外来検査センターが設置されているところです。 

議員御指摘のように、現時点で予防のための定

期的な検査を進めますと、本来検査が必要な感染

が疑われる方たちの検査ができなかったり、遅れ

るような事態が生じたりすることで、適切な治療

ができなくなり、重症者の増加や医療体制の逼迫

にもつながっていくことが懸念されます。 

したがいまして、現在進めている体制を国・

県・市町が協働し、市民の皆様の理解と協力をい

ただきまして、しっかりと進めていくことが重要

であると認識しているところでございます。 

なお今後の動向によりまして、国・県・市町の

体制に変更が生じれば、速やかに変更できるよう

情報収集や関係者の協議など注力してまいります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

続きまして、２番の問題に移らせていただきま

す。 

保育所の民営化問題でございますが、私は、西

予市の保育所のあり方、旧町で１園は公立保育所

を残すという方針を見たときに、今の時代立派だ

なと思っていたのですが、よく聞いてみると、今

年２月に西予市立保育所のあり方に関する方針で、

今までのあり方にとらわれないとの新しい方針が

策定されておって、８月から早速三瓶保育所の民

営化に着手されました。 

非常に性急な感じがしますが、特別な事情がお

ありなのでしょうか。今までも説明はあったかと

思いますが、もう一度お聞かせください。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

西予市公立保育所（園）のあり方に関する方針

の改定理由についてお答えをいたします。 

本市では、保育サービスの維持向上と効率的な

保育行政の運営の課題に対応するため、平成

25 年に西予市公立保育所（園）のあり方に関す

る方針を策定いたしました。 

この方針では、多様な保育ニーズへの対応、安

心安全な保育環境整備、効率的運営ができる保育

所（園）の適正配置等の視点から、公と民の適切

な役割分担が図られる保育サービスの向上を基本

とし、各旧町地区における保育環境の変化等に応

じた統廃合及び民営化を進めることとしておりま

す。 

しかしながら、保育環境を取り巻く環境は刻一

刻と変化しており、量的ニーズの長期的見直しや

質的ニーズの変化、国の子育て支援制度の動向を

踏まえた長期的な将来ビジョンを検討していく必

要があることから、令和２年２月にこの方針を改

定させていただきました。 

改定の主な内容は、保育環境の変化や本市にお

ける極めて厳しい財政状況の中、限られた財源を

有効活用するため、前例にとらわれない見直しや
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改革を進めるとともに、旧方針に引き続き、公と

民の適切な役割分担が図れる保育サービスの向上

を基本とし、さらなる充実と多様化する保育ニー

ズに対応していくこととしております。また、公

立保育所の民営化を検討するに当たっては、旧町

単位ごとに公立施設を一つ設置するという従来の

前提は踏まえず、各地域の出生及び保育状況や保

護者、地域の要望を尊重した上で進めていくこと

といたしました。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

地元や保護者へは十分な説明がなされたのかと

いう質問を出しております。アンケートの中身を

見ると早過ぎるとの回答が多かったと思いますが、

そういったことを鑑みて、実施が１年延びたとい

うことでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

三瓶保育園民営化に伴う保護者や地元への説明

についてお答えをいたします。 

三瓶保育園の民営化につきましては、今年８月

から、保護者や地域住民に対し説明会を開催させ

ていただきました。９月９日に、三瓶地区の就学

前児童の保護者の皆様を対象に三瓶保育園民営化

について御説明をいたしました。令和３年４月の

民営化は早急過ぎるなどいろいろな御意見をいた

だきましたので、９月 11日から 17日の間で、民

営化に伴う記述式のアンケートに御協力いただき、

多くの保護者から回答をいただきました。保護者

の皆様からいただいた御意見に対する保護者説明

会を９月 18 日に三瓶保育園で、19 日にひまわり

保育園で開催しております。 

９月 24 日には三瓶地区の皆様を対象とした第

１回目の地区説明会を開催し、保護者の皆様から

いただいた意見を尊重し、民営化のスケジュール

を令和３年４月から令和４年４月に変更すること

をお伝えしております。さらに、地域の皆様から

の御意見を尊重し、10 月 27 日に第２回目の地区

説明会を開催して、これまでの経過、三瓶地区の

子どもの現状と今後の推移、民営化のメリット・

デメリットなど細かく説明をさせていただいた後、

地域の皆様と三瓶地区の子どもたち一人ひとりの

健やかな育ちが保障できること、子どもたちと保

護者の方々が安心安全に園を利用していただける

こと、地域の方々が温かく見守っていただき、御

支援御協力いただける、これからの保育園のあり

方について意見交換をさせていただきました。 

その中で、出席された保護者の方からは、「少

子化が進んでいる三瓶町の子どものことを一番に

考えた、安心して過ごせるよりよい保育環境を実

現してほしい。」「民間保育所では、病児保育や

延長保育が利用でき、働く親は非常に助かってい

る。これらサービスを継続してほしい。」「英語

やリトミック、食育などいろいろな学びの体験を

保育園で経験させてほしい。」「民営化に向けて、

子どもたちが安心して過ごせる保育園、安心して

過ごせる地域について考え、話を進めてほしい。」

など民営化に前向きな多くの御意見をいただいた

ことから、おおむね御理解いただいたと判断いた

しまして、三瓶保育園の民営化を決定したところ

でございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

次の質問の職員の雇用維持、それから今後の民

営化の方針については、他の議員への回答があり

ましたので求めません。 

次、保育所民営化は児童福祉法に反する、公立

の継続を求めるは取下げます。質問は取下げます。 

しかし、保育の実施主体は児童福祉法により各

自治体が行うものと定められておりますことを認

識はされておられると思いますが、なお、さらに

自治体としての責任と自覚をお願いするものであ

ります。 

次の質問に移らせていただきます。 

次、障がい者各種助成及び補助事業についてで

すが、この質問は、市民の方から直接伺ったり、

生活相談と言いますかそういった中から出てきた

問題です。中には、他所にはあるが西予市にはな

いのかというような質問などもありましたので、

この場で質問をさせていただきます。また、新た

な障がいが生まれ、生活はこれから先なかなか厳

しいことが想像されると涙ながらに言われておら

れる方もおられました。ぜひ誠意ある御回答をお
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願いします。 

まず最初ですが、介護認定者の障害者控除認定

についてでございますが、令和元年度において５

件の認定という回答でございました。それで現在

18 件ということですが、ちょっと余りにも少な

いのではないかというふうに思っております。こ

の状況について御説明をお願いいたします。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

介護認定者の障害者控除の対象者につきまして

お答えをさせていただきます。 

この介護認定者の障害者控除につきましては、

障害者手帳等の交付を受けていない満 65 歳以上

の要介護認定者の方で、市が認定した方に障害者

控除対象者認定書を発行いたしまして、税申告の

際に、この認定書を提出することで税法上の障害

者控除を受けられる制度でございます。 

当市における障害者控除対象認定の要件につき

ましては、要介護認定に係る認定調査票及び主治

医の意見書の記載内容に基づき判断をすることと

なっております。知的障害の認定につきましては、

主治医の意見書等における認知高齢者の日常生活

自立度の程度がⅡまたはⅢと判定されていれば普

通障害者、ⅣまたはⅤと判定されていれば特別障

害者と認定しております。身体障害の認定につき

ましては、障害高齢者の日常生活自立度、寝たき

り度でございますが、この程度がＢまたはＣであ

り、かつ、６カ月以上臥床状態であることが特別

障害者の要件となっております。 

対象者数でございますが、令和２年８月末時点

ではございますが、当市における 65 歳以上の要

介護認定者 3,306名の内、知的障害者の認定要件

に当てはまる方は 2,027 名でございますが、この

人数には 65 歳以上で障害者手帳等をお持ちの方

も含めた数字となっております。なお、身体障害

に係る人数につきましては、主治医の意見書等に

記載されている内容等から、６カ月以上の臥床状

態であるかを判断する必要がありますので、デー

タを用いて対象者を判断することはできない状態

でございます。 

また、先ほど議員からもありましたように、令

和元年度に新たに５件の認定を行い、令和元年度

までの累計で 85 件の障害者控除対象者認定書を

交付しておりますが、死亡、転出等により、有効

となります認定書は、現時点で 18 件となってお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

最初このことについて伺ったときに、５件だと

いう回答をいただき非常に少ないというふうに驚

いておりましたが、累計で 85 件ということでご

ざいます。現在、認定されておられる方が 18 件

ということでございますね。例えば、内子町

90 何件あります。それで西予市の場合非常に少

ないというのはどういうことなのかなと考えたと

きに、このことを言ってこられた方は、この控除

認定について、実際に他の自治体で行ってるが西

予市にはないのかというふうに言ってこられたん

で、御存じでなかったと。市民の方が知らなかっ

たということですね。 

それで、西予市の場合は、このことについてホ

ームページで説明をしておるというふうな説明が

あったんですが、介護認定を受けられる方は高齢

者である。そういった方にホームページを調べて、

いろいろせよというのはなかなか無理なのではな

いかというふうに思っております。 

例えば内子町や新居浜市では、介護認定をされ

たら、その方全てにこういう助成事業があります

よというお知らせをしております。ぜひ広報紙で

知らせてほしいという要望もありましたので、で

きるだけこういうすばらしい制度がありますから、

抑制するという方向ではなくて、この制度を活用

して、障がいを持たれても少しでも住みやすい西

予市にするために御努力をお願いしたらと思いま

す。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

周知の改善と利用の向上についてお答えをさせ

ていただきます。 

議員御指摘のとおり、現在十分な周知が図れて

おりませんので、今後は、介護保険被保険者へ制

度の活用促進を図るため、介護保険啓発パンフレ

ットや市広報紙、またホームページ等を通して周

知徹底を行ってまいります。また、介護施設等の
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施設に対しても、こういう制度の活用について、

再度周知をさせていただいたらと思っております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

よろしくお願いします。 

続きまして、透析患者通院交通費の助成につい

てでございます。 

現在、市民病院へ通院されている透析患者さん

には、病院から送迎バスが出されて大変喜ばれて

おります。しかしそれ以外の患者さん、例えば車

椅子を利用しておられる方でございますが、自力

で歩行できない方は送迎バスには乗れないという

状況で、その方は、タクシーまたは介護タクシー

を利用されておるわけでございます。非常に負担

が重くなっております。明浜から来られる方は、

月額 9 万円以上かかっております。 

西予市においてもこの助成制度はありますが、

月額 1 万円、居住する町内の方は 3,000円という

ようなことでかなり少なくなっております。市内

で同じ透析の治療をする病院では、送迎はもちろ

んですが、タクシーで来られた方の助成も全部行

っておるというふうに聞いております。非常に制

度として、送迎バスということでいい制度をつく

ってもらっておるんですけども、それに乗れない、

さらに障がいの重い車椅子を利用されている方に

ついては、それを利用することができないという

ことで、送迎バスを利用しておることから見ると、

障がいの重い人ほど自己負担が非常に大きくなっ

ている。何とかしてほしいという意見があること

は当然ではないかと思っております。ぜひ治療に

専念できるようにお願いしたいと思います。 

対策としては、車椅子用の送迎バスを市民病院

が構えることも考えられますが、非常に高額であ

る。現在、対象者は数名です。他の自治体では介

護タクシーへの費用助成などが行われております。

早急にこのようなことであれば対応できるのでは

ないでしょうか。ぜひ対応をお願いいたします。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

車椅子使用透析患者の制度改善についてお答え

をさせていただきます。 

市内で人工透析治療ができる病院は、先ほど議

員からも御指摘がありましたように、市民病院と

個人病院の２院となっており、両病院とも送迎車

の利用が可能であります。 

送迎車の利用者数でございますが、市民病院が

11 名、個人病院が 27 名となっております。人工

透析をしている方で、車椅子利用者は、市民病院

で４名おり、その内２名は、歩行器やつえでの移

動も可能なため、送迎車を利用されておりますが、

他の２名は介護タクシー、または自家用車で通院

されております。 

送迎車を利用できない方につきましては、人工

透析患者通院交通費支給等制度の対象となり、申

請により助成金を受給することができますが、議

員御指摘のとおり自宅から病院までの距離や週に

複数回通院しなければならない状況を鑑みますと、

普通タクシーや介護タクシーを利用せざるを得な

い方の御負担は大きいものと思われますので、ま

ずは、市民病院等とも協議しながら、現状を詳細

に把握させていただいたらと思います。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君に申し上げます。 

要望ではなくて一般質問の場でございますので、

問うてください。以上です。 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

よろしくお願いします。 

次でございます。 

まず車椅子利用者の災害避難についてでござい

ますが、これは 2018 年７月の時点で、豪雨災害

のときに車椅子利用のご夫婦の方が、未明に避難

指示を受けたと、避難しようとして、市役所に車

椅子の介護タクシーの紹介を依頼いたしましたが、

紹介はできないと断られ、大変不安なひと時を過

ごしたと訴えられておりました。 

このことについて、福祉課にお尋ねいたします

と、現在このような障がいのある方の避難につい

ても対策をつくっておるという御回答でございま

した。一安心いたしましたが、現在の状況とどの

ようなことを対策されたかをお伺いいたします。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 
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車椅子利用者等の障がい者の避難計画について

お答えをいたします。 

平成 25 年６月に災害対策基本法が改正され、

市町村では避難行動要支援者名簿の作成が義務化

されているところでございます。 

避難行動要支援者とは、高齢者、障がい者、乳

幼児、妊婦など要配慮者の内、災害から身を守る

ため、安全な場所に避難する際に支援を要する

方々のことで、その中には、日常的に車椅子を使

用している方々も含まれております。 

当市におきましては、法の改正後、避難行動要

支援者名簿を作成し、避難の際の支援者などにつ

いても登録を行ってまいりましたが、随時の更新

作業などが不十分でございました。 

このような状況の中、平成 30 年７月豪雨災害

が発生するなど、全国各地においても、毎年のよ

うに甚大な災害が頻発しており、車椅子利用者を

含む避難行動要支援者への具体的な避難計画の策

定が急務となっているため、本年１月に、西予市

避難行動要支援者避難支援計画を策定し、避難行

動要支援者の精査及び避難のための個別計画策定

に取り組むことといたしました。 

この支援計画に基づき、同年２月から 75 歳以

上のひとり暮らしの高齢者、要介護の認定者、ま

た障がい者の方々などに対し避難行動要支援者確

認書を送付し、災害時に自身や家族だけで避難す

ることができるかどうか、また、避難が困難であ

り、要支援者に該当する場合、平常時から自主防

災組織など関係機関への情報提供に同意していた

だけるか確認をしたところでございます。防災意

識の高まりも相まって、本年 11 月末現在で、避

難行動要支援者 5,456 人中、3,981 人が平常時か

らの情報提供に同意をいただいているところでご

ざいます。 

今後につきましては、情報提供の同意があった

方々の要支援者名簿をもとに、一人ひとりの避難

支援計画、いわゆる個別計画について、民生委員

の皆様をはじめ、自主防災組織、ケアマネジャー、

相談支援専門員など、関係者の協力を得ながら、

地域の実情に合わせて進めているところでござい

ます。 

災害が発生する前に、車椅子を必要としている

人も含め、避難支援が必要な方々を誰が支援する

のか、どこに避難するのかなど具体的な計画策定

が重要でございますので、今後、関係する皆様の

御支援、御協力をお願いいたします。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

ありがとうございました。 

続きまして、最後の問題です。 

障害者（児）のタクシーの利用制度についてで

ございます。 

このことについて、決算書を見ますと、やっぱ

り利用状況はかなり少ないなということは私も感

じておりましたが、ちょうどこのことを言ってこ

られた方がおられまして、少ないのはなぜかと言

いますと、要件が非常に厳しいと、利用できにく

くなっているというようなことを聞いております。

具体的にどういったことですかとお伺いいたしま

すと非課税世帯であることとか、自家用車がない

ことなどが要件に言われており、ほとんどの家庭

には車がある。例えば、軽トラックなどもこの要

件に入るのかとか、緊急に必要なとき、自家用車

を他の家族が使ってないときなどはどうなのかと

いうふうなことを言われております。 

また、他の市町では、自家用車や課税世帯など

の要件がなく、利用している市町があると聞いて

おります。 

それとタクシー会社などへの周知はどうなのか。

その方が聞かれておりますことは、タクシー会社

はそのことをほとんど知らないと。また、その利

用者の利用券の支払い、チケットについて、支払

いはどのようになっているのかなどをお伺いした

いと思います。 

○議長 

藤井福祉事務所長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

障害者（児）タクシー利用助成制度の改善につ

いてお答えをいたします。 

障がいのある方、あるいは子どもさんが積極的

に外出し、生き生きと社会参加できる西予市にす

るためには、交通費支援の充実が必要であると考

え、障害者（児）タクシー利用助成制度を整備い

たしました。 

当事業につきましては、在宅の障害者（児）が

移動手段としてタクシーを利用することで、社会
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参加の促進及び在宅福祉の増進に寄与することを

目的とし、西予市障害者（児）タクシー利用助成

事業実施要綱に基づき実施しております。 

対象者は、西予市内に住所を有すること、いず

れかの福祉手帳を所持し、かつ身体障害者手帳

１・２級、療育手帳Ａ判定、精神保健福祉手帳

１・２級に該当していること、施設に入所してい

ないこと、市民税課税世帯に属していないこと、

本人もしくは介護者が自家用車を所持していない

ことの全ての項目に該当する者としております。 

助成券が必要な対象者には、窓口にて申請をい

ただき、１枚 500 円の助成券を１年度につき

24 枚交付しておりまして、利用期限は３月末と

しております。年度途中に申請された場合は、申

請月から年度末までの月数に２を乗じた枚数を交

付することとしております。 

対象者は、手帳保持者であるため、新規や更新

等の手帳交付時に周知漏れがないよう利用案内を

しておりますが、これまでの啓発では周知できて

いなかった対象者もいることも考えられますので、

広報紙等の定期的な掲載やタクシー事業所等へ乗

客への周知依頼をするなど、さらなる啓発に努め

てまいりたいと考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

ありがとうございました。 

それでは次の質問に移らせていただきます。 

会計年度任用職員制度についてでございますが、

９月の議会にも質問がありましたが、ひとつ簡単

にまず制度の趣旨をお願いしたいと思います。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

それでは会計年度任用職員制度の概要につきま

して説明させていただきます。 

これは平成 29 年に臨時職員・非常勤職員の適

正な任用及び勤務条件を確保するため、地方公務

員法及び地方自治法の一部が改正されたことに伴

い、令和２年４月から新たに会計年度任用職員制

度として創設、運用が開始されたところでござい

ます。 

この会計年度任用職員は、地方公務員法にその

職・身分が明記されておりまして、一会計年度を

超えない範囲内で置かれる非常勤の職とされてお

ります。その内、１週間当たりの通常の勤務時間

が、常勤職員と同様の 38時間 45 分の職がフルタ

イム、１週間当たりの勤務時間がそれよりも短い

職がパートタイムと区分がされております。フル

タイムもパートタイムも地方公務員法上の違いは

勤務時間のみとなっておりまして、基本的には、

与える業務の量に差はございますけれども、職務

の内容には差を設けないものとなっております。 

以上でございます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

会計年度任用職員制度についてでございますが、

このことも市民の方から、市の職員で専門知識が

あって非常にいいなと思っておったんだけども、

最近突然退職する人が多いようであると、あれは

どうなっとるのかと一遍議会で聞いてみてやと複

数の人から私のところに言ってこられました。 

いろいろ調べてみますと、新たな会計年度任用

制度がスタートしたことに原因が起因していると

思います。このようなことを市民の方が敏感に反

応されるということは、やっぱり市政のことや特

に職員のことはよく見られているなと思いました。 

９月議会にもありましたが、基本的に一般行政

職では補助業務、しかし、補助業務だけでなく、

保育、給食、調理、図書館職員、看護師、学童保

育など多岐にわたっておりまして、恒常的な業務

から専門的な業務まで会計年度任用職員の方が頑

張っておられます。その数が 659名ということで

すね。これは、本来公務職の本旨である任期の定

めのない常勤職員を中心とする公務運営の原則が

崩れていると。これは人勧制度で実施をするとい

うことになっておることが大きな問題ではなかろ

うかと思います。 

問題点として、１週間当たりの通常の労働時間、

常勤職員と同様の週 38 時間 45分がフルタイム職

員ということで契約をし、それ以外の方、フルよ

り１時間短い職、これがパートタイムと区分され

ております。パートタイムに区分されておられる

方が 499名、フルタイムの方が 160名ということ

で、聞いてみますと、今年度からパートタイムの

方が圧倒的に増えたと。なぜなのかということを
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いろいろと聞いてみたりしますと、調べるとパー

トタイムは１時間時間を短くしたことで退職金を

払わなくてよいというふうな制度のもとであろう

ということが言われております。 

私は、担当の職員は、この仕事を進めながら本

当に忸怩たる思いだったろうなと、まず同情しま

した。契約段階で１年限りの契約を迫られ、当事

者は契約するか否かだけの選択しかなく、契約し

た方が多くおられたと聞いております。また、市

民から信頼のある方、専門職として勉強しておら

れる方も退職されたと聞いております。理由は、

この制度の契約により月額だけでなくボーナスも

ひと月分減額をされております。かなりの金額が

減少し、5 万円ぐらいの月収が下がったとかも聞

いております。一生懸命努力をしても１年限りの

任用で先の保障はない。生活設計を大幅に見直さ

ざるを得なくなっており、やむを得ず退職、転職

に向かわざるを得ない。仕事を探していたらはる

かにいい条件で、民間からしかもすぐに来てほし

いと言われ即退職につながったということも聞い

ております。 

その実態については、現在調査中ということで

ございます。先ほど、私に聞いてくれと言われた

方は、このことは新しい制度が地元の貴重な働き

場所をなくしているのではないか。ふるさとを壊

すことにつながっていく、その人の人生、ふるさ

との未来を壊す、正職員でなくても人を大事にす

るべきだというふうに言っておられます。 

現在、介護士、看護師、保育士などの職種の専

門職が不足しておると聞いておりますが、この制

度の導入で、ますます心配になりました。 

現在実態調査中と聞いておりますが、ぜひ該当

者の意見も聞いて改善をしていただきたいと思い

ます。そして、公表していただきたいと思ってお

りますがいかがでしょうか。よろしくお願いしま

す。 

○議長 

山住総務部長。 

○山住総務部長 

会計年度任用職員制度への移行に伴いまして、

任用条件、給与格付の見直しによりまして、特に

長期間任用が続いておられた方が、年収ベースで

大幅な減額となったという方がいらっしゃるとい

うことは承知をいたしております。ただし、全員

が下がったというわけではなくて、比較的年数が

短い方については、逆に年収ベースでは増となっ

た方もいらっしゃいます。 

この制度の移行に際しましては、適切な表現で

はないかもしれませんけれども、従来から慣例的

とも言えるような状態、条件で任用していた臨

時・嘱託職員につきまして、この制度の開始に合

わせて改めまして、業務の必要性、業務内容、量

の精査を行いまして、それぞれの任用条件を定め、

また、給与の格付も一般職の給料表を適用し見直

しを行ったところでございます。 

これによりまして、一部の専門性、先ほど議員

が御指摘の保育士でありますとか医療関係の職、

こういった専門性の高い業務など除きまして、パ

ートタイムに移行すべきという判断をいたしまし

て、給与の額につきましても相応の増減が生じた

ものということで、一定の合理性は満たしている

ものと認識をいたしております。 

なお、これまで長年にわたりまして嘱託職員と

して勤務をされてきた職員に対しましては、その

激変緩和措置として、一定の勤務年数を有する者

に対して、特例的に給与格付を１ランク上の級に

するといった試験制度も設けまして、相応の配慮

もしているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

この制度の運用に当たって大幅な減収になった

という方もあると言われました。まだ始まってか

ら１年が終わっておりません。それで、12 月か

らこの実態を調べるということでございます。ぜ

ひ当事者の意見をじかに聞きながら調べていただ

いて、改善できるべき点を改善していただきたい

と思います。またぜひその内容について、公表を

お願いしたいと思います。 

続きまして、次の質問に移らせていただきます。 

職員の待遇改善についてでございます。西予市

の賃金は、現在県内 11 市で最下位、それでまた、

４つの町は西予市より高いラスパイレス指数であ

ります。 

松山のある大学では、就職支援の掲示板に県内

自治体のラスパイレス指数が公表されておると聞

いております。昨日確認をしましたら実際そうだ
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というふうなことを言われておりました。学生の

目には西予市の実態が一目瞭然であります。今は

ネットでいろいろ調べることができます。市長の

給料は調べてみますと、県内 11 市で７番目とい

うことで非常に結構だと思います。それから議員

の給料も県内で７番目ということであります。市

長は、当然報酬などは気にせずに頑張っておられ

るということはわかっております。しかし、今回

は、ぜひ職員の改善を検討していただきたいと思

います。 

市長の政策を実行するのは職員です。そして今

までも市長とともに、特に、あの大災害からも本

当によく復興に向かって頑張ってきた職員、市民

からは、献身的に働く姿を見て見直したの声もた

くさん聞いています。 

しかし、余りにも低過ぎるラスパイレス指数で

は評価に値しないというふうに思うのではないか

と思っております。職員の意気が上がらないし、

優秀な人材確保が難しくなります。私はここが一

番怖いところではないかというふうに思っており

ます。宇和島市と西予市両方の試験を受けたと、

両方とも通ったが西予市には辞退をしたというふ

うなうわさも聞いております。そのような事態に

ならないように、後５分ですね、ぜひ改善をお願

いしたいと思います。 

○議長 

宗副市長。 

○宗副市長 

ただいま一般職員の待遇についての御質問をい

ただきました。 

御指摘のように西予市の平成 31 年度のラスパ

イレス指数でありますけれども、これは国家公務

員と地方公務員の給料を比較するときに使う指標

でございます。国家公務員の給料を 100とした場

合の地方公務員の給与水準をあらわすものであり

ますけれども、西予市は 92.5 ポイントという数

値となっております。また、県内の市の平均値に

おきましては 96.7 ポイントということでござい

まして、4.2 ポイント低いという状況でございま

す。 

御指摘のとおり、県内の市の中ではとても低い

状況にあるということであります。また合併後の

ポイントを見てみますと、平成 17 年度には

89.7 ポイントでございました。それが 2.8 ポイ

ント上昇しているという状況でございます。 

西予市の職員の給与につきましては、国・県の

給与制度を基本としまして、自治体の規模であっ

たり、または財政状況であったり、地域の実情に

応じた給与水準としてきたところでございます。

具体的には、現在愛媛県の給与水準、給与制度に

準じた運用としておるところでございます。 

今後におきましても、国・県の動向を注視する

とともに、愛媛県人事委員会勧告等を踏まえまし

て、給与面における待遇改善に努めてまいりたい

というふうに思っております。 

確かにラスパイレス指数が低いと職員のモチベ

ーションが上がってこない。また、新しい雇用に

もつながらないというふうなことでございまして、

そういった面での配慮、考慮しながら、人事の制

度につきまして、見直しを図っていきたいという

ふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

この問題は、平成 29 年第４回定例会で、酒井

議員からラスパイレス指数が低いのではないかと

の質問がありまして、宇和島市、大洲、八幡浜と

の一番近いところと５ポイントも低いとの回答が

あって改善をという質問では、低いということは

認めまして、給与について検討していきたいとの

回答が当時の総務部長からありました。しかし、

当時は 92.7 ポイントでありましたが、現在

92.5 ポイントということで 0.2 ポイント下がっ

ております。 

どのような検討されたのかお聞きしたいのです

が通告をしていないので結構でございます。 

公務員の給与改善は一遍にはできないというこ

とは私もよくわかっております。毎年少しずつ目

標を定めて、例えば市長の任期である４年間で何

ポイント改善するとか、職員の声も聞きながらぜ

ひ改善する必要があるかと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長 

和気数男君に申し上げます。 

残り５分を切っておりますので次の質問は行い

ません。発言を打ち切ってください。一般質問を

終結させてください。 
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和気数男君。 

○１番和気数男君 

はい。大事なところで時間切れとなりました。 

また次回ぜひ続けて理事者のお考えを聞きたい

と思っております。どうもありがとうございまし

た。 

○議長 

以上で一般質問を終結といたします。 

暫時休憩いたします。（休憩 午前 11時 50分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後１時 00分） 

次に、議案順に質疑を行いますが、質疑の内容

は大綱のみに願います。 

 （日程２） 

○議長 

日程第２、議案第 119号「西予市建設残土処理

場管理条例制定について」から議案第 138 号「西

予市城川高品質堆肥センターの指定管理者の指定

について」までの 20 件を一括議題といたします。 

これより本案 20 件に対する一括質疑を行いま

す。質疑の通告がありますので発言を許可いたし

ます。 

まず、14番中村敬治君。 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

質疑通告しておりますので質疑をさせてもらい

ます。 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」に係る予算書７ページでござい

ますが、第２表債務負担行為補正でございます。

下から２行目でございます。 

市道石城地区 101号線道路改良事業に係る工事

請負費及び工事委託の 1 億 9000 万円についてで

あります。 

これにつきまして２点お尋ねいたします。 

１点目は、101 号線は県道八幡浜宇和線と県道

伊予石城停車場線をつなぐ路線でございまして、

ＪＲ伊予石城駅東側の踏切を含む延長約 30 メー

トルの大変道幅が狭く危険な区間でございます。

車も往来する中、石城小学校の児童約 20 名が通

学しております。今回の道路改良計画で歩道等の

道路幅員構成はどうなっているのか。 

２点目として、接続する北側の県道八幡浜宇和

線と交差することで今よりさらに大きな交差点と

なるわけですが、現在横断歩道の表示は２カ所し

かございません。交差点の改良に伴う安全対策は

どうなっているのかお尋ねいたします。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

市道石城地区 101号線改良事業に伴う改良計画

での道路幅員構成についてお答えをいたします。 

議員より質問いただいたとおり、市道の約

30 メートルの区間は、１車線で幅員が４メート

ルと狭く、歩行者の通行及び車の離合に支障を来

している状況でございます。 

改良計画では、接続する県道伊予石城停車場線

と同じ幅員構成を計画しており、車道部が片側

3.0 メートルの２車線となり、合計で 6.0 メート

ルとなります。また、歩道は歩車道境界ブロック

で車道と分離し、約 2.5 メートルの幅員で両側に

設置をする予定です。遮断機等を設置する影響で

歩道の幅員が一部狭くなる箇所もございますが、

ＪＲ四国と協議し、安全対策も十分行った上で、

安心して通行、通学いただけるよう設計としてお

ります。 

次に、交差点部の安全対策についてお答えをい

たします。 

現在、当交差点の主要地方道八幡浜宇和線を横

断する横断歩道を１カ所使用停止にしております。

これは、横断歩道の一部が村田川付け替え工事の

施工範囲に入り、歩行者の安全を確保することか

ら、道路や信号機を管理する愛媛県や地元小学校

などと協議を行い使用停止の状態としているとこ

ろでございます。 

改良後は、交差点が広がることで横断歩道の位

置が若干は変わりますが、以前と同様に、主要地

方道八幡浜宇和線を横断する横断歩道は２カ所と

なり、交差点部の横断歩道は全体で３カ所となり

ます。安全に交差点を通行いただけるよう関係機

関と協議し、設計をしておるところでございます。 

以上でございます。 

○議長 

中村敬治君。 

○14番中村敬治君 

ありがとうございます。 

ただいまの説明で歩道 2.5メートルがそれぞれ

両側に設置されるということで大変安心しており
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ます。 

再質問でございますが１点だけいたします。 

先月 27 日の財政課長による予算の補足説明の

中では、令和３年度の完成に向けて取り組むとあ

りましたが、しかしこの 1 億 9000 万円の事業費

の大部分はＪＲ四国へ工事委託されるわけで、ま

た起点側に接続する県道伊予石城停車場線も

100 メートルほど暫定断面のままとなっておりま

す。今後ＪＲ四国と愛媛県の取組方次第ともなっ

てまいりますが、長年にわたり石城地区の方々が

改良を望んできた区間でもあり、完成予定はいつ

ごろになるのか改めてお尋ねいたします。 

○議長 

清水建設部長。 

○清水建設部長 

完成は令和３年度末、令和４年３月を予定して

おります。議員おっしゃられたとおり、工事は、

ＪＲ四国、愛媛県と重要な調整を行うことが必要

であり、今回、工事に早期に着手できるよう準備

を進めるため、債務負担行為の補正を上程したと

ころでございます。 

以上でございます。 

○議長 

次に、９番山本英明君。 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

それでは、議案第 131号「令和２年度西予市一

般会計補正予算（第９号）」の予算書 30 ページ

です。10 款 1 項 6 目諸費の大学生等生活応援事

業について質疑をさせていただきます。 

説明を聞いたところ 1,100 人分の 5500 万円と

いう予算を組まれておりますが、ということは１

人当たり 5 万円ということになろうかと思います

が、この 5 万円の金額を決められた根拠といいま

すか、算定といいますか、それをひとつ聞かして

いただいたらと思います。 

そして、西予市特産品を贈るということですけ

ども、550 万円ということなので、１人当たり

5,000 円分相当になろうかと思いますが、西予市

特産品 5,000円相当分を詰め合わせたふるさとの

小包はどこの何をどのような方法で送付されるの

かお伺いをいたします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほどの給付額１人当たり 5 万円の根拠、まず

こちらから御答弁させていただいたらと思います

が、全国大学生活協同組合連合会によります調査

結果がございます。この調査結果では、大学生の

１カ月の生活費が約 12 万円、その内仕送りが約

7 万円となっていることから、その差額 5 万円を

このたびの給付額と考えたところでございます。 

もう１点、特産品 5,000 円相当分を詰め合わせ

るふるさとの小包についてでありますけれども、

ふるさとの小包の詳細につきましては、現段階で

の考えは、西予市の特産品の取扱いが可能な事業

者などに委託をさせていただき、委託先が対応可

能な産品を提示し、大学生等の申請者に選択をし

ていただく。そして、送付込みでの委託をしたい

と考えております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

山本英明君。 

○９番山本英明君 

一つだけ再質問させていただいたらと思います。 

この事業ですけども、これはコロナ禍の事業で、

継続ではなく単年度事業ということを理解してお

いたんでよろしいのでしょうか、質問いたします。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほど御質問のありました、本事業は単年度事

業かどうかということですけども、議員おっしゃ

りましたとおり、本事業は新型コロナウイルス感

染症の拡大によりまして、日常生活への影響を受

けた大学生等に対し経済的な負担軽減、そしてま

た、修学継続を支援することを目的としておりま

す。このようなことから、新型コロナウイルス感

染症の状況にもよるところではございますけれど

も、基本的には単年度事業と考えているところで

ございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

次に、15番二宮一朗君。 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

ただいまの山本議員の続きのページになります。

10 款教育費、2 項小学校費、また 10 款教育費、
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3 項中学校費の教育振興費の中で、小学校、中学

校それぞれ情報教育振興事業 415 万 2000 円と

216 万 3000 円について質問させていただきます。 

今回の予算は、ＧＩＧＡスクールに向けてのル

ーターの購入費用という御説明でございました。

ＧＩＧＡスクールに関しましては、６月議会にお

いて同じくパソコンの購入ということで予算がつ

いておりますけれども、そのときに、今回ＧＩＧ

Ａスクールの計画を前倒しにしての今回の政府の

対応ということで、全国一斉にこういう事業が始

まるということで、機器の購入が間に合うのかと

いうふうな心配があったように思うんですけれど

も、そういう点について目途がついているのか、

質問させていただきます。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

パソコン等の購入を含めた機器の目途というと

ころでございますけれども、この度、学習用端末、

いわゆるパソコンでございますが、物品購入を契

約しております業者に確認をいたしましたところ、

2,430 台の端末でありますけれども、これは

12 月中に契約業者のもとに届く予定とのことで

ありまして、契約の納入期限であります令和３年

３月 31 日までに納品が完了できるものと考えて

おります。 

また、このたびの補正予算に計上をさせていた

だいておりますモバイルルーターにつきましては、

議決後の契約、また発注となりますけれども、予

算計上時の見積り依頼業者へ確認をいたしました

ところ、現在の国内需給の状況であれば、発注か

ら２カ月程度で納品可能というようなことでの回

答をいただいているというところでございます。 

以上、回答とさせていただきます。 

○議長 

二宮一朗君。 

○15番二宮一朗君 

今の答弁で一安心でございますけれども、今新

型コロナ感染拡大につきましては、第３波という

ことで、ちょっとまだ終息の状況が見えないとい

う中で、今後、今年あったような学校休校とかい

うこともひょっとしたら考えられるのではないか

と。そういったときにやっぱりこのリモート授業

というのが必要になってくるんじゃないかなと思

うんですけれども、機器がそろったということは、

早めに計画を前倒しすることができるんじゃない

かと思うんですが、そういう点について質問させ

ていただきます。 

○議長 

宇都宮教育部長。 

○宇都宮教育部長 

今ほど、リモート授業、遠隔授業の実施を早め

ることはできないのかという御質問であったと思

いますけれども、先ほど答弁をいたしましたとお

りパソコンについては、12 月中に契約業者に端

末は入ってまいりますが、その後でありますけれ

ども、パソコン１台１台に、児童また生徒が使用

できるようセットアップの作業を行った後に納品

をいただくということにしております。 

このようなことから実際の納入も契約の納入期

限どおりと考えております。またこれと並行して、

どのように遠隔授業を進めるのかの具体的協議や

使用する教員の研修等も必要となってまいります。

ソフト面からしても、実際の運用は来年度からと

考えているところでございます。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

ただいま議題となっております議案 20 件につ

いては、御手元に配信いたしております委員会付

託表のとおり、所管の委員会に付託いたします。 

 （日程３） 

○議長 

次に、日程第３、請願第２号「加齢性難聴者へ

の補助器購入に対する公的補助制度創設を求める

請願書」及び陳情第２号「地方たばこ税を活用し

た分煙環境整備に関する陳情」の２件を一括議題

といたします。 

請願１件及び陳情１件の詳細につきましては、

御手元のタブレットに配信いたしております請

願・陳情文書表を御参照ください。 

ただいま議題となっております請願１件、陳情

１件については、御手元に配信いたしております

委員会付託表のとおり、所管の委員会に付託いた

します。 

各常任委員会においては、各議案、請願、陳情

について、十分に審査を行い、最終日の本会議に

おいて、委員会審査の経過と結果について、各委
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員長の報告を求めることといたします。 

以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

12 月 18日は午後２時から会議を開きます。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午後１時16分 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第 ５ 日 

 

12月 18日（金曜日） 
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令和２年第４回西予市議会定例会会議録（第５号） 

１．招 集 年 月 日 令和２年１２月１８日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 令和２年１２月１８日 

          午後 ２時００分 

１．閉     会 令和２年１２月１８日 

          午後 ３時１７分 

１．出 席 議 員        

    １番  和 気 数 男 

    ２番  宇都宮 久見子 

    ３番  信 宮 徹 也 

    ４番  宇都宮 俊 文 

    ５番  加 藤 美 香 

    ６番  中 村 一 雅 
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   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  森 川 一 義 

   １８番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

   な  し 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  宗   正 弘 

   教  育  長  松 川 伸 二 

   総 務 部 長  山 住 哲 司 

   政策企画部長  下 澤 広 幸 

   会 計 管 理 者  三 瀬   功 

   医療介護部長  山 岡 薫 彦 

   産 業 部 長 兼 

   生活福祉部産廃処理施設担当部長   酒 井 信 也 

   建 設 部 長  清 水 昭 広 

   生活福祉部長兼 

福祉事務所長  藤 井 兼 人 

   教 育 部 長  宇都宮   裕 

   明 浜 支 所 長  上 中 保 博 

   野 村 支 所 長  和 氣 岩 男 

   城 川 支 所 長  藤 川 忠 男 

   三 瓶 支 所 長  片 山 勇 一 

   消防本部消防長  佐 藤 克 也 

   総 務 課 長  一 井 健 二 

   財 政 課 長  宇都宮 明 彦 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  冨 永   誠 

議 事 係 長  三 好 祐 介 

１．議  事  日  程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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      議  事  日  程 

１  議案第１１９号 西予市建設残土処理場管理

条例制定について 

   議案第１２０号 西予市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例制定

について 

   議案第１２１号 西予市介護保険条例等の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１２２号 西予市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第１２３号 西予市国民健康保険診療所

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１２４号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１２５号 西予市生活交通バス条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１２６号 西予市有料駐車場条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１２７号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１２８号 西予市地域福祉基金条例を

廃止する条例制定について 

   議案第１２９号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第１３０号 西予市卯之町駅前複合施設

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第１３１号 令和２年度西予市一般会計

補正予算(第９号) 

   議案第１３２号 令和２年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算(第

４号) 

   議案第１３３号 令和２年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第１３４号 令和２年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第３号) 

   議案第１３５号 令和２年度西予市病院事業

会計補正予算（第４号） 

   議案第１３６号 財産の無償貸付について 

議案第１３７号 西予市明浜農産物集出荷施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１３８号 西予市城川高品質堆肥セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

請願第 ２号 加齢性難聴者への補助器購

入に対する公的補助制度創

設を求める請願書 

   陳情第 ２号 地方たばこ税を活用した分

煙環境整備に関する陳情 

 ２ 議案第１４２号 令和２年度西予市一般会計

補正予算（第１０号） 

 ３ 議案第１４３号 令和２年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算（第

５号） 

 ４ 意見書案第 ４号 北朝鮮による全ての拉致被

害者等の即時一括帰国の実

現を求める意見書（案）の

提出について 

 ５ 意見書案第 ５号 台湾の世界保健機関（ＷＨ

Ｏ）への参加を求める意見

書（案）の提出について 

 ６ 議員派遣の件について 

追加 意見書案第 ６号 地方たばこ税の一部を受動

喫煙防止のための分煙環境

整備・推進に活用すること

を求める意見書（案）の提

出について 
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本日の会議に付した事件 

１  議案第１１９号 西予市建設残土処理場管理

条例制定について 

   議案第１２０号 西予市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例制定

について 

   議案第１２１号 西予市介護保険条例等の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１２２号 西予市指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第１２３号 西予市国民健康保険診療所

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１２４号 西予市乳幼児及び児童医療

費助成条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第１２５号 西予市生活交通バス条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１２６号 西予市有料駐車場条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１２７号 西予市火災予防条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

   議案第１２８号 西予市地域福祉基金条例を

廃止する条例制定について 

   議案第１２９号 西予市惣川高齢者生活福祉

センターの指定管理者の指

定について 

   議案第１３０号 西予市卯之町駅前複合施設

の指定管理者の指定につい

て 

   議案第１３１号 令和２年度西予市一般会計

補正予算(第９号) 

   議案第１３２号 令和２年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算(第

４号) 

   議案第１３３号 令和２年度西予市後期高齢

者医療特別会計補正予算

(第２号) 

   議案第１３４号 令和２年度西予市介護保険

特別会計補正予算(第３号) 

   議案第１３５号 令和２年度西予市病院事業

会計補正予算（第４号） 

   議案第１３６号 財産の無償貸付について 

議案第１３７号 西予市明浜農産物集出荷施

設の指定管理者の指定につ

いて 

   議案第１３８号 西予市城川高品質堆肥セン

ターの指定管理者の指定に

ついて 

請願第 ２号 加齢性難聴者への補助器購

入に対する公的補助制度創

設を求める請願書 

   陳情第 ２号 地方たばこ税を活用した分

煙環境整備に関する陳情 

 ２ 議案第１４２号 令和２年度西予市一般会計

補正予算（第１０号） 

 ３ 議案第１４３号 令和２年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算（第

５号） 

 ４ 意見書案第 ４号 北朝鮮による全ての拉致被

害者等の即時一括帰国の実

現を求める意見書（案）の

提出について 

 ５ 意見書案第 ５号 台湾の世界保健機関（ＷＨ

Ｏ）への参加を求める意見

書（案）の提出について 

 ６ 議員派遣の件について 

追加 意見書案第 ６号 地方たばこ税の一部を受動

喫煙防止のための分煙環境

整備・推進に活用すること

を求める意見書（案）の提

出について 
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  開会 午後２時00分 

○議長 

ただいまの出席議員は 18名であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は御手元に配信のとおりであり

ます。 

（日程１） 

○議長 

日程第１、議案第 119号「西予市建設残土処理

場管理条例制定について」から議案第 138 号「西

予市城川高品質堆肥センターの指定管理者の指定

について」までの 20 件、請願第２号「加齢性難

聴者への補助器購入に対する公的補助制度創設を

求める請願書」及び陳情第２号「地方たばこ税を

活用した分煙環境整備に関する陳情」の２件を一

括議題といたします。 

各委員会における審査の経過と結果について、

各委員長の報告を求めます。 

まず、総務常任委員会委員長兵頭学君。 

兵頭学君。 

○兵頭総務常任委員会委員長 

総務常任委員会の審査報告をいたします。 

去る 12 月７日において当委員会へ付託されま

した議案５件及び陳情１件につきましては、

12 月９日に委員会を開催し審査を行いました。

その経過と結果について御報告申し上げます。 

委員会結果は御手元に配信のとおりであり、議

案５件は原案のとおり可決、陳情１件は採択に決

定いたしました。 

これより議案審査の過程におきまして、各委員

より出されました質疑並びに部課長の答弁を抜粋

して報告いたします。 

議案第 127号「西予市火災予防条例の一部を改

正する条例制定について」では、市内の充電設備

の設置状況についての質疑があり、50 キロワッ

トの急速充電設備が、宇和町内の木村チェーン駐

車場内及びフジ宇和店駐車場内の２カ所に設置さ

れているとの答弁でした。 

議案第 130号「西予市卯之町駅前複合施設の指

定管理者の指定について」では、現在のチャレン

ジショップの入居者状況についての質疑があり、

６テナントに対し、市内業者が４件、市外業者が

１件の計５件の入居者が決定しており、残りの１

件については、引き続き市内外へ募集を行ってい

るとの答弁でした。 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」の総務課所管分の災害対策費で

は、今年７月に発生した熊本県人吉市での豪雨災

害に伴う職員派遣者数についての質疑があり、７

月から９月の間に３人掛ける５クールで計 15 人

を派遣したとの答弁でした。 

政策推進課所管分の指定統計調査費では、国勢

調査の調査方法の見直しを行った内容についての

質疑があり、新型コロナウイルス感染症防止の観

点から調査書類の配布、回収に関して、調査員と

世帯員が直接対面しない非接触型の方法により調

査を実施したとの答弁でした。 

また、おイネ賞事業では、事業中止の経緯と今

後の方向性についての質疑に対し、今年初めから

の新型コロナウイルス感染症拡大により、７月ご

ろに中止の方向性を見出し、11 月には共催であ

る愛媛県医師会並びに日本医師会へそれぞれ正式

に話に伺い中止を決定した。今後については、基

金で運営を行っているが、残り数回で枯渇する状

況になっているため、事業を継続するためには基

金積立も視野に入れているとの答弁でした。 

学校教育課所管分の小学校情報教育振興事業及

び中学校情報教育振興事業では、通信環境がない

家庭におけるモバイルルーターの通信費の負担に

ついての質疑があり、今後、保護者の意見を聞き

検討するとの答弁でした。 

委員からは、保護者間で不公平感の生じること

のないように十分検討するよう意見がありました。 

陳情第２号「地方たばこ税を活用した分煙環境

整備に関する陳情」については、四国たばこ販売

協同組合連合会外９団体から提出され審査を行い

ました。 

改正健康増進法の趣旨は「望まない受動喫煙の

防止」であり、決して禁煙を強要するものではな

いことから、分煙環境の整備・推進が早急に求め

られるところである。また、分煙社会の実現のた

め、喫煙者が負担するたばこ税の一部を公共喫煙

場所の維持・増設、公共施設や飲食店及びホテ

ル・旅館などの喫煙室設置の助成、喫煙マナーの

向上に関する普及活動など、喫煙者、非喫煙者双

方に配慮した取組に有効活用をしていくことが重

要であるなどの理由から、今回提出された陳情趣

旨は妥当であり、全会一致で採択とすることに決
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しました。 

以上、総務常任委員会審査報告といたします。 

令和２年 12月 18日、総務常任委員会委員長兵

頭学。 

○議長 

次に、厚生常任委員会委員長二宮一朗君。 

二宮一朗君。 

○二宮厚生常任委員会委員長 

厚生常任委員会の審査報告を申し上げます。 

去る 12 月７日の本会議において当委員会に付

託されました議案 12 件及び請願１件について、

12 月９日に委員会を開催し審査を行いましたの

で、その経過と結果について御報告を申し上げま

す。 

議案 12 件については、御手元に配信のとおり

原案可決決定をいたしました。また、請願１件に

ついては不採択と決しました。 

これより議案審査の過程において、委員より出

された質疑並びに部課長の答弁を抜粋して御報告

申し上げます。 

議案第 123号「西予市国民健康保険診療所条例

の一部を改正する条例制定について」では、条例

改正の目的について質疑があり、市内各診療所に

おいて、将来、医療従事者、特に医師の確保が困

難になった場合、西予市民病院や野村病院、三瓶

病院などの基幹病院等に業務が委託できるように

条例を整備するものであるとの答弁でありました。 

議案第 124号「西予市乳幼児及び児童医療費助

成条例の一部を改正する条例制定について」では、

現物給付方式について質疑があり、助成対象者へ

医療費受給資格者証を発行する方式で、受給資格

者証を医療機関の窓口で提示することで、会計の

際に、その場で医療費自己負担分の支払いが不要

となる。実施に当たり、保護者に対して、同じ症

状で複数の医療機関を受診する重複受診の防止、

救急等のやむを得ない受診を除く診療時間内の受

診勧奨、健康づくりの推進の３点を周知し医療費

の適正化に努めるとの答弁でありました。 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」の医療対策室所管分では、外国

人材活用推進事業の現在の状況について質疑があ

り、モンゴル国から２名を介護人材として市内に

受け入れる予定としているが、新型コロナウイル

ス感染症拡大により、人材の日本語講習などが遅

れており、現在も引き続きモンゴル国で入国前講

習等を受けている状態であるとの答弁でありまし

た。 

子育て支援課所管分では、休日子どもサポート

事業の来年度以降の取組について質疑があり、保

護者等からアンケート等でどのような要望がある

かを調査した上で事業を立ち上げた。来年度以降

については、まだはっきりとした計画ができてい

ないが、放課後児童クラブを行っている事業者等

も含めて十分検討していきたいと考えているとの

答弁でありました。 

議案第 132号「令和２年度西予市国民健康保険

特別会計補正予算（第４号）」では、新型コロナ

ウイルス感染症が広がっているが、基金残高は十

分であるかとの質疑があり、令和２年度には総額

で約 5 億 3000 万円の基金の積立てとなり、爆発

的な感染になると厳しいが、現状では十分な蓄え

があると考えているとの答弁でありました。 

議案第 134号「令和２年度西予市介護保険特別

会計補正予算（第３号）」では、介護保険保険者

努力支援交付金について質疑があり、市町村が行

う自立支援重度化防止の取組について、ＰＤＣＡ

サイクル体制等の構築や自立支援重度化防止等に

資する施策の推進、介護保険運営の安定化に資す

る施策の推進と大きく３項目に分かれ、それぞれ

に評価指標が設けられており、その達成度に応じ

て国から交付金が交付され、西予市は、県内

11 市の内５番目に高い点数となっているとの答

弁でありました。 

議案第 135号「令和２年度西予市病院事業会計

補正予算（第４号）」では、西予市民病院院内清

掃業務委託の債務負担行為について質疑があり、

現在、西予市民病院の院内清掃業務は会計年度任

用職員である清掃員が行っているが、清掃業務に

業務マニュアルがなく、宇和病院時代からの業務

経験の積み重ねにより清掃を実施していた。新型

コロナウイルス感染症の流行により、病院の衛生

管理の重要性を改めて認識をし、これまで以上に

衛生的な院内環境を実現するため、病院清掃の認

定を有する事業者に令和３年４月から業務委託す

るため、債務負担行為を設定するものである。野

村病院については、施設規模が異なりトイレ数等

も少ないことから、職員が感染防止対策をとり、

衛生管理を研究しながら、引き続き、会計年度任
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用職員が清掃を行っていきたいとの答弁でありま

した。 

また、西予市民病院の不採算地区病院負担金に

ついて質疑があり、不採算地区病院に対する自治

体への支援は従来からあり、野村病院では当初予

算に計上していたが、制度改正により病床数が

500 床まで拡充され、西予市民病院が新たに今年

度から該当することになったため、予算計上した

との答弁でありました。 

請願第２号「加齢性難聴者への補助器購入に対

する公的補助制度創設を求める請願書」について

は、加齢性による症状は耳だけに特化したもので

はなく、身体の様々な器官に出るものであり、難

聴者に絞った公的補助制度創設を求めるのは無理

がある。加齢性難聴者以外の症状の方への補助器

購入も含めて検討すべきであるなどの理由から、

賛成・趣旨採択少数により不採択と決しました。 

以上、委員会審査報告といたします。 

令和２年 12月 18日、厚生常任委員会委員長二

宮一朗。 

○議長 

次に、産業建設常任委員会委員長井関陽一君。 

井関陽一君。 

○井関産業建設常任委員会委員長 

産業建設常任委員会審査報告をいたします。 

去る 12 月７日に付託されました６議案につき

まして、12 月 10 日に審査いたしましたので、そ

の報告をいたします。 

付託されました６議案につきましては、御手元

に配信のとおりいずれも全会一致にて原案可決決

定をいたしました。 

審査経過及び意見等を報告いたします。 

議案第 119号「西予市建設残土処理場管理条例

制定について」では、これまで市が管理する建設

残土処理場はなかったが、立木補償、用地買収を

行って、今年９月 10 日から残土処理場工事を着

手し、令和３年１月から本格的な建設残土を受け

入れるに当たり、西予市建設残土処理場の管理及

び運営に関する必要な事項を定めるために本条例

を制定するとの説明を受け、管理運営は誰がする

のかとの質疑では、今年度は随意契約にて残土処

理場工事者にと考えているが、今後も土砂の受入

れ管理や土質の確認等いろいろな手間がかかるた

め、別契約で残土処理場管理を委託するように考

えているとの答弁がありました。 

議案第 121号「西予市介護保険条例等の一部を

改正する条例制定について」では、林業課、建設

課、上下水道課より、地方税法の一部改正による

延滞金の特例規定の改正について説明がありまし

た。 

議案第 126号「西予市有料駐車場条例の一部を

改正する条例制定について」では、西予市宇和第

３駐車場において、土地所有者の申出により、契

約は令和２年度末までとし、以降は契約更新をし

ないため、廃止に伴う条例の一部を改正するとの

説明がありました。 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」の内、農業委員会事務局所管分

では、新型コロナウイルス感染症の影響による農

業委員会等先進地視察研修事業をはじめとした各

事業の中止に伴う不用額 147 万 8000 円の減額に

ついて説明がありました。 

経済振興課所管分では、買い物応援給付金で見

込まれる不用額 4800 万円に対して、申請世帯の

割合について質疑があり、8,245 件でおおよそ５

割に当たるとの答弁がありました。 

また、かっぱＭＡＴＵＲＩ、れんげまつり、奥

地の海のカーニバル等の市観光ＰＲ事業の減額補

正に対して、来年できるようになれば増額して豪

華に開催されるのかとの質疑があり、今年度と同

規模の当初予算を考えているとの答弁でした。 

林業課所管分では、東京オリンピックが

2021 年に延期されたことによる選手村ビレッジ

プラザ建築に提供した木材の返還が先送りされ、

不要となった運搬経費 13万 2000 円を減額すると

の説明がありました。 

農業水産課所管分では、第 15 回全日本ホルス

タイン共進会の中止による 100 万円の減額、農地

災害復旧事業（過年度）7400 万円の増額、農業

用施設災害復旧事業（過年度）3 億円の増額につ

いて説明がありました。 

建設課所管分では、令和３年１月から受入れを

開始する建設残土処理場の管理事業における

170 万円、港湾施設維持管理事業における 320 万

円、市道石城地区 101号線の道路改良費における

債務負担行為限度額 1 億 9000 万円などについて

説明があり、港湾施設維持管理事業のアンカーボ

ルト調整は海中での作業になるのかとの質疑に対
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して、潜水士によるアンカーチェーンの修繕、取

替えと張り替えの調整になるという答弁がありま

した。 

上下水道課所管分では、吉田地区及び三間地区

に応急仮復旧浄水場を設置し、引き続き両地区に

仮設浄水場を建設する災害復旧事業の起債につい

て、その償還を構成団体である宇和島市・八幡浜

市・西予市・伊方町の３市１町で負担し、西予市

は、規約に従って、令和２年度から 12 年度まで

の合計が 1 億 4656 万 6000円となり、特別交付税

措置が２分の１にされるとの説明がありました。 

議案第 137号「西予市明浜農産物集出荷施設の

指定管理者の指定について」では、指定管理者と

して 10 年の堅実な実績がある農事組合法人無

茶々園に指定するとの説明がありました。 

議案第 138号「西予市城川高品質堆肥センター

の指定管理者の指定について」では、平成９年度

に地域農業基盤確立農業構造改善事業で建設され

たもので、非公募により東宇和農業協同組合を選

定したとの説明がありました。 

以上、産業建設常任委員会報告といたします。 

令和２年 12月 18日、産業建設常任委員会委員

長井関陽一。 

○議長 

以上で、各委員長の報告は終わりました。 

これより各委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより討論に入ります。 

討論の通告がありますので発言を許可します。 

１番和気数男君。 

和気数男君。 

○１番和気数男君 

請願第２号「加齢性難聴者への補助器購入に対

する公的補助制度創設を求める請願書」について、

賛成の立場で討論させていただきます。 

加齢性難聴は日常生活を不便にし、コミュニケ

ーションを不便にするなど生活の質を落とす大き

な原因になるばかりか、最近ではうつや認知症の

最大の危険因子になることも指摘されています。

難聴によりコミュニケーションが減少し、会話に

よって脳に入ってくる情報が少なくなることが脳

の機能の低下につながり、うつや認知症につなが

るのではないかと考えられております。 

こうした中で、聞こえの悪さを補完し、音や音

楽を聞き取れるようにしてくれるのが補聴器です。

日本の難聴者率は欧米と大差ないと言われている

が、補聴器使用率は欧米諸国と比べて極めて低く、

日本での補聴器の普及は諸外国と比べても進んで

いるとは言えない。 

日本補聴器工業会が行ったジャパントラック

2018 調査報告によると、難聴の人の補聴器使用

率は、日本では 14.4％、イギリス 47.6％、フラ

ンス 41％、ドイツ 36.9％、アメリカ 30.2％など

と比較して極端に低い数値です。この背景には、

日本においては、補聴器の価格が、片耳当たりお

おむね 15万円から 30万円で保険適用がないため

全額自費負担となることです。 

身体障がい者である高度・重度難聴の場合は、

補装具費支給制度により負担が軽減され、中等度

以下の場合は、購入後に医療費控除を受けられる

ものの、その対象者は僅かで、該当しない約９割

の人は自費で購入しているため、特に低所得の高

齢者に対する公的補助制度が日本では整備されて

おりません。 

政府の方針では、高齢者の社会参加、定年延長

や再雇用を求めているが、耳が聞こえにくい、聞

こえないというのは、そうした社会参加などへの

大きな障害となっています。 

よって、国においては、補聴器を高齢者の社会

参加の必需品として、高齢になっても生活の質を

落とさず、心身ともに健やかに過ごすことができ、

認知症の予防、ひいては、健康寿命の延伸、医療

費の抑制にもつながるように、加齢による難聴者

の補聴器購入に対する公的補助制度を創設するよ

う強く要望するものであります。 

現在、全国では 150 以上の自治体が採択をして

おります。 

以上の理由により、請願第２号に関しまして、

私の賛成討論とさせていただきます。 

御賛同よろしくお願いいたします。 

○議長 

以上で討論を終結といたします。 

これより議案順に採決を行います。 

まず、議案第 119号を採決いたします。 

お諮りいたします。 



 

- 118 - 

 

議案第 119号「西予市建設残土処理場管理条例

制定について」は原案のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第 119 号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第 120号から議案第 127号までの８

件を一括採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 120号「西予市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例制定について」から議案第

127 号「西予市火災予防条例の一部を改正する条

例制定について」までの８件は原案のとおり決定

することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、議案第 120 号か

ら議案第 127号までの８件は原案のとおり決定い

たしました。 

次に、議案第 128号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 128号「西予市地域福祉基金条例を廃止

する条例制定について」は原案のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第 128 号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第 129号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 129号「西予市惣川高齢者生活福祉セン

ターの指定管理者の指定について」は原案のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第 129 号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第 130号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 130号「西予市卯之町駅前複合施設の指

定管理者の指定について」は原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第 130 号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第 131号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 131号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第９号）」は原案のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第 131 号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第 132号から議案第 135号までの４

件を一括して採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 132号「令和２年度西予市国民健康保険

特別会計補正予算（第４号）」から議案第 135 号

「令和２年度西予市病院事業会計補正予算（第４

号）」までの４件は原案のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第 132 号か

ら議案第 135号までの４件は原案のとおり決定い

たしました。 

次に、議案第 136号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 136号「財産の無償貸付について」は原

案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求

めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第 136 号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第 137号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 137号「西予市明浜農産物集出荷施設の
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指定管理者の指定について」は原案のとおり決定

することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第 137 号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、議案第 138号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 138号「西予市城川高品質堆肥センター

の指定管理者の指定について」は原案のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第 138 号は

原案のとおり決定いたしました。 

次に、請願第２号を採決いたします。 

本案に対する委員長報告は不採択であります。 

お諮りいたします。 

請願第２号「加齢性難聴者への補助器購入に対

する公的補助制度創設を求める請願書」は原案の

とおり採択することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立少数であります。よって、請願第２号は不

採択とすることに決定いたしました。 

次に、陳情第２号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

陳情第２号「地方たばこ税を活用した分煙環境

整備に関する陳情」は原案のとおり採択すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、陳情第２号は原

案のとおり採択することに決定いたしました。 

 （日程２） 

○議長 

次に、日程第２、議案第 142 号「令和２年度西

予市一般会計補正予算（第 10 号）」を議題とい

たします。 

理事者の説明を求めます。 

管家市長。 

○管家市長 

議案第 142号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第 10 号）」について提案理由の御説明を

申し上げます。 

今回の補正予算でございますが、まず、12 月

８日に閣議決定されました国民の命と暮らしを守

る安心と希望のための総合経済対策の取組としま

して、家計の生活下支えと経済的負担の軽減を図

るため、ひとり親世帯に対し、年内を目途にひと

り親世帯臨時特別給付金の再支給を行う経費とし

て 820万円を計上し、次に、新型コロナウイルス

ワクチン接種について、実用化された際に早期に

接種を開始できるように既存の予防接種台帳シス

テムの改修に要する経費として 44 万円を計上す

るものであります。 

その他、国民健康保険診療所におけるオンライ

ン資格確認システムの導入や電子カルテシステム

の更新に要する経費に対しての繰出金 226 万

9000 円を計上し、明間公民館と横林公民館の耐

震化事業では、国庫補助金と市債の財源の調整を

行うものであります。 

これらの事業の財源につきましては、国庫補助

金、市債の特定財源を計上し、不足する財源につ

きましては財政調整基金を繰入れし、収支の均衡

を図るものであります。 

これによりまして、歳入歳出予算の補正は、既

決いただいております歳入歳出予算の総額に、そ

れぞれ 1090万 9000 円を増額し、歳入歳出予算の

総額を 375 億 3461 万 5000円と定めるものであり

ます。 

よろしく御審議を賜り、御決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 142 号は、会議規則第 37 条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。 
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これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 142号「令和２年度西予市一般会計補正

予算（第 10 号）」は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第 142 号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （日程３） 

○議長 

次に、日程第３、議案第 143 号「令和２年度西

予市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）」

を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 

藤井生活福祉部長。 

○藤井生活福祉部長兼福祉事務所長 

議案第 143号「令和２年度西予市国民健康保険

特別会計補正予算（第５号）」について提案理由

の御説明を申し上げます。 

今回の補正につきましては、令和元年５月に公

布された医療保険制度の適正かつ効率的な運営を

図るための健康保険法等の一部を改正する法律に

基づき、医療機関等でのマイナンバーカードによ

る資格確認が可能となることから、国民健康保険

直営診療所において必要なシステムの整備及び既

存システムの改修に係る費用を増額するものであ

ります。 

これによりまして、既決いただいております診

療施設勘定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ

355 万 6000 円を増額し、歳入歳出予算の総額を

1 億 5551万 1000円と定めるものであります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 

理事者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 143 号は、会議規則第 37 条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第 143号「令和２年度西予市国民健康保険

特別会計補正予算（第５号）」は原案のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、議案第 143 号は

原案のとおり決定いたしました。 

 （日程４） 

○議長 

次に、日程第４、意見書案第４号「北朝鮮によ

る全ての拉致被害者等の即時一括帰国の実現を求

める意見書（案）の提出について」を議題といた

します。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

７番河野清一君。 

河野清一君。 

○７番河野清一君 

北朝鮮による全ての拉致被害者等の即時一括帰

国の実現を求める意見書（案）の提出について、

提案理由の御説明を申し上げます。 

北朝鮮による日本人の拉致は、我が国の主権及

び国民の生命と安全に関わる重大な問題でありま

すが、帰国が実現した拉致被害者は５名にとどま

り、拉致被害の解決に向けた進展が見られており
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ません。 

拉致問題の発生から 40 年以上が経過し、拉致

被害者及び拉致の可能性が排除できない特定失踪

者自身やその家族も高齢化し、もはや一刻の猶予

もない状況に置かれております。 

愛媛県特定失踪者においても同様であり、家族

に残された時間を考えると、早急に特定失踪者を

含む全ての拉致被害者等の即時一括帰国を実現し

なければなりません。 

菅総理は就任記者会見で、北朝鮮による拉致問

題に関して「米国などの関係国と緊密に連携する」

と述べ、全ての拉致被害者の一日も早い帰国に向

け全力を掲げる考えを示しております。また、再

度拉致問題担当大臣に就任した加藤官房長官も会

見で、米国など関係国としっかりと連携をとって

いく考えを示し「一刻の猶予もない」と解決に意

欲を示しております。 

よって、国においては、今後とも北朝鮮による

拉致問題を「最優先、最重要課題」と位置づけ、

国際社会と連携を強化し、あらゆる手段を講じて、

全ての拉致被害者等の即時一括帰国を実現させ、

北朝鮮による拉致問題の一刻も早い完全解決を図

るよう強く要望いたします。 

以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき意見

書を提出するものであります。 

なお、意見書案は御手元に配信のとおりであり

ますので御確認ください。 

以上、提案理由の説明といたします。 

○議長 

提案理由の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

本案については、会議規則第 37 条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

意見書案第４号「北朝鮮による全ての拉致被害

者等の即時一括帰国の実現を求める意見書（案）

の提出について」は原案のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、意見書案第４号

は原案のとおり決定いたしました。 

ただいま議決されました意見書案の字句、数字、

その他整理を要するものについては、その整理を

議長に委任願いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、字句、数字、そ

の他の整理は議長に委任することに決しました。 

 （日程５） 

○議長 

次に、日程第５、意見書案第５号「台湾の世界

保健機関（ＷＨＯ）への参加を求める意見書（案）

の提出について」を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

18 番酒井宇之吉君。 

酒井宇之吉君。 

○18番酒井宇之吉君 

台湾の世界保健機関（ＷＨＯ）への参加を求め

る意見書（案）の提出について、提案理由の御説

明を申し上げます。 

愛媛県と台湾は、サイクリングによる交流をは

じめ、世界で例を見ない「松山」という同名空港

を結ぶ取組から実現した松山台北線の定期便の運

行、温泉間や学校間の交流を促進する協定の締結

など、官民の枠を超えた幅広い分野での交流が行

われております。 

また、愛媛県と台北市、台中市の間では、それ

ぞれ国際交流の促進に関する覚書を締結し、観光、

文化・スポーツ、教育、産業などの各分野におけ

る連携・協力を進めております。 

こうした取組により、令和元年には、台湾から
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の旅行者が愛媛県の外国人宿泊者の３割程度を占

め、愛媛県から台湾への輸出額も約 620億円に上

るなど、台湾は愛媛県にとって観光や経済活動に

おける重要なパートナーとなっております。 

このような国際交流が進展する中、新型コロナ

ウイルスの感染拡大は、感染症の脅威を世界中に

知らしめており、今後、感染症の世界的流行に対

峙していくためには、公衆衛生に係る危機対応を

網羅的に充実・強化していくことが強く求められ、

防疫に係る地理的空白が生じることがあってはな

りません。 

しかしながら、台湾は、平成 21 年から８年連

続でＷＨＯ年次総会へオブザーバーで参加し、保

健衛生分野において国際貢献をしてきたにも関わ

らず、平成 29 年度以降参加が叶わない状況が続

いており、国際的な公衆衛生・防疫体制を構築す

る上で地理的空白が生じております。 

ＷＨＯ憲章では「人権、宗教、政治信条や経済

的・社会的条件によって差別されることなく、最

高の水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々

にとって基本的人権のひとつ」と掲げており、保

健衛生分野での豊富な知見と経験を有する台湾の

ＷＨＯ参加が妨げられてはなりません。 

よって、国においては、台湾のＷＨＯへの参加

に向け、関係各国・地域と連携し、ＷＨＯに対す

る働きかけを強化するよう強く要望をいたします。 

以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき意見

書を提出するものであります。 

なお、意見書案は御手元に配信のとおりであり

ますので御確認ください。 

以上、提案理由の説明といたします。 

○議長 

提案理由の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

本案については、会議規則第 37 条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

意見書案第５号「台湾の世界保健機関（ＷＨＯ）

への参加を求める意見書（案）の提出について」

は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立

を求めます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、意見書案第５号

は原案のとおり決定いたしました。 

ただいま議決されました意見書案の字句、数字、

その他整理を要するものについては、その整理を

議長に委任願いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、字句、数字、そ

の他の整理は議長に委任することに決しました。 

 （日程６） 

○議長 

次に、日程第６、議員派遣の件についてを議題

といたします。 

お諮りいたします。 

御手元に配信いたしております本件を承認する

ことに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、議員派遣の件に

ついては本件のとおり承認することに決定いたし

ました。 

この際お諮りいたします。 

ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

いて、諸般の事情により変更が生じる場合には、

議長に一任を願いたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしました。 
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暫時休憩いたします。（休憩 午後２時 59 分） 

○議長 

再開いたします。（再開 午後３時 00分） 

お諮りいたします。 

ただいま兵頭学総務常任委員会委員長から提出

されました意見書案第６号「地方たばこ税の一部

を受動喫煙防止のための分煙環境整備・推進に活

用することを求める意見書（案）の提出について」

を本日の日程に追加し、追加日程として議題にい

たしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、本案を本日の日

程に追加し、追加日程とすることに決定いたしま

した。 

 （追加） 

○議長 

追加日程第１、意見書案第６号「地方たばこ税

の一部を受動喫煙防止のための分煙環境整備・推

進に活用することを求める意見書（案）の提出に

ついて」を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務常任委員会委員長兵頭学君。 

兵頭学君。 

○兵頭総務常任委員会委員長 

地方たばこ税の一部を受動喫煙防止のための分

煙環境整備・推進に活用することを求める意見書

（案）の提出について説明を申し上げます。 

たばこ税は国、地方の重要な財源であり、特に、

地方財政においては年間 1兆円を上回る貴重な財

源として、長年にわたって多大な貢献を果たして

います。本市における地方たばこ税収入は年間

2 億 1157 万円にも上っている。たばこ販売を行

う零細な小売店においては、たばこ販売を通じて、

安定的な税収の確保を図るとともに、地域社会の

分煙環境づくりや環境美化、未成年者の喫煙防止

運動などの社会貢献についても共同し十分な役割

を果たしているところであります。 

しかしながら、近年のたばこを取り巻く環境は、

複数年にわたるたばこ税の増税、受動喫煙防止対

策の強化に向けた改正健康増進法の施行など、喫

煙規制強化の動きの拡大などにより厳しさを増し、

たばこの販売数量がここ 10 年で半減するなどの

状況もあり、耕作の減少、各地の零細販売店の廃

業増などの著しい苦境に立たされております。 

改正健康増進法の趣旨は「望まない受動喫煙の

防止」であり、決して禁煙を強要するものではな

いことから、分煙環境の整備・推進が早急に求め

られるところであります。 

また、分煙社会の実現のため、喫煙者が負担す

るたばこ税の一部を公共喫煙場所の維持・増設、

公共施設や飲食店及びホテル、旅館などの喫煙室

設置の助成、喫煙マナー向上に関する普及活動な

ど、喫煙者、非喫煙者双方に配慮した取組に有効

活用していくことが重要であります。 

よって、国会及び政府におかれては、喫煙する

者と受動喫煙を受けたくない者双方の立場を尊重

し、共存できる社会の実現と推進を図るため、喫

煙者が負担する地方たばこ税の一部を受動喫煙防

止事業の推進を目的とした分煙環境整備として活

用できる全国制度の整備とその実施について責任

を持って取り組むよう要望いたします。 

以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき意見

書を提出するものであります。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長 

提案者の説明は終わりました。 

これより本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

本案については、会議規則第 37 条第２項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

意見書案第６号「地方たばこ税の一部を受動喫

煙防止のための分煙環境整備・推進に活用するこ
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とを求める意見書（案）の提出について」は原案

のとおり決定することに賛成の議員の起立を求め

ます。 

 （賛成者起立） 

○議長 

御着席ください。 

起立全員であります。よって、意見書案第６号

は原案のとおり決定いたしました。 

ただいま議決されました意見書案の字句、数字、

その他整理を要するものについては、その整理を

議長に委任願いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 

異議なしと認めます。よって、字句、数字、そ

の他の整理は議長に委任することに決しました。 

以上で全日程を終了いたしました。 

管家市長より閉会の挨拶があります。 

管家市長。 

○管家市長 

第４回定例会の閉会に当たりまして、一言御挨

拶を申し上げます。 

11 月 27 日から本日まで、22 日間にわたる会期

の中で、一般質問をはじめ、上程いたしました条

例制定、補正予算、指定管理者の指定など重要な

案件をいずれも原案どおり可決または御承認いた

だきました。議員の皆様におかれましては、熱心

な御審議をいただきましたことに厚く御礼申し上

げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症は、依然とし

て猛威を振るっており、11 月下旬からは、１日

の新規感染者が 2,000人を超える日が頻繁に発生

し、大都市圏に限らず全国各地で拡大が続いてお

ります。医療崩壊の懸念が強まるとともに、社会

経済に対する影響は深刻さを増すばかりとなって

おります。 

国では、こうした状況を受け、12 月 28 日から

明年１月 11 日までの間に開催されるＧｏ Ｔｏイ

ベントを全国一斉に停止と発表いたしました。 

当市でも好評をいただいておりましたＧｏ Ｔ

ｏジオツアーにつきましては、やむなく新規募集

を一時停止とした上で、国と同様の期間停止する

ことといたしました。ツアーを楽しみにされてい

た方々、また地元の観光関係の皆様には大変心苦

しく思うところであります。しかしながら、１月

末までとしておりました実施期間につきましては、

３月末まで延長いたします。 

また、来年１月３日予定いたしておりました人

生の節目の行事である成人式も分散開催により何

とか実施したいと考えておりましたが、これも延

期と決定させていただきました。まさに苦渋の選

択でありました。新成人の皆さん、また御家族の

皆様には、今後の新型コロナウイルスの拡大状況

にもよりますが、現下の状況を御理解の上、御協

力いただきますようお願いを申し上げます。 

政府は、12 月８日に歳出総額 40 兆円、事業規

模で 73.6 兆円による国民の命と暮らしを守る安

心と希望のための総合経済対策を閣議決定いたし

ました。これに引き続き、15 日には、歳出を

19 兆 1761 億円とする今年度の第３次補正予算案

を閣議決定したところです。 

追加経済対策は、約 4.3 兆円に上る新型コロナ

の感染拡大防止策のほか、コロナ収束後の経済構

造の転換・好循環の実現に約 11.6 兆円、防災・

減災、国土強靱化に約 3.1兆円など、３つの柱に

よる大型の財政出動となっております。さらに、

来週には来年度の予算案を決定し、15 カ月予算

の形で切れ目のない対策を実行するとされており

ます。 

市といたしましても、こうした国の動向を注視

し、迅速に対応できるよう各課に対象となる事業

について、検討、準備を指示したところでありま

す。 

今後、情報収集に努め、効果的な事業を実施し

てまいりたいと考えておりますので、議員の皆様

におかれましては、御理解、御協力をお願いいた

します。 

日本漢字能力検定協会による今年の漢字は、や

はり新型コロナの影響もあり「密」に選ばれまし

た。今年は密を回避することに多くの方が意識し

たことを物語るものだと改めて感じました。ただ、

今年の漢字を揮毫された清水寺の森貫主が「密に

は、親しむという意味が含まれている。物理的に

は離れているが、心はしっかりしたつながりを持

っていきたい」と話されているように、コロナ禍

にあって、直接的な接触は当然控える必要があり

ますが、家族や友人などとの心のつながりはしっ

かりと密にとどめてほしいと思うところでありま
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す。 

今週は、この冬一番の寒波となり、初雪もちら

つきました。これまで比較的暖かであったことも

あり、一段と寒さ厳しく感じたところです。議員

各位におかれましては、健康に十分留意をいただ

きますようお願いをいたします。 

例年とは異なる年末年始となりそうですが、ど

うか穏やかな年の瀬をお過ごしいただくとともに、

令和３年は丑年になりますが、丑年には「先を急

がず目の前のことを着実に進めることが将来の成

功につながっていく」といういわれがあるように、

着実に前進できる年になりますことを御祈念申し

上げまして、閉会の御挨拶といたします。 

１年間誠にありがとうございました。 

○議長 

これをもって、令和２年第４回西予市議会定例

会を閉会といたします。 

閉会に当たりまして一言申し上げます。 

ここ数日来、急な寒波が到来しまして寒い日々

が続いております。年末年始を控えまして、皆様

お忙しい日々をお過ごしになられることと存じま

すけれども、体調に十分注意されまして、風邪な

どひかれませんよう御健康に注意されまして、穏

やかな年末年始をお迎えください。 

以上、挨拶といたします。 

 

 

 閉会 午後３時17分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地方自治法第123条第２項の規定によりここに

署名する。 

 

 

  西予市議会議長 

 

 

   同   副議長 

 

 

   同   議員 

 

 

   同   議員 



 

 

 

 

付 録 
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令和２年第４回西予市議会定例会会期日程表 

 

会期11月27日（金）～12月18日（金）    （会期22日間） 
 

月  日 曜日 日   程 備  考 

 11月27日 金 本会議（開会） 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案理由説明 

・質疑 

・即決議案採決 

 11月28日 土 休   会  

 11月29日 日 休   会  

 11月30日 月 休   会  

 12月１日 火 休   会  

 12月２日 水 休   会 ・質疑通告〆切 

 12月３日 木 本 会 議 
・一般質問 

・行政報告会 

 12月４日 金 本 会 議 
・一般質問 

・議会運営委員会 

 12月５日 土 休   会  

 12月６日 日 休   会  

 12月７日 月 本 会 議 
・一般質問 

・質疑・委員会付託 

 12月８日 火 休   会  

 12月９日 水 常任委員会  

 12月10日 木 常任委員会  

 12月11日 金 休   会  

 12月12日 土 休   会  

 12月13日 日 休   会  

 12月14日 月 休   会  

 12月15日 火 休   会  

 12月16日 水 休   会 ・討論通告〆切 

 12月17日 木 休   会  

 12月18日 金 本会議（閉会） 

・全員協議会（午後１時開会） 

・委員長報告 

・質疑・討論・採決 

・即決議案採決 

・行政報告会 
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令和２年第４回西予市議会定例会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  119号 西予市建設残土処理場管理条例制定について 02.12.18 原案可決 

議案第  120号 
西予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制

定について 
02.12.18 原案可決 

議案第  121号 
西予市介護保険条例等の一部を改正する条例制定に

ついて 
02.12.18 原案可決 

議案第  122号 

西予市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制

定について 

02.12.18 原案可決 

議案第  123号 
西予市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条

例制定について 
02.12.18 原案可決 

議案第  124号 
西予市乳幼児及び児童医療費助成条例の一部を改正

する条例制定について 
02.12.18 原案可決 

議案第  125号 
西予市生活交通バス条例の一部を改正する条例制定

について 
02.12.18 原案可決 

議案第  126号 
西予市有料駐車場条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
02.12.18 原案可決 

議案第  127号 
西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
02.12.18 原案可決 

議案第  128号 
西予市地域福祉基金条例を廃止する条例制定につい

て 
02.12.18 原案可決 

議案第  129号 
西予市惣川高齢者生活福祉センターの指定管理者の

指定について 
02.12.18 原案可決 

議案第  130号 
西予市卯之町駅前複合施設の指定管理者の指定につ

いて 
02.12.18 原案可決 

議案第  131号 令和２年度西予市一般会計補正予算(第９号) 02.12.18 原案可決 

議案第  132号 
令和２年度西予市国民健康保険特別会計補正予算(第

４号) 
02.12.18 原案可決 

議案第  133号 
令和２年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算

(第２号) 
02.12.18 原案可決 

議案第  134号 
令和２年度西予市介護保険特別会計補正予算(第３

号) 
02.12.18 原案可決 

議案第  135号 令和２年度西予市病院事業会計補正予算（第４号） 02.12.18 原案可決 

議案第  136号 財産の無償貸付について 02.12.18 原案可決 

議案第  137号 
西予市明浜農産物集出荷施設の指定管理者の指定に

ついて 
02.12.18 原案可決 

議案第  138号 
西予市城川高品質堆肥センターの指定管理者の指定

について 
02.12.18 原案可決 

議案第  139号 
西予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定について 
02.11.27 原案可決 

議案第  140号 
西予市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
02.11.27 原案可決 
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議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第  141号 
西予市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
02.11.27 原案可決 

議案第  142号 令和２年度西予市一般会計補正予算(第10号) 02.12.18 原案可決 

議案第  143号 
令和２年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第５号） 
02.12.18 原案可決 

承認第   10号 専決処分第９号の承認を求めることについて 02.11.27 原案承認 

報告第   20号 専決処分事項の報告について 02.11.27 報  告 

請願第   ２号 
加齢性難聴者への補助器購入に対する公的補助制度

創設を求める請願書 
02.12.18 不 採 択 

陳情第   ２号 地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳情 02.12.18 採  択 

意見書案第３号 
小規模事業者に対する支援及び支援体制の拡充•強化

に関する意見書（案）の提出について 
02.11.27 原案可決 

意見書案第４号 
北朝鮮による全ての拉致被害者等の即時一括帰国の

実現を求める意見書（案）の提出について 
02.12.18 原案可決 

意見書案第５号 
台湾の世界保健機関（ＷＨＯ）への参加を求める意

見書（案）の提出について 
02.12.18 原案可決 

意見書案第６号 

地方たばこ税の一部を受動喫煙防止のための分煙環

境整備・推進に活用することを求める意見書（案）

の提出について 

02.12.18 原案可決 

 議員派遣の件について 02.12.18 承  認 
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諸  般  報  告  書 

 

月  日 出 席 者 行   事   名 

９月１日 議長・関係議員 高山保育園新築工事起工式 

９月３日 全 議 員 令和２年第３回定例会 一般質問 

９月４日 

全 議 員 令和２年第３回定例会 一般質問・質疑・委員会付託 

関 係 議 員 決算審査特別委員会 

関 係 議 員 市民と議会との意見交換会実行委員会 

９月10日 
関 係 議 員 産業建設常任委員会 

関 係 議 員 総務常任委員会 

９月11日 関 係 議 員 厚生常任委員会 

９月18日 

全 議 員 行政報告会 

全 議 員 令和２年第３回定例会  

関 係 議 員 議会運営委員会 

９月23日 関 係 議 員 決算審査特別委員会（産業建設分科会） 

９月24日 関 係 議 員 決算審査特別委員会（総務分科会） 

９月25日 関 係 議 員 決算審査特別委員会（厚生分科会） 

９月27日 議長・関係議員 西予市地震津波防災訓練 

９月28日 関 係 議 員 議会だより編集委員会 

10月１日 関 係 議 員 決算審査特別委員会 

10月２日 正 副 議 長 愛媛県市議会議長会秋季定期総会 

10月５日 議 長 八幡浜地区施設事務組合議会 

10月６日 関 係 議 員 議会だより編集委員会 

10月９日 

全 議 員 議員全員協議会 

全 議 員 令和２年第３回定例会 閉会 

全 議 員 行政報告会 

10月12日 議長・関係議員 西予市災害伝承展示室オープニングセレモニー 

10月23日 議 長 高松市議会行政視察受入 

10月26日 議 長 南予水道企業団議会定例会 

10月31日 議長・関係議員 （仮称）四国西予ジオミュージアム建築工事起工式 

11月４日 

全 議 員 議員全員協議会 

関 係 議 員 市民と議会との意見交換会（厚生常任委員会） 

関 係 議 員 市民と議会との意見交換会（総務常任委員会） 

11月５日 議長・関係議員 西予市戦没者追悼式 

11月７日 議 長 宇和高校三瓶分校100周年記念式典 

11月10日 
関 係 議 員 西予市消防体制検討特別委員会 

全 議 員 議会研修会（ハラスメント研修） 

11月13日 関 係 議 員 市民と議会との意見交換会（産業建設常任委員会） 
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月  日 出 席 者 行   事   名 

11月16日 議長・関係議員 西予市野村保育所・せいよ東学校給食センター合同落成式 

11月19日 
関 係 議 員 議会運営委員会 

関 係 議 員 議会だより編集委員会 

11月20日 議 長 全国過疎地域自立促進連盟第51回定期総会 

11月25日 
関 係 議 員 議会運営委員会 

正 副 議 長 四国西南地域市議会議長懇談会定期総会 

11月27日 
全 議 員 議員全員協議会 

全 議 員 令和２年第４回定例会 開会 
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令和２年12月９日 

 

西予市議会 

  議長 中 村  一 雅 様 

 

総務常任委員会        

委員長  兵 頭    学  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 事      件      名 審査結果 

議案第120号 西予市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第125号 西予市生活交通バス条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第127号 西予市火災予防条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第130号 西予市卯之町駅前複合施設の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第131号 令和２年度西予市一般会計補正予算(第９号) 原案可決 

 

 

 

  



－133－ 

令和２年12月９日 

 

西予市議会 

  議長 中 村  一 雅 様 

 

厚生常任委員会          

委員長  二 宮  一 朗  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 事      件      名 審査結果 

議案第 121号 西予市介護保険条例等の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第122号 
西予市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例制定について 
原案可決 

議案第123号 
西予市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例制定につ

いて 
原案可決 

議案第124号 
西予市乳幼児及び児童医療費助成条例の一部を改正する条例制

定について 
原案可決 

議案第128号 西予市地域福祉基金条例を廃止する条例制定について 原案可決 

議案第129号 
西予市惣川高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定につい

て 
原案可決 

議案第131号 令和２年度西予市一般会計補正予算(第９号) 原案可決 

議案第132号 令和２年度西予市国民健康保険特別会計補正予算(第４号) 原案可決 

議案第133号 令和２年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号) 原案可決 

議案第134号 令和２年度西予市介護保険特別会計補正予算(第３号) 原案可決 

議案第135号 令和２年度西予市病院事業会計補正予算（第４号） 原案可決 

議案第136号 財産の無償貸付について 原案可決 

 

 

 

  



－134－ 

令和２年12月10日 

 

西予市議会 

  議長 中 村  一 雅 様 

 

産業建設常任委員会      

委員長  井 関  陽 一  

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第109条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 事      件      名 審査結果 

議案第 119号 西予市建設残土処理場管理条例制定について 原案可決 

議案第121号 西予市介護保険条例等の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第126号 西予市有料駐車場条例の一部を改正する条例制定について 原案可決 

議案第131号 令和２年度西予市一般会計補正予算(第９号) 原案可決 

議案第137号 西予市明浜農産物集出荷施設の指定管理者の指定について 原案可決 

議案第138号 西予市城川高品質堆肥センターの指定管理者の指定について 原案可決 

 

 

 



－135－ 

令和２年12月９日 

 

西予市議会議長 

  中 村  一 雅 様 

 

総務常任委員会        

委員長  兵 頭  学    

 

請 願 等 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第142条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

陳情第２号 地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳情 採 択 

 

 

  



－136－ 

令和２年12月９日 

 

西予市議会議長 

  中 村  一 雅 様 

 

厚生常任委員会        

委員長  二 宮 一 朗   

 

請 願 等 審 査 報 告 書 

 

 当委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第142条の規定に

より報告致します。 

 

議案番号 件           名 審査結果 

請願第２号 
加齢性難聴者への補助器購入に対する公的補助制度創設を求め

る請願書 
不 採 択 

 

 

 


